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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年１１月６日（火）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時１３分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 安藤　薫  副委員長 上村高義  委　　員 山崎雅数

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 南野直司 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　紀田光司　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部次長兼環境業務課長　水田和男　　同部参事兼市民課長　村江　卓

自治振興課参事　萩原　明 　市民課参事　浅井重雄 産業振興課長　藤井智哉

同課参事兼農業委員会事務局長　田橋正一　　環境センター長　五里江路人

環境対策課長　池上敦実

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部次長兼健康推進課長　福永冨美子

同部次長兼福祉総務課長　登阪　弘　　健康推進課参事　阪口　昇

福祉総務課参事　北埜保紀 　高齢者障害者福祉課長　堤　守

同課参事　小矢田博子　　介護保険課長　山田雅也

同課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　こども育成課長　稲村幸子

同課参事　船寺順治　　国保年金課長　野村眞二　　同課参事　大嶋良一

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局次長代理　日垣智之

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成１８年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成１８年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成１８年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成１８年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時１分　開会）

○安藤委員長　ただいまから民生常任委

員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　このたびは、安藤委員長を初め民生常

任委員の皆さんには、ご就任、大変ご苦

労さまでございます。

　お忙しい中、本日は、民生常任委員会

をお持ちいただきまして、大変ありがと

うございます。

　本日は、平成１８年度の摂津市一般会

計歳入歳出決算認定の件所管分のほか４

件についてご審査を賜ることになります

けれども、何とぞ慎重審査の上、ご認定

賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。

　この場を一たん退席いたしますけれど

も、待機をいたしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○安藤委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は山崎委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　おはようございま

す。

　それでは、認定第１号、平成１８年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、保

健福祉部に係る部分につきまして、目を

追って、その主なものについて補足説明

をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金は、前年度

に比べ５．９％、約４，１４７万円の増

となっております。これは、介護保険制

度の改正に伴う介護サービス利用者負担

金の増、新たに設けられた地域包括支援

センターに係る負担金、入所児童数の増

加等による私立保育園保育料の増などが

主なものでございます。

　３４ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目３、衛生使用料の

うち、保健福祉部に係る使用料は、前年

度に比べ４．４％、約３８１万円の減と

なっております。これは、葬儀会館使用

料が増となったものの、市営葬儀のあり

方の見直しにより、市営葬儀使用料が減

少となったことにより、総額では減となっ

たものでございます。

　４０ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金は、前年度に比べ３．８％、約９，４

６３万円の減となっております。これは、

生活保護世帯の増により生活保護費負担

金は増となったものの、児童手当、児童

扶養手当の国庫負担の割合が引き下げら

れたことにより、児童手当負担金、児童

扶養手当負担金が大きく減となったこと

から、総額では減となったものです。

　４２ページ、目２、衛生費国庫負担金

は、前年度に比べ７．５％、約２００万

円の増となっております。

　同じく項２、国庫補助金、目１、民生

費国庫補助金は、前年度に比べ３８．６

％、約８，１０３万円の減となっており

ます。これは、障害者自立支援法の施行
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に伴い、これまでの障害児、身体障害者、

及び知的障害者の在宅福祉サービスに係

る補助金が負担金に組みかえられたこと、

及び平成１７年度に執行しましたせっつ

保育園等の施設整備に係る次世代育成支

援対策ハード交付金の執行がなかったこ

とによるものでございます。

　４４ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、国民年金事務に係る委託

金で、前年度に比べ９．８％、約２４１

万円の減となっております。

　同じく４４ページ、款１５、府支出金、

項１、府負担金、目１、民生費府負担金

は、前年度に比べ３７．４％、約１億９、

９５８万円の増となっております。これ

は、国民健康保険基盤安定負担金の増、

障害者自立支援法の施行に伴い、これま

での在宅福祉サービスに係る補助金が負

担金に組みかえられたこと、施設サービ

スに係る府の負担が新たに設けられたこ

と、及び児童手当に係る府の負担割合が

ふえたことなどが主なものでございます。

　４６ページ、目３、衛生費府負担金は、

前年度に比べ０．４％、約１１万円の減

となっております。

　同じく、項２、府補助金、目２、民生

費府補助金は、前年度に比べ１８．１％、

約６，８８９万円の減となっております。

これは、介護保険制度の改正に伴い、こ

れまでの一般施策の事業が介護保険の特

別会計の地域支援事業に組み込まれたこ

と、障害者自立支援法の施行に伴い、障

害者の在宅福祉サービスが補助金から負

担金に組みかえられたこと及び老人医療

費助成制度の経過措置による対象者の減

などが主なものでございます。

　５２ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、前年度に比べ４２．１％、

約３４５万円の減となっております。こ

れは、障害者自立支援法の施行に伴い、

障害児者地域療育等支援事業の基本的な

相談事業が市町村事業になったことによ

るものでございます。

　５６ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目２、介護保険特別会

計繰入金は、市負担に係る過年度精算金

でございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目５、市生業資金貸付

金元金収入については、消滅時効により

１２件６０万５，０００円全額を不納欠

損させていただいております。

　同じく、項４、雑入、目１、雑入のう

ち、６２ページから６５ページの保健福

祉部関係は、各種検診自己負担金、生活

保護法による返還金・徴収金、市立障害

者施設支援費収入、老人医療等の返還金、

保育所職員給食費負担金などでございま

す。

　続きまして、歳出でございますが、１

１８ページ、款３、民生費、項１、社会

福祉費、目１、社会福祉総務費は、人件

費を除き、前年度に比べ５．８％、約１

億２，５２６万円の増となっております。

これは、福祉総務課、高齢者障害者福祉

課に係る経常経費並びに社会福祉事業運

営委託料などの委託料のほか、社会福祉

協議会補助金、障害者福祉作業所運営補

助金、小規模通所授産施設運営補助金な

どの補助金、特別障害者手当等給付金な

どの扶助費、さらには、国民健康保険な

どの特別会計への繰出金が主なものでご

ざいます。なお、増額の主な要因は、コ

ミュニティソーシャルワーク事業運営委

託料、障害者自立支援法の施行に伴う在

宅福祉サービスに係る扶助費、国民健康

保険特別会計繰出金などでございます。

　１２６ページ、目２、老人福祉費は、

前年度に比べ０．９％、約４９５万円の

増となっております。施設介護サービス
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委託料、高齢者民間賃貸住宅家賃助成補

助金、老人入所施設措置費等が主なもの

でございます。

　１２８ページ、目３、国民年金総務費

及び１３０ページ、目４、国民年金事務

費は、国民年金事務に係る経常経費でご

ざいます。

　同じく１３０ページ、目５、身体障害

者福祉費は、前年度に比べ８．４％、約

１，４４３万円の減となっております。

身体障害者に係る補装具交付費、援護施

設支援費、ホームヘルプ・ガイドヘルプ

サービスに係る支援費等が主なものでご

ざいます。なお、減額の主な要因は、更

生医療費、援護施設支援費等でございま

す。

　１３４ページ、目６、知的障害者福祉

費は、前年度に比べ６．８％、約２，０

６９万円の減となっております。減額の

主な要因は、市立みきの路運営委託料、

援護施設支援費等でございます。

　同じく、目７、老人医療助成費は、前

年度に比べ１１．３％、約２，４３８万

円の減となっております。これは、平成

１６年１１月からの制度改正に伴う経過

措置による対象者の減によるものでござ

います。

　同じく、目８、身体障害者医療助成費

は、前年度に比べ２．１％、約２３２万

円の増となっております。

　１３６ページ、項２、児童福祉費、目

１、児童福祉総務費は、保育所運営費負

担金等を執行しておりますが、人件費を

除き、前年度に比べ１．２％、約１，６

０７万円の増となっております。

　１３８ページ、目２、児童措置費は、

児童手当、児童扶養手当を執行しており

ますが、児童手当の対象者が拡充された

ことから、前年度に比べ１６．５％、約

１億３，５８７万円の増となっておりま

す。

　１４０ページ、目３、児童福祉施設費

は、主に市立保育所の運営に係る臨時職

員等の賃金、給食賄材料費の経費を執行

しておりますが、正職員の退職補充とし

て、臨時職員を配置したことに伴い、非

常勤職員等の賃金がふえたため、前年度

に比べ６．５％、約１，０９４万円の増

となっております。

　１４２ページ、目４、母子福祉費は、

母子生活支援施設運営費負担金等を執行

しておりますが、前年度に比べ３３．３

％、約４３９万円の増となっております。

これは、母子生活支援施設の入所者の増

や、母子家庭等自立促進計画策定委託料

等によるものでございます。

　同じく、目５、乳幼児医療助成費は、

前年度に比べて１．３％、約１５７万円

の減となっております。

　同じく、目６、ひとり親家庭医療助成

費は、対象者の増に伴い、前年度に比べ

１０．２％、約４８３万円の増となって

おります。

　１４４ページ、項３、生活保護費、目

１、生活保護総務費は、人件費を除き、

前年度に比べ３６．９％、約２９７万円

の増となっており、その主なものは、臨

時職員の賃金、パソコン借上料の増によ

るものでございます。

　同じく、１４４ページ、目２、扶助費

は、被保護者の増により、前年度に比べ

４．２％、約７，７１６万円の増となっ

ております。

　１４６ページ、項５、災害救助費、目

１、災害救助費は、昨年１２月の火災時

の炊き出しを行ったものでございます。

　同じく、１４６ページ、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目１、保健衛生総務

費は、人件費を除き、前年度に比べ０．

３％、約２９万円の増となっております。
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これは、保健センター及び休日応急診療

所の管理運営に係る経費、また、三師会、

夜間休日応急診療所、三次救命救急セン

ター等の補助金、負担金などでございま

す。

　１５０ページ、目２、予防費は、前年

度に比べ５．４％、約１，３０６万円の

減となっております。その主なものは、

各種がん検診委託、市民健康診査委託、

各種予防接種委託、乳幼児の各種健診な

どに係るものでございます。

　１５２ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ０．６％の増となっており

ます。その主なものは、消毒業務及び飼

い主不明の犬・猫の死獣処理などに係る

経費でございます。

　１５４ページ、目６、斎場費は、前年

度に比べ６．７％、約９４８万円の減と

なっております。これは、市営葬儀委託

料や斎場・葬儀会館の管理運営業務委託

料等でございます。

　同じく、目７、墓地管理費は、市営墓

地の管理経費でございます。

　以上、保健福祉部に係る平成１８年度

一般会計歳入歳出決算についての補足説

明とさせていただきます。

○安藤委員長　続いて、紀田生活環境部

長。

○紀田生活環境部長　おはようございま

す。

　認定第１号、平成１８年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、生活環境部に

係る部分につきまして、目を追って、そ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目２、民生使用料のうち、市民

文化ホール等に係るものは、前年度に比

べ２４．９％の減となっております。こ

の主な原因は、総合福祉会館の閉館によ

るものでございます。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係るものは、

前年度に比べ５．１％の減となっており

ます。

　３８ページ、目２、衛生手数料のうち、

塵芥処理手数料では、前年度に比べ４．

９％の減となっております。

　目３、農林水産業手数料のうち、農業

委員会手数料は、前年度に比べ２５．０

％の減となっております。

　４４ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、戸籍住民基本台帳費

委託金は、前年度に比べ１５．８％の増

となっております。

　５０ページ、項２、府補助金、目２、

民生費補助金のうち、生活文化費補助金

は、新進芸術家を育成するリトルカメリ

ア推薦コンサートに対する市町村文化振

興支援事業補助金でございます。

　目３、衛生費府補助金のうち、公害対

策費補助金は、騒音、振動、悪臭対策等

の委任事務補助金でございます。

　また、違法屋外広告物除去事務経費補

助金は、違法簡易看板除去に係る補助金

でございます。

　目４、農林水産業費府補助金は、前年

度に比べ３２．０％の減となっておりま

す。これは、農業委員会交付金が、主に

三位一体改革により減額されたことによ

るものでございます。

　目５、商工費府補助金は、地域就労支

援事業及び商店街等活性化支援事業に係

る補助金の交付を受けたものであります。

　５２ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、戸籍住民基本台帳費

委託金は、前年度に比べ、１．９％の減

となっております。

　５８ページ、款１９、諸収入、項３、
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貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、前年度と同額となっ

ております。

　６２ページ、項４、雑入、目１、雑入

のうち、生活環境部に係ります主なもの

は、文化ホール入場料、資源ごみ売却収

入等でございまして、前年度に比べ、４．

４％の減となっております。

　続きまして、歳出でございますが、９

４ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、その主なも

のとして、国際交流嘱託員報酬及び国際

交流協会補助金、市外宿泊施設利用補助

金等に係る経費でございます。

　９６ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯の電気料金や維持管理費補助金並

びに防犯協会の負担金等に係る経費でご

ざいます。

　１００ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員等の報酬のほか、自治会に

対する広報紙等の配布手数料並びに地域

活性化事業と自治連合会が実施する研修

会及び摂津まつり振興会への補助金が主

なものでございます。

　１１０ページ、項３、戸籍住民基本台

帳費、目１、戸籍住民基本台帳費の主な

ものは、戸籍住民基本台帳事務事業及び

市民サービスコーナー事務事業等に係る

経費でございます。

　次に、１４６ページ、款３、民生費、

項４、生活文化費、目１、生活文化総務

費は、財団法人摂津市施設管理公社への

事業委託に係る経費が主なものでござい

ます。

　目２、総合福祉会館費は、総合福祉会

館の閉館に伴う市民体育館、文化ホール

への配電設備の改修、自動火災報知機及

び非常放送アンプの移設等に要した経費

でございます。

　目３、文化ホール費は、文化ホールの

運営に係る音響機器及び舞台照明装置の

借上料でございます。

　次に、１５２ページ、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目４、公害対策費は、

大気、水質、騒音振動対策等にかかる経

費でございます。

　１５４ページ、目５、環境政策費は、

環境保全に係る啓発事業等に係る経費で

ございます。

　項２、清掃費、目１、清掃総務費は、

一般廃棄物の収集、処理事業に係る経常

的な経費でございます。

　１５６ページ、目２、塵芥処理費の主

なものは、再生資源集団回収協力金、ス

トックヤード運営に係る光熱水費、可燃

ごみの収集運搬、不燃ごみの中間処理、

不燃ごみ収集運搬、選別委託料等でござ

います。

　１６２ページ、目４、環境センター費

は、環境センターでの可燃ごみ焼却処理

経費のほか、３号炉及び４号炉の維持管

理に係る経費でございます。

　１６４ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員報酬及び農業委員会の運営事務

に係る経費でございます。

　１６６ページ、目２、農業総務費は、

農業改良委員報酬、大阪北部農業共済組

合への負担金が主な経費でございます。

　目３、農業振興費は、地域米消費拡大

対策事業委託料、市民農園設置委託料、

鳥飼なす保存委託料のほか、花とみどり

の補助金が主な経費でございます。

　１７０ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、事務管理

費等の経常経費や、労働相談に係る相談

員の報償金等でございます。

　目２、商工振興費は、商業活性化対策

の事業補助や、中小企業事業資金融資預

託金、企業誘致奨励金等の商工振興策に
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係る経費でございます。

　１７２ページ、目３、消費対策費は、

消費生活相談ルームの運営及び消費者啓

発事業の資料作成等に係る経費等でござ

います。

　以上、歳入歳出決算の補足説明とさせ

ていただきます。

○安藤委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　南野委員。

○南野委員　おはようございます。

　質問に入る前に、質問の前に番号をつ

けますので、よろしくお願いいたします。

　まず、１番目でございますけれども、

決算書の６３ページ、環境業務課の資源

ごみ売却収入１，５７１万３，５９９円

についてでございますけれども、古紙・

びん・缶・ペットボトル等の資源ごみを

業者に売却して、歳入ということで計上

されておられますが、ここで、資源ごみ

である古紙・びん・缶・ペットボトル等

が回収されて、どのようなシステムでリ

サイクル業者に売却されるのか、資源ご

みの行方といいましょうか、できれば、

収集品目別でお聞かせいただきたいと思

います。

　あわせて、資源ごみ売却収入１，５７

１万３，５９９円の内訳を、これも品目

別で、お聞かせいただきたいと思います。

　次に、２番目です。

　決算概要４５ページの、防犯灯事業に

関してでございます。

　この防犯灯は、明るいまちづくり、そ

して、犯罪を減らすという意味から、本

当に必要であるというふうに認識してお

りますが、この防犯灯設置の基本は２０

ワットで、その中で、自治会の希望もし

くは設置箇所数が減らせるなどのことで

あれば、２０ワットから３６ワットへの

取りかえの検討を市で行うというふうに

聞いておりますが、やはり年々、この３

６ワットの防犯灯が効果があると、ふえ

てきていると認識いたします。

　ここで、この防犯灯に対する管理維持

費として、１灯８００円ということでご

ざいますが、この３６ワットの防犯灯は、

ランプ代で約５００円ほど高いというこ

とで聞いておりますが、１灯当たりの管

理維持費の増額を検討いただいていると

いうことで認識しておりますが、この点

をお聞かせいただきたいと思います。

　次に、３番目です。

　決算概要４８ページの、摂津市自治連

合会研修会補助事業に関してでございま

すけれども、この研修会の内容について、

どのような内容であったのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　次に、４番目、決算概要５５ページの、

住基事務事業に関してでございます。

　住民基本台帳カードの発行状況ですけ

れども、近年、インターネットを利用し

て、税の申告、申請、届け出等ができる

便利なシステムであります。ｅ－Ｔａｘ

の普及等に伴って、住基カードの発行数

も年々増加傾向にあると思いますけれど

も、ここで、住基カードの発行数に関し

て、増加傾向にあるのかということと、

また、カードの発行数とあわせて、公的

個人認証サービスを受けられた数を、こ

こでお聞かせいただきたいと思います。

　次に、５番目ですけれども、決算概要

の７０ページの、身体障害者施設訓練等

支援事業に関してでございますが、障害

者自立支援法が実施されて、障害者の方

が地域で暮らせる社会、自立と共生の社

会の実現を目指していますその施策の一

つに、就労支援の抜本的強化が盛り込ま

れております。

　そこでは、新たな就労支援事業を創設

し、一般就労への移行促進を図る一方、
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福祉施設で働く障害者に対する就労支援

策が課題とされております。本市におき

ましては、この身体障害者施設訓練等支

援事業、また、知的障害者の方もあわせ

て、どのような取り組みをされたのか、

ここで聞きたいと思います。

　次に、６番目でございます。

　決算概要７５ページの、児童虐待発生

予防システム構築事業に関してでござい

ますが、厚生労働省では、深刻化する児

童虐待について、虐待を受けて死亡に至っ

た子どもの事例を検証したところ、死亡

した子どもの約４割がゼロ歳児で、ゼロ

歳児のうち、約８割が月齢４か月以下と

いうことがわかりました。また、発見や

対応がおくれるほど、親と子どもの両方

に対する手厚い支援が必要になることも

踏まえると、早期発見・早期対応の体制

を強化することは、児童虐待をなくすた

めの必要不可欠な取り組みと言えます。

　本市におきまして、健康推進課になり

ますけれども、新たに、新生児訪問指導

を充実して、４か月までの全数訪問を実

施されておられますが、どのようなシス

テムで、こども育成課さんと関係各課と

連携をとっていただいて、虐待の未然防

止に努めておられるのか、お聞かせ願い

たいと思います。

　次に、７番目、同じく、決算概要７５

ページの、児童手当給付事業に関してで

ございますが、この児童手当給付に関し

ての市民の方への周知徹底はどのような

方法で行っておられるのか、お聞かせ願

いたいと思います。

　次に、８番目、決算概要７６ページの、

保育所管理運営事業に関してでございま

す。

　待機児童がどういうふうな数字になっ

ているのか、また、どのように待機児童

対策をされてきたのか、また、待機児童

の推移も、過去からどういうふうな形で

変わってきているのかをご答弁いただき

たいと思います。

　９番目、決算概要８８ページの、地球

温暖化対策事業に関してでございますが、

３点聞きたいと思います。

　１点目の、摂津エコアクション（環境

家計簿）の推進において、市民に啓発す

るためにも、多くの市の職員が率先して

取り組んでいただいていると思いますが、

今年度の環境家計簿参加者数、Ｅライフ

普及員を含めお答えいただきたいと思い

ます。

　２点目に、公用車におけるエコドライ

ブの取り組みについての現状をお聞かせ

ください。

　３点目に、市内の中小事業所に対して

のエコアクション２１の推進について、

どのような取り組みをされたのか、ここ

でお聞かせ願いたいと思います。

　次に、１０番目、同じく、決算概要８

８ページの、環境美化事業に関してでご

ざいます。

　この環境美化事業の取り組みについて、

現在どのような体制で取り組まれている

のか、お聞かせいただきたいと思います。

　次に、１１番目、決算概要１００ペー

ジの、中小企業金融対策事業に関してで

ございます。

　摂津市中小企業事業資金融資制度が、

先月１０月１日から変わりました。とい

うことで、先月の広報せっつの商工特集

にも掲載していただいておりましたが、

この中小企業事業資金融資制度について、

経過と内容の説明をお聞かせ願いたいと

思います。

　次に、１２番目、同じく、決算概要１

００ページの、地域就労支援事業に関し

てでございます。

　本市におけるニートやフリーターを対
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象とした、若年者の雇用対策について、

就職フェアーの実施等、さまざまな形で

取り組んでこられましたが、その対応策

と結果について、お聞かせ願いたいと思

います。

　次に、１３番目、決算概要１０１ペー

ジの、消費生活相談ルーム事業に関して

でございます。

　近年の、ストーブやガス、瞬間湯沸か

し器などの使用時に大事故が発生してい

ることを受け、消費生活用製品安全法が

改正されたことに伴いまして、製品メー

カーなどの事業者に対して、製品事故の

国への報告の義務づけや、国から消費者

へ事故情報の迅速かつ的確な提供が定め

られておりました。この消費生活用製品

安全法の改正に伴いまして、本市はどの

ように対応されているのか、お聞かせ願

いたいと思います。

　次に、１４番目、決算概要８３ページ

に戻りますけれども、市民総合健康診査

事業に関してでございますが、自分自身

の健康を守るために、年に一度は健診を

受けましょうということで、誕生月健診

等の周知をされておられますが、基本健

診、また、セット健診の受診率について、

お聞かせ願いたいと思います。

　以上で、１回目、終わります。

○安藤委員長　答弁の方、お願いします。

　水田次長。

○水田生活環境部次長　決算書６３ペー

ジ、資源ごみ売却収入の内訳と、どのよ

うにリサイクルされるかということでご

ざいますけれども、本市といたしまして

は、平成１３年２月から、家庭系のごみ

の資源を、瓶と缶から拡大いたしまして、

ペットボトル、古着類とかの拡大を図っ

ております。

　まず、回収から処理までの流れでござ

いますけれども、まず、市の職員が、午

前中、生ごみの収集後に、午後から資源

ごみの回収を行っております。回収した

資源ごみは、まずリサイクルプラザのス

トックヤードの方へ搬入されることにな

ります。そこで、個々に選別、圧縮、そ

れから、梱包の作業を経まして、それぞ

れ業者の方へ売却というふうな形になっ

ております。

　品目別にどういうふうになるのかとい

うことでございますけれども、まず、ア

ルミ缶でございますけれども、これは、

主に自動車のアルミホイールとか、それ

から、窓枠のサッシとかに変わるもので

ございます。

　それから、スチール缶ですね、これも、

鉄筋工材、建設用に変わるというふうに

聞いております。

　それから、びんにおきましても、リター

ナルびんといいまして、ビールびんとか

牛乳びんですね、これらは、もちろんそ

れを使えるということなんですけれども、

それと、ワンウェーびんといいますか、

栄養ドリンクとかそういうふうな色つき

のびんでございますけれども、それも、

リターナルびんにつきましては、酒屋さ

んとか牛乳屋さんの方へ回収されるとい

うことで、再度使用されるということで

ございます。

　それから、ワンウェーびんですね、こ

れは、ガラスの原材料とか道路の材料で

すね、道路の舗装等に混入されるような

原材料として生まれ変わるということに

なっております。

　新聞は、主に新聞ということでござい

ます。

　ダンボールにつきましては、ダンボー

ルとトイレットペーパーの芯に再生とい

うことです。

　それから、古着類につきましては、工

業用のウエスとか、または、リサイクル

－�9�－



ショップの方で再生されるということで

伺っております。

　一番注目されるペットボトルなんです

けれども、これも、毛布とか衣服ですね、

それと、文具類等に変わるというふうに

なっております。

　牛乳パックの方についても、良質な紙

を使用しているということですので、主

にトイレットペーパーの方に変わるとい

うことでございます。

　それから、売却収入の１，５７１万３，

５９９円の内訳等のお問いでございます。

　品目でそれぞれ上げますと、かなり細

かくなってしまいますので、ちょっとま

とめた部分の中でご説明させていただき

たいと思います。

　まず、古紙類ということで、新聞・雑

誌等ですね。それが、１８年度では４０

７トンで、金額が５５万２，８４５円。

　それから、古着ですね、これが１１７

トン、２３万５，４００円です。

　それから、缶なんですけれども、１６

９トンで１８３万１，１４０円。

　ペットボトルが２０５トンで１，２６

８万７，３５６円。

　牛乳パックでございますけれども、こ

れが９トンで４万８，７８５円。

　びんですけれども、これは無色、茶色

のびんも含めましての分でございますけ

れども、これが４６０トン、１６万９，

０２８円。それから、リターナルびんな

んですけれども、これは本数でもって行っ

ておきまして、３万７，８０９本で１８

万９，０４５円と。合計、１,５７１万

３，５９９円ということでございます。

○安藤委員長　萩原参事。

○萩原自治振興課参事　質問番号２番、

防犯灯の維持管理費補助金についてでご

ざいますが、防犯灯は、各自治会長さん

からの申請によりまして、毎年設置して

おります。

　設置費及び電気代は市が負担しており

ます。

　設置後の防犯灯球や灯具の取りかえに

つきましては、１灯当たり、年間８００

円の補助金で自治会にお願いをしており

ます。

　１８年度におきましては、６，０１９

灯に対しまして、４８１万５，２００円

の防犯灯維持管理費補助金を自治会に補

助しております。

　確かに２０ワットと比べまして、３０

ワットの球や灯具が高く、各自治会の防

犯灯維持管理に関する費用も多くなって

おりますことは認識いたしております。

　防犯灯維持管理費が自治会運営の支障

となっているとして、平成１９年度当初

予算において、防犯灯補助金を、現行の

８００円から１，０００円に増額要求を

させていただきましたが、１８年度事務

事業評価結果では、事業の必要性は認め

るが、経常経費及び補助金の増額は、現

在の財政状況の中では困難であるため、

先送りとするとのことでございました。

　各自治会におきましては、ご負担をお

かけいたしますけれども、引き続き、現

行での補助金で防犯灯の管理運営をお願

いしたいと考えております。

　続きまして、質問番号３番、摂津市自

治連合会の研修内容についてでございま

すが、摂津市自治連合会の研修会は、赤

十字奉仕団と合同で、年３回実施されて

おります。平成１８年度におきましては、

１回目の研修として、昨年６月４日に、

門灯を朝までつける運動を各家庭に呼び

かけ、門灯をつけ、明るいまちづくり推

進地区を設定して、犯罪のない明るいま

ちづくりを目指すとともに、赤色回転灯

つき非常ベル警報装置の設置や、夜間の

防犯パトロール等、先進的な自主防犯活
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動を展開されております京都市西京区の

桂東学区自治連合会を訪問し、地域防犯

活動の実動部隊となっている防犯委員等

との現地交流を図るとともに、事業効果

をご教示いただきました。参加者は、自

治会長が４７名、市関係者４名の５１名

でございました。

　２回目の研修会は、自治会活動の事例

発表研修で、昨年６月２５日に、摂津市

立男女共同参画センターで開催され、別

府小校区の自治会長さんが、所属自治会

の移り変わりとして、創成期、現在の状

況、今後のあり方について発表されまし

た。参加者は８２名でございました。

　３回目の研修につきましては、昨年１

０月２９日、ポリテクセンター関西にて、

日本赤十字社の活動と社主募集について

研修されました。講師は、日本赤十字社

大阪支部の方にお願いし、赤十字の起源、

各種事業内容等についてご講演をいただ

きました。参加者は６１名でございまし

た。

○安藤委員長　浅井参事。

○浅井市民課参事　質問４番の、住基カー

ドの件でございますが、年次を追って発

行推移を申し上げますと、住基カードに

ついては、平成１５年８月２５日にスター

トいたしまして、１５年度は１５１枚。

あわせて、公的個人認証の電子証明書の

発行ですが、これは、平成１６年１月２

９日にスタートしまして、１５年度は１

３枚、１６年度は、住基カード１２３枚

に対して、電子証明書１７件、１７年度

は、住基カード１８８枚に対して、電子

証明書は２３件。１８年度は、住基カー

ド２５０枚に対して、電子証明書３３件

という推移でございまして、ちなみに、

本年度も参考までに、１０月末現在でご

ざいますが、１６１枚の住基カードを交

付しております。電子証明書は９件でご

ざいます。

　この発行推移を見ましても、住基カー

ドは、１７年度下半期から、約、月２０

枚を超えている状況ということで、着実

に増加しているものというふうに考えて

おります。これは、銀行などの金融機関

窓口での本人確認の実施、あるいは携帯

電話の取得などでも本人確認が強化され

ておりますので、そういうときに住基カー

ドの利用がふえてきているものというふ

うに考えております。

　また、ご質問にもありましたように、

電子証明書が住基カードの中に格納でき

るということから、電子証明書の発行に

住基カードを申請されるという方々があ

ります。国税庁のｅ－Ｔａｘの利用促進

ということで、１９年度、２０年度にか

かってｅ－Ｔａｘを利用された場合、電

子申請された場合、税額が、年間５，０

００円ほど控除されるという話を聞いて

おりますので、吹田税務署の方も、数回、

私ども市民課と協議をしておりまして、

国税庁の方では、確定申告の時期に向け

てダイレクトメールなどで電子申請と合

わせてそれを登載する住基カードの宣伝

もしていただくという話になっておりま

す。

　発行の推移と公的個人認証の状況はそ

ういうことであります。

○安藤委員長　堤課長。

○堤高齢者障害者福祉課長　それでは、

質問番号５番、身体障害者施設訓練等支

援事業に関しまして、障害者の就労支援

として、本市としてどのような取り組み

をしているかというご質問にお答えさせ

ていただきます。

　この事業における更生訓練費につきま

しては、自活のための訓練が主になって

おります。

　本格的な就労支援施策につきましては、
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まず、ふれあいの里の中に、摂津市障害

者職業能力開発センターせっつくすのき

がございます。せっつくすのきでは、国

からの事業といたしまして、障害者の就

労を目標とした職業訓練カリキュラムを

実施いたしまして、訓練生の能力開発を

行うとともに、職業安定所、事業所など

関連機関と連携いたしまして、就職活動

を行い、修了生全員の就職を目指してお

ります。

　平成１８年度の実績では、ＯＡ実務科

が１５人、実務作業科が１０人、合計２

５人の修了生がございました。そのうち、

摂津市在住の方が合計で３名となってお

ります。そのほかに、短期の作業取得コー

スがありまして、５名の方が終了をいた

しております。

　本市の支出といたしましては、全体の

事業費の４分の１から、大阪府からの委

託収入を控除した額４３４万３，８５９

円を摂津市社会福祉事業団補助金として

支出をいたしております。

　次に、ふれあいの里の中に、茨木・摂

津障害者就業生活支援準備センターがご

ざいます。平成１７年度に、最終的には

国事業として採択を目指して設立をいた

しております。

　事業内容といたしましては、障害者の

就職や職場適用などの就業面の支援に加

えまして、障害者の方が苦手とされてお

られる生活習慣の形成や日常生活の自己

管理などの生活支援を行っております。

　利用者の状況は、茨木市が１１４人、

摂津市が５４人となっております。こち

らの方の運営費は５００万円となってお

りまして、茨木市が全体の７５％の３７

５万円、摂津市が２５％の１２５万円を

分担いたしておりまして、大阪府から２

分の１の補助を受けております。こちら

の方は、障害者就業生活支援準備センター

ステップアップ事業として支出をいたし

ております。

　また、本市独自の制度といたしまして、

国の特定休職者雇用開発助成金の支給期

間が満了した方につきまして、長期安定

雇用の確保のため、重度障害の方は２４

か月、重度障害者以外の方は１２か月の

雇用助成金を支給する制度を設けており

ます。こちらの方は、障害者雇用助成事

業で、障害者雇用補助金として、１８年

度の実績としましては、６名の障害の方

を対象に、事業主の方に２０３万円を支

給いたしております。

　なお、担当は産業振興課になりますが、

毎年一回、ポリテクセンターを会場とい

たしまして、障害者の方を対象とした就

職フェアを実施しております。

　平成１８年度は、９月２７日に開催を

いたしております。高齢者障害者福祉課

からも説明員や手話通訳者の派遣などを

行っておるところでございます。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　質問番号６番目、

児童虐待発生予防システム構築事業につ

いてでございますが、この事業は虐待要

因を抱えた家庭を早期に把握し、継続的

な訪問支援を行うことで、養育者の孤立

を防ぎ、子育て支援につなげることで、

乳幼児への虐待の未然防止を図るという

事業でございます。

　特に、４か月健診、１歳６か月健診の

未受診の方を対象にして、保健師が訪問

し、また、必要に応じて、主任児童委員

と一緒に訪問したり、見守り活動を行っ

ていく、そういう事業でございます。

　この事業につきましては、１７年度、

１８年度の２か年の府の単独事業という

ふうになっております。

　しかしながら、この事業の補助が終わ

りましても、もちろん、関係機関、関係
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団体連携いたしまして、虐待の未然防止

に努めていくということは当然でござい

ます。

　虐待防止連絡会を通しまして、さまざ

まな連携活動を行ってきておりますけれ

ども、また、早期に発見、早期に対応、

さらに、未然防止につながるような支援

ということで、連携を図っていきたいと

いうふうに考えております。

　７番目、児童手当制度について、市民

への周知に関するご質問でございますが、

まず、出生届を出された方に対しまして、

市民課の方で、児童手当に関するリーフ

レットと乳幼児医療費助成に関するチラ

シと合わせてお配りをしております。

　市外で出生届を出された方に対しまし

ても、同じものを、市民課の方と連携い

たしまして、市民課の方から案内を出さ

せていただいております。

　制度改正につきましては、平成１８年

度に年齢拡大がございましたが、４月に、

全保育所、幼稚園、小学校にチラシを配

布いたしましたのと、また、広報、公共

機関へのチラシ・ポスターの展示、また、

９月に、全小学校の５年生を対象といた

しまして、制度改正のチラシを配布いた

しております。

　そういうような形で、市民の皆さんへ

の制度の周知を図ってきているところで

ございます。

　８番目、保育所の待機児童の問題でご

ざいます。

　現在の保育所の待機児童数でございま

すが、平成１９年１０月段階で、今の待

機児童の定義から見ますとゼロでござい

ます。１８年度におきましては、年間を

通しましてゼロでございました。

　ただ、この保育所で待機をという方も

いらっしゃいますので、定員規模なども

含めますと、現在で４０名の方が待機を

していらっしゃいます。

　待機児童への対策というご質問ですが、

これに対しましては、必要に応じまして、

定員の弾力化適用ということで１５％増

しをして、最低基準を上回るという形を

とって対策に当たっております。また、

平成１８年６月には、創設園で９０名、

建て替えにより定員増で３０名、合わせ

て１２０名の定員の拡大を図ってきてお

ります。

　待機児童数の推移についてでございま

すが、平成１８年１０月には、待機児童

はゼロではございますが、そこに登録を

されている方が４５名いらっしゃいまし

た。また、平成１７年１０月には、待機

児童数が３８名、そこに登録をされてい

る方が７６名という状況になっておりま

す。平成１８年６月の定員拡大をもちま

して、待機の状況につきましては緩和さ

れてきているというふうに考えておりま

す。

○安藤委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　それでは、環境対

策課に係る４点の質問について答弁申し

上げます。

　まず、質問番号９番、温暖化対策事業

の中の１点目でございますが、環境家計

簿推進事業の取り組み現状でございます

が、国内では、ＣＯ２削減問題、運輸産

業部門の温室効果ガスの排出量の増加が

著しく、特に、家庭など民生部門の削減

が重要課題となっております。

　そのため、温暖化対策事業として、大

阪府が平成１５年度から３年計画で、大

阪エコアクション促進事業として実施さ

れました。

　まず、府下７市が取り組みを始め、本

市では、初年度、１３８世帯から開始し

たのが、３年目の最終年度は２２４世帯

の市民の皆さんに取り組んでもらいまし
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た。今年度においては、市独自の事業、

摂津エコアクションとして継続実施し、

参加者の拡大を図り、今年度からは、行

政が率先して行動することが市民への啓

発につながるものと考え、市の職員にも

参加を呼びかけ、８月３１日現在、１５

年度の開始と比較しますと、約２．３倍

の３２１世帯、Ｅライフ普及員４０名、

そのうち、市の職員は７０世帯が取り組

んでおります。

　１８年度の成果実績としましては、府

下１１市が継続実施されており、１１市

分では、電気使用料が１．９％の削減、

ガス使用料が５．２％の削減となりまし

た。

　本市分としましても、電気使用料が２．

２％の削減、ガス使用料が６．６％削減

となっております。

　２点目の、公用車におけるエコドライ

ブの取り組み現状でございますが、昨年

１１月に、２期目の率先実行計画である

摂津エコオフィス推進プログラム２を作

成しまして、常日ごろから職員一人ひと

りが環境に配慮した取り組みを積極的に

実践することを求めております。

　ご質問のエコドライブについても、プ

ログラム２の中でも、まず１点目に、自

動車燃料の使用量の削減として掲げてお

り、昨年１２月に、全職員に対しまして、

国土交通省や環境省が推奨するエコドラ

イブ１０の勧めを配布し、全庁的に、公

用車から発生するＣＯ２削減をより推進

するために取り組んでおります。

　具体的な取り組みとしましては、むだ

なアイドリングをしない、急発進・急加

速を回避し、エコドライブに努める。近

距離への出張は公用車を極力控え、自転

車や公共交通機関を利用する、などを重

点的に上げております。

　また、ことし３月には、より職員に対

しエコドライブを推進するために、年一

回実施しております、環境問題職員研修

会のテーマにも、エコドライブの勧めと

題して、省エネルギーセンターより講師

を招いて、職員の意識向上にも努めてお

ります。

　３点目、エコアクション２１の本市の

取り組み状況でございますが、市内の中

小事業者向けに、環境マネジメントシス

テムの簡易版でございます、環境省が策

定した、エコアクション２１の認証登録

制度の説明会を、主催、エコアクション

２１を推進されておりますＮＰＯ法人大

阪環境カウンセラー協会により、平成１

７年３月でございますが、市役所の方で

開催、実施しました。

　まず、広報に参加募集をかけましたけ

れども、集まった事業所は８社で、うち

２社だけが事前に申し込みもあり、熱心

に説明を受けられたと記憶しております。

　その後は、中小事業者からの要望もな

く、説明会は開催しておりません。

　最後の質問番号１０番、環境美化事業

の取り組み状況でございますが、以前は、

各部より動員をいただきまして、全庁的

に環境美化活動に取り組んでおりました。

　日々の活動としましては、平成１７年

度より、環境対策課の職員２名が、ほぼ

平日の毎日稼働し、市内の公共施設等に

掲示されております違法屋外広告物の撤

去活動を行っております。あとは、関連

サービスのボランティア活動団体でござ

います、通称、きれいにしたい摂津によ

る違法屋外広告物の撤去活動を行ってい

ただいております。

　１８年度の撤去実績としましては、３

９４回の撤去回数、１万５，８５８枚の

撤去数を上げております。撤去の内訳は、

張り紙、張り札で、１万４，１３３枚、

立て看板、広告旗で１，７０７枚となっ
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ております。今年度においても、ほぼ同

様の撤去数で推移をしております。

　あと、環境美化事業の取り組みとしま

しては、５月３０日に、まちを美しくす

る運動連絡協議会から動員をいただきま

して、千里丘駅、正雀駅にて、ごみゼロ

街というキャンペーンを実施しました。

また、８月１０日の道の日には、まち美

協及び住民参加による市内の道路美化清

掃活動にも参加し、環境美化の意識向上

に努めております。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　産業振興課に係り

ます３点のご質問に対してご説明申し上

げます。

　まず、質問No.１１、資金融資制度が

変更されたその経過と内容についてでご

ざいますが、本市の中小企業金融対策事

業は、市内の中小企業者の健全な発展の

ために必要な資金を融資するもので、大

阪府の中小企業信用保証協会１００％の

保証を付して、融資期間が最長４年、６

００万円を限度額に、金融機関が融資し、

その中で、借入金完済後、保証料の全額、

利子の２分の１を市が負担するものでご

ざいます。

　このような中、国において、信用補完

制度の見直しが進められ、平成１９年１

０月から、保証割合が、融資残高の１０

０％の協会保証から、万が一の事故が起

きた場合、保証協会は融資残高の８０％、

残り２０％は、金融機関のプロパー債権

になり、保証協会の代位弁償の対象にな

らないと決まりました。そして、何より

も、この見直しにより、中小企業者へ提

供できる本市の商品がなくなるという事

態に陥りました。そこで、融資担当会議

や市長会を通して、事業継続の要望活動

を継続した結果、大阪府市町村連携型中

小企業融資制度が新たに設けられ、平成

１９年１０月以降は、新たに、零細企業

を対象にという条件下で、引き続き融資

制度を行うことが可能となりました。

　続きまして、質問No.１２、就労支援

事業で、ニートやフリーターを初めとす

る若年者への対応と、その結果について

でありますが、本市の就労支援事業は、

就労を実現するための能力開発を目的と

した技能講習の実施と、雇用・就労の創

出を目指した就職フェアの開催が大きな

軸となっております。

　まず、技能講習は、若者向け・高齢者

向けと、対象を特化した形では行ってお

りませんが、１８年度実施の色彩検定、

福祉住環境コーディネーター、システム

アドミストレータの３講座は、若年者の

就労に大いに役立つもので、３講座の受

講生６５名中、１０歳代から３０歳代ま

では２８名おられ、そのうち６名の方が

就労に結びついております。就職フェア

につきましては、市単独開催が、一般と

障害者の方を対象で、各一回、三島地域

の合同が一回の計３回で、障害者の方は、

年齢把握はできておりませんが、５８名

中３名、一般では、２５名の参加者の中

で、３４歳までの参加者は１３名で、こ

の年齢層の採用は、残念ながらありませ

んでした。

　また、３市合同の就職フェアでは、１

１８名の参加者の中で、３４歳から５８

名の参加のうち、１７名の採用がござい

ました。

　最後、質問No.１３、消費生活用製品

安全法の改正に伴う本市消費生活相談ルー

ムの対応についてでございますが、この

たびの法改正は、危険性のある製品の製

造・販売の防止と、事故が起きた場合に、

事故に関する情報を社会全体で共有し、

その再発を防止する目的になされたもの

であり、とりわけ、死亡事故や全治１か
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月以上のけが等が発生したものは、重大

事故として、メーカー名と製品形式が公

表されることになっております。

　本市相談ルームでは、先般の１０月１

５日号広報せっつの商工特集号に、法改

正の内容を掲載し、事故発生、またはそ

の疑いが持たれる場合は、直接、販売業

者かメーカーへの通報、あるいは本市消

費生活相談ルームに相談いただきますよ

う、注意喚起を行ったところでございま

す。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　それでは、１４

番目、市民総合健診のご質問にご答弁申

し上げます。

　市民総合健診は、保健センター委託の

基本健診とセット健診、それから、医師

会委託の個別健診、この二つの委託方法

で実施しておりますが、平成１８年度の

受診率は６４．２％でございます。ここ

数年、１ないし３％ずつ受診率が向上し

ているところでございます。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　それでは、２回目の質問を

行います。

　１番目の、資源ごみ売却収入について

でございますが、資源ごみの行方につい

てご答弁いただきまして、よくわかりま

した。今、各自治体がさまざまな観点か

ら検討されていると認識いたしますが、

このごみ集積場に出された空き缶や古紙

などの資源ごみの持ち去りに関しまして、

茨木市では、資源ごみの持ち去りを禁止

し、違反者に罰金２０万円以下の罰則を

科すことなどを定めた条例を施行されま

した。

　本市におきましても、同じように資源

ごみの持ち去りが行われていると認識い

たします。

　ここで、１点目に、この資源ごみの持

ち去りに対してどのような対応策をとっ

ておられるのかお聞かせください。

　２点目に、資源ごみの持ち去りを禁止

する内容の条例の制定など考えておられ

るのか、お聞かせ願いたいと思います。

　２番目の、防犯灯事業に関してでござ

います。

　ご答弁いただきました、１灯当たりの

管理維持費の増額をどうか検討お願いし

たいと思います。

　ここでもう１点お聞きしたいんですけ

れども、本市全体の防犯灯で、自治会管

理以外の防犯灯はどれぐらいあるのか、

お聞かせ願いたいと思います。

　次に、３番目の、摂津市自治連合会研

修会補助事業に関してでございます。

　先ほどの中にはちょっと出てこなかっ

たんですけれども、私もこれ定例会で一

般質問させていただいたんですけれども、

自治会の加入促進に向けた取り組みにつ

いての検討も今までになされてきて、さ

まざまな議論があったと思います。自治

振興課と市民課との連携をとっていただ

いて、市民の方に自治会の加入促進をア

ピールしていただくということで検討し

ていただいておると思うんですけれども、

それとまた、今実行段階にあるかなと思

うんですけれども、連携はどのようにさ

れているのか、具体的にお聞かせ願いた

いと思います。また、結果は、市民の方

の反応等を含めてお聞きしたいと思いま

す。

　次に、４番目、住基事務事業に関して

でございます。

　着実に年々増加傾向にあるということ

でございますが、この住基カードの活用

について、この際聞いておきたいんです

けれども、電子自治体の構築に向けて、

本市もホストコンピューターからオープ

ンシステムへの移行作業が現在実行段階
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でありますが、このオープンシステムへ

の移行後、住基カード内のネットワーク

システムで、空き容量を利用して、さま

ざまな市民サービス、いわゆる多目的利

用をされるのか。住基カードの活用につ

いてどのように検討されておられるのか、

お聞かせ願いたいと思います。

　それとあわせて、ほかの方法ですね、

何か印鑑登録証明書等々を考えておられ

るのか、その辺、考えておられるのであ

ればご答弁いただきたいと思います。

　次に、５番目、身体障害者施設訓練等

支援事業に関してでございますが、ご説

明いただきましてわかりました。一人で

も多くの方が就労につながるように願い

ますが、ここで、障害者のある方の雇用

就労をさらに実現するために、今後どの

ように取り組まれるのか、お聞かせ願い

たいと思います。

　次に、６番目の、児童虐待発生予防シ

ステム構築事業に関してでございますが、

ご答弁いただきまして、今後もしっかり

連携をとっていただきますよう、よろし

くお願いいたします。

　また、新たに、新生児訪問指導を充実

して、４か月までの全数訪問ということ

でございますが、さまざまなご家庭の状

況があると認識いたしますが、問題なく

訪問できているのかどうか、ここでお聞

かせ願いたいと思います。

　次に、７番目、児童手当給付事業に関

してでございます。

　ご答弁いただきまして、よくわかりま

した。さまざまな方法で周知徹底を行っ

ていただいておりますが、この際、聞い

ておきたいんですけれども、このたび、

大阪府は、子育てを応援しますというこ

とで、第３子以降の出産、子育てに臨ま

れる方へ応援メッセージを送るとともに、

社会全体で子育てを支える機運づくりを

促すことを目的として、本年１１月１日

から、３人目以降のお子さんを出産され

た大阪府民に応援金を給付する新たな制

度が行われましたが、この制度に関して

も、どのように周知徹底をされるのか、

お聞かせ願いたいと思います。

　次に、８番目の、保育所管理運営事業

に関してでございます。

　待機児童についてお答えいただいたわ

けですけれども、さまざまな方法で対応

していただいておりますが、ここで聞い

ておきたいんですけれども、市営別府住

宅の建て替えに伴って、１階の別府保育

所の今後の方向性でございますけれども、

さまざまな方法を検討されているとは思

いますが、例えば、認定こども園の導入

を検討されてはいかがでしょうか。認定

こども園は、就学前の乳幼児を受け入れ

て、教育や保育を一体的に提供するとと

もに、児童相談や親子の集いの場を提供

するなど、地域に密着した子育て支援を

行う総合施設でございます。この点につ

いて、どのように考えておられるのか、

お聞かせください。

　９番目の、温暖化対策事業に関してで

ございますけれども、１点目の、環境家

計簿の推進においての取り組みについて、

今後の方向性をお聞かせください。

　例えば、さらに多くの市民の方に参加

していただけるような、市オリジナルの

環境家計簿を作成して、積極的に推進を

呼びかけてはいかがでしょうか。

　この点に関してどのように検討されて

いるのか、お聞かせ願いたいと思います。

　２点目に、公用車におけるエコドライ

ブの取り組みについてでございますが、

例えば、公用車などの燃料の使用量削減

に向けた取り組みについては、職員の方

がエコドライブ１０の勧めを積極的に実

施し、市内の事業所や市民の方に普及・
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推進できるように、例えば、エコドライ

ブ実施中のステッカーを張ってアピール

されてはいかがでしょうか。

　この点をお聞かせ願いたいと思います。

　３点目に、市内の中小事業所に対して

のエコアクション２１の推進についてで

ございますけれども、今後の取り組みに

関して、どのように考えておられるのか、

お聞かせ願いたいと思います。

　次に、１０番目の、環境美化事業に関

してでございますが、まちを美しくする、

大変すばらしい取り組みだなと思います。

ここで、ボランティアの方の取り組み状

況をお聞かせ願いたいと思います。

　次に、１１番目、中小企業金融対策事

業の融資制度についてでございます。

　大阪府市町村連携型中小企業融資制度

の創設で、本年１０月以降は、零細企業

を対象にという新たな条件で、引き続き

融資制度を行うということでございます

が、１点目に、この新たな制度について

の具体的な説明をお願いします。

　２点目に、新たな制度に伴って申請者

の資格等の変更がなされておりますが、

本市の事業所にとって厳しい内容となる

のか、また、それに対しての対応策を考

えておられるのか、お聞かせ願いたいと

思います。

　次に、１２番目の、地域就労支援事業

に関してでございます。

　先ほど答弁いただきましたように、就

職フェア等の開催で、何名かが採用に結

びついているということでございますが、

若者が自分に合った仕事を見つけるため

のいろいろなサービスを、１か所で、す

べて無料で受けられるジョブカフェ、若

年者のためのワンストップサービスセン

ターが、大阪にもＪＯＢカフェＯＳＡＫ

Ａとして設置されておりますが、本市と

ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡの連携はとって

おられるのか、この点、お聞かせ願いた

いと思います。

　次に、１３番目、消費生活相談ルーム

事業に関してでございます。

　この消費生活用製品安全法の改正に伴

う対応について、事故情報を生かすため、

製品に不ぐあいを感じたら、メーカーな

どの事業者、もしくは消費生活相談ルー

ムへお知らせくださいということでござ

いますが、近年、本市の消費生活相談ルー

ムに該当する相談が寄せられているでしょ

うか。できれば、具体的にお答え願いた

いと思います。

　次に、１４番目の、市民総合健康診査

事業に関してでございます。

　お答えいただきましたように、受診率

はまだまだ低いということでございます

が、今後の受診率向上に向けた取り組み

をお聞かせください。

　以上で、２回目終わります。

○安藤委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　資源ごみに係り

ます、１点目の、集積場での持ち去りに

対します対応ということでございます。

　現在、実際には、持ち去りの実態はご

ざいます。苦情等もございますので、そ

ういった通報あるいは苦情がございます

と、市の職員が現場の方へ出向きまして、

状況を把握するなり、また、そういう持

ち去りの者がおりまして、遭遇すれば、

資源等についてのその辺の市の考え方と

かをお話しながら、禁止してもらうよう

には対応しております。

　苦情の中には、やはりそれもさること

ながら、やはりそういうアルミ缶を朝か

らつぶす音がやっぱりかなりやかましい

というような苦情も多々あるのは実態で

ございます。市民の方からそういう連絡

をいただきますと、その時間帯にあわせ

たような対応ということも考えておりま
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す。

　それから、２点目の、条例の制定を考

えているのかということでございますけ

れども、まず、本市におきましては、ス

テーションでの回収ということで、約３，

０００か所ぐらいのステーション箇所が

あるかと思います。その条例を制定いた

しますと、やはりそういう対応をしてい

かなければならない。当然、茨木市のよ

うにパトロールもしていかなければなら

ないというふうなことがございます。現

にそういう収集の体制で今まいりますと、

なかなかその辺のパトロールも難しいか

なというふうに考えております。

　茨木市などでは、２０万円の罰金とい

うことでございますけれども、むしろ罰

金よりも、そういう抑止力の効果をねらっ

ているというところで、月一回のパトロー

ルにおきましては、やはり管理職がパト

ロールしているというような実態もお聞

きしております。

　本市におきましても、やはりそういう

持ち去りというものがございますので、

当面、そういう現場での対応を行ってお

りますけれども、条例制定につきまして

は、北摂の清掃の主担者会議がございま

して、やはりそういう会議の中で、状況

等、情報の提供などを受けながら、お互

いに出しながら、その辺を、今後、研究

してまいりたいというふうに考えており

ます。

○安藤委員長　萩原参事。

○萩原自治振興課参事　自治会管理以外

の防犯灯設置数はどれぐらいかというこ

とでございますが、自治会管理以外の防

犯灯設置数は、どこの自治会にも属さず、

市が管理しているものが７４灯、自治会

に加入しない新規住宅開発等の住民で管

理していただいているものが１９灯、道

路照明灯として道路課が所管しておりま

す水銀灯・ナトリウム灯・蛍光灯が６９

９灯ございます。

　続きまして、自治会加入促進に伴いま

す自治振興課と市民課の連携及び市民の

反応はどうかということでございますが、

自治会加入促進の一環として、ようこそ

自治会へというパンフレットを平成１４

年度に作成し、市民課において、本市転

入者に配付することにより、自治会加入

率のアップを図っているところでござい

ます。また、このパンフレット以外に、

自治会加入のメリットを記載したチラシ

を作成しており、自治連合会総会時など

に各自治会長にお配りし、自治会加入の

勧誘時にご利用いただいております。

　本年９月２８日に、このチラシの縮小

版を作成いたしまして、市民課に配付し

ていただくようお願いしたところでござ

います。

　この縮小版の内容につきましては、自

治会に入るとこんな利点がありますとい

うタイトルで、１番目として、地震等の

災害時の相互扶助、２番目、自治会によ

る効果的な防犯活動、３番目、自治会に

よる地域の問題解決、ごみ出しルールや

交通安全対策等、４番目、地域ぐるみの

子育て、こども会への支援等、５番目、

速やかな市の情報伝達、広報紙や回覧の

配布等、６番目、近隣住民のふれあいの

場、運動会や盆踊り等のイベント参加等々、

いざというときには、お隣さんやご近所

の人たちが一番頼りになります。自治会

に入り、安全で安心して暮らせる日々を

送りませんか、自治会の加入に関するこ

とは、新館２階３０番、自治振興課へお

越しくださいという内容でございます。

　市民の方の反応につきましては、残念

ながら、今のところ芳しくないというの

が実情でございます。ただ、このチラシ

を見ていただくことによりまして、自治
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会に対する理解を少しは深めていただけ

るものと期待しております。

○安藤委員長　浅井参事。

○浅井市民課参事　住基カードの多目的

利用という観点でのご質問でありますが、

現在、市民課を初め情報システムの再構

成の段階にあります。

　こういう段階にありますので、住基カー

ドの多目的利用というにつきましては、

市民課内としては、昨年６月に第２回の

定例会で、委員のご質問がありましたと

ころから、余り進んでいないというのが

実情であります。

　とりわけ、住基カードの多目的利用と

いうのは、極めて政策にかかわる課題で

もありますので、そちらの方と十分協議

をしていくというか、むしろそちらが、

政策部門でのリードをしていただく必要

があるだろうというふうに思っておりま

す。

　ご質問の印鑑登録証との取り込みとい

うか、住基カードの共用化というか、そ

ういう連携の問題でございますが、市民

課内部で、この議論は大分かなりやって

まいりました。印鑑登録証というのは、

印鑑登録証カード自体に、だれのものか

判明できないように、一応番号しか打っ

ていないという、わざわざそういう特徴

をもたらしているわけであります。とい

うのは、仮に落とされても、このカード

がだれのものかわからないというふうに

しているわけでありまして、これがもし

住基カードと合体したものにいたします

と、こういう機能が損なわれるというこ

とで、課内部におきましては、印鑑証と

住基カードというものは別体系で進めて

いこうということをこれまでも考えてま

いりました。

　さらに、住基カードの多目的利用とい

う観点におきまして、少し影響を受ける

んではないかなと考えておりますのは、

２３年度をめどとした社会保障カードの

論議の行方というものが非常にこれから

の情報化、市民課的にもやはり出てくる

だろうというふうに思っております。

　検討会の論議を見てみますと、年金と

か健康保険証、介護保険をターゲットに

しておりますけれども、ＩＣカード化さ

れた上に、券表面に顔写真を希望者には

載せていく、あるいは電子証明書を登載

するという論議がありますので、これは

もう住基カードとほとんど同様のものと

いうことになってまいります。

　住基カードは平成１５年からスタート

しまして、有効期間が１０年間というこ

とになってますから、平成２５年度に再

交付の時期が到来してまいります。その

前段の２３年ごろに、社会保障カードが

登場してまいりますと、これから、住基

カードの多目的利用という面で、その行

方につきまして、拙速に判断していくと

いうことは非常に問題を抱えるんではな

いかなというふうに考えている、今のと

ころ、我々が判断している次第でありま

す。

○安藤委員長　堤課長。

○堤高齢者障害者福祉課長　質問番号５

番、身体障害者施設訓練等支援事業に関

しまして、障害者の就労支援について、

今後の取り組みについてお答え申し上げ

ます。

　まず、平成１７年度に、ふれあいの里

の中に設立いたしました、茨木・摂津障

害者就業・生活支援準備センターが、早

期に国事業として採択されるよう、ふれ

あいの里と連携いたしまして、事業実績

を上げてまいりたいというふうに考えて

おります。

　また、障害者雇用助成事業の拡大とい

うことがございます。平成１８年度に障
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害者自立支援法が施行されまして、これ

までの支援費制度のもとでは対象外であ

りました精神障害者の方が、障害福祉サー

ビスの対象に含まれることとなっており

ます。新たに、これまで、身体障害者と

知的障害者を対象といたしておりました

障害者雇用助成事業におきましても、障

害者自立支援法にあわせまして、精神障

害者まで拡大ができないか、検討をいた

しているところでございます。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　児童虐待防止に

係ります、こんにちは赤ちゃん事業、４

か月までの全数訪問を目指しての活動に

ついてご答弁申し上げます。

　まず、本年度４月生まれのお子さんか

ら全数訪問ということで対象にいたしま

して、４月、５月、６月、３か月生まれ

のお子様の対象数が２０５名でございま

した。１回目の訪問で訪問を終えること

ができましたのが１０３名、そして、２

回目、３回目、４回目、５回目と、かな

りしつこく家庭訪問させていただいたり

している現状でございますが、３か月の

出生数まとめまして、１７４名の方に家

庭訪問指導が実施できております。８４．

９％でございます。

　面接できませんでした方は、もう最近

のお母様方、割合、実家に長くいらっしゃ

るということで、もう３か月以内には帰っ

てきてらっしゃらない方がございました

り、既に転出をされていらっしゃる方が

ございましたりということで、家庭訪問

で面接できなかった方が３１名ございま

す。

　この方たちの４か月健診の受診状況を

確認いたしましたところ、１００％でご

ざいました。昨年の４か月健診の受診率

が９８．３％でございますので、こんに

ちは赤ちゃん事業で何らかのアプローチ

をすることによる影響もあるのかなと考

えている次第でございます。

　あわせまして、１４番の、市民総合健

診の受診率のことでございますが、老人

保健法が平成１９年度でもう廃止という

ことでございまして、来年度以降は、高

齢者の医療を確保する法律に基づきます、

特定健診という形で、新たなる健診が開

始されることになっております。こちら

の受診率を上げるという課題がございま

して、今、国保年金課ともども、受診率

の向上に向けて検討いたしているところ

でございます。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　出産育児応援事

業の市民の方への広報ということでござ

いますけれども、府のポスターの掲示と

かチラシの配布を、特に、子育て世帯の

方が集まられるような場所に行っており

ます。

　それから、出生届を出されるときに、

窓口に府のチラシを配布させていただい

ております。

　それから、児童手当と乳幼児医療費助

成と、それから、この出産育児応援事業

と、三つをまとめたチラシをつくりまし

て、三つの手続はこども育成課へ来てい

ただきますように案内を市民課の方でさ

せていただいております。

　また、母子手帳を配付いたしますとき

に、ほかの子育て支援に関するパンフレッ

トとあわせまして、大阪府のチラシを入

れさせていただいております。

　こういうような形で、出産育児応援事

業の制度についてご案内させていただい

ているところでございます。

　次に、市営住宅の建て替えに伴う別府

保育所の問題でございますが、さまざま

な方法について検討していくということ

になっておりまして、今ご指摘のありま
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した、幼稚園と保育所とを一体化して、

こども園としていくということも検討の

一つというふうに考えております。

　別府保育所の問題にかかわらず、こど

も園につきましては、保護者の方の条件

によって分けられるということではなく、

どの子も、同じ地域で、同じ教育・保育

を受けるという利点ということもござい

ますし、また、こども園自身が持つさま

ざまな問題点、課題等もあるというふう

に考えております。

　そういうことにつきまして、昨年は、

教育委員会と事務局の方で、資料など検

討をいたしまして、今年度につきまして

は、保育所、幼稚園現場を含めまして検

討会を設置いたしております。

　その中で、もう既にこども園を実施さ

れているようなところも視察に行ったり、

さまざまな角度から検討をいたしている

ところでございます。

○安藤委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　環境対策課に係る

４点のご質問について答弁申し上げます。

　１点目の、環境家計簿事業の今後の方

向性についてでございますが、現在も使

用しております環境家計簿シートを、摂

津市独自の、記入のしやすい、エコライ

フに役立つ参考事例も取り入れたものに

変更するなどの検討、Ｅライフ普及員や

大阪府地球温暖化防止活動推進員の皆様

と一緒に協議を行った上で、本市の実情

に合ったオリジナルの家計簿シートを作

成したいと考えております。

　市民啓発の取り組みについても、広報

での啓発とともに、市民が取り組める温

暖化対策について、啓発冊子を、現在、

改訂版を作成中でございまして、今年度

中に実施される出前講座やイベント等に

て配布し、一人でも多くの市民に温暖化

対策に取り組んでいただけるよう、機会

あるごとに呼びかけたいとは考えており

ます。

　２点目の、エコドライブを市民にどう

ＰＲするかについては、本市が率先して

エコドライブを推進し、市民にどう啓発

するかは、まず、広報紙の環境特集号等

で、国土交通省や環境省が推奨するエコ

ドライブ１０の勧めを掲載し、市民に呼

びかけたいと考えております。

　また、市の公用車にエコドライブ実践

中のステッカーを張ってＰＲすることに

ついては、一番大事なのは、職員の意識

向上が一番まず必要かと考えておりまし

て、それと、ステッカー作成については

予算も必要なことから、今後検討してま

いりたいと、このように考えております。

　３点目の、エコアクションの今後の取

り組みについてでございますが、中小事

業者とかかわりが深い市内の商工会や、

以前、主催されたＮＰＯ法人大阪環境カ

ウンセラー協会とも今後連携をとりなが

ら、説明会の開催について協議していき

たいと考えております。

　最後に、環境美化事業のボランティア

活動団体、きれいにしたい摂津の取り組

み状況でございますが、これは、摂津市

域に違法屋外広告物がはんらんしており

ました平成１６年８月から稼働していた

だいており、道路上の違法屋外広告物を、

ボランティアで月１回以上撤去していた

だく活動制度でございます。撤去に当たっ

ては、活動員証明証を携帯し、きれいに

したい摂津の腕章をつけて、２名以上で

行っていただいております。制度開始時

は２５団体、１８８名の登録員でござい

ましたが、ことしの１０月１日現在、法

人１１、市民団体５、自治会団体１４の

合計３０団体で、登録員は２５４名となっ

ております。

　撤去実績としましては、平成１８年度
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におきまして、先ほど申しました３９４

回の撤去回数、１万５，８５８枚のうち、

ボランティア団体では１３９回の撤去回

数１１１枚の撤去枚数となっております。

撤去枚数が少ないのは、これは、原課の

職員２名が平日のほぼ毎日稼働しており

ますことと、悪質な掲出者が減った関係

と、また、開発業者などが学習されたこ

とで、自主撤去することが一番主要な原

因かと考えております。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　産業振興課にかか

わります３点のご質問に対してご説明申

し上げます。

　まず、質問No.１１、中小企業事業資

金融資制度にかかわります１点目、新た

な制度での対象条件でございますが、申

込者の資格の範囲が狭められ、これまで

の常時使用する従業員数の３００人以下

が２０人以下に、商業・サービス業では、

５０人以下が５人以下の会社及び個人等

となりました。

　この新しい対象条件を、本市が過去３

年間で実行した融資の対象事業所９０件

で照らし合わせますと、６件が対象から

外れることになります。

　２点目の、今後の対応策といたしまし

ては、今後も、あらゆる機会を通しまし

て、大阪府市町村連携型中小企業融資制

度における対象従業員数の拡大を府に要

求してまいる所存であります。あわせて、

借入金完済後の保証料の全額はもちろん

のこと、各市でも取り組みの少ない、利

子の２分の１の市負担のスタンスを堅持

してまいる所存でございます。

　それから、質問No.１２、就労支援事

業における若者の仕事探しを応援するＪ

ＯＢカフェＯＳＡＫＡとの連携について

でございますが、ＪＯＢカフェＯＳＡＫ

Ａは、オープンカフェスタイルの、まさ

にドリンクを飲みながら仕事探しができ

る、大変敷居の低い、気軽に利用できる

雰囲気づくりに努めた施設でございます。

本市の地域就労コーディネーターが就労

支援講座等で、若者から相談を受けた場

合、ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡへの誘導も

一つの手段でございますが、所在地が中

央区北浜付近ということで、距離的に気

軽に利用できる施設とはなっておりませ

ん。

　このような中、就労支援事業には、先

ほど申しました市単独の事業と、広域的

なネットワーク事業があり、３市１町で

のＪＯＢカフェＯＳＡＫＡの共催による

地域版としまして、１８年度は、吹田市

の公共施設で、職場体験等を中心に、面

接試験を受ける事業を行い、市単位での

把握はできておりませんが、１８名の参

加中、７名が就労に結びつくとともに、

高槻市では、職業適性診断で８４名、講

演会で１１９名の参加がありました。今

後も、ネットワーク事業で準備品や使用

施設と開催条件が合えば、本市での開催

も行ってまいりたく思います。

　質問No.１３、改正消費生活用製品安

全法に基づく相談が本市の相談ルームに

寄せられた事例があったかとの質問でご

ざいますが、これまで、本市の相談ルー

ムに、当方の重大事故に結びつく相談は

入っておりません。ただ、昨年度、製品

の不ぐあいな事例として、中国製扇風機

型ハロゲンヒーターの故障・交換いたし

ました事例が１件、また、５、６年前で

すが、購入後、十数年が経過する扇風機

の羽が、起動後、破砕した相談が１件寄

せられましたが、幸い、けがもなかった

ことから、当ルームからメーカーへの通

達、そして、メーカーからが該当消費者

への謝罪で完結いたしました事例が１件

ございました。
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　今後も、ヒヤリとしたとか、ハッとし

たとか、ヒヤリハットの情報を収集し、

重大事故を未然に防ぎます体制づくりに

努めてまいります。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　それでは、３回目、行いた

いと思います。

　１番目の、資源ごみ売却収入について

でございますが、資源ごみの持ち去りに

関して、市民の方がわざわざ分別してく

ださるのは、市がリサイクルしてくれる

と、それを信用して分別に協力してくれ

ているということであると思います。

　私自身、多くの市民の方から、少しで

も市の収入になるんであれば、対応策を、

その持ち去りに関しまして考えるべきで

はないかと声をいただいております。

　市民の目線で納得していただけるよう

な方策を検討されるよう、要望としてお

きます。

　あわせて、売却収入を何かの形で還元

されてはどうでしょうか。例えば、カラ

スからごみを守るカラスよけネットを、

希望する市民の方や自治会に還元された

らどうでしょうか。このことも視野に入

れて検討をお願いします。要望としてお

きます。

　次に、２番目、防犯灯事業に関してで

ございます。

　ご答弁いただきましたように、市の管

理７４灯やったと思います。本市全体の

防犯灯で、ランプが切れて、そのままに

なっているケースがありますので、その

管理体制をどうかお願いしたいと思いま

す。

　市民の方からの要望があってからラン

プを交換するんじゃなくて、定期的な見

回りの中で、真っ黒になる前に交換して

いただく。自治会以外で設置されている

ということは、以前の経緯もあったと思

いますが、特に必要な場所だから設置さ

れたと思いますので、どうかその体制を

よろしくお願いしたいと思います。要望

としておきます。

　次に、３番目の、摂津市自治連合会研

修会補助事業に関してでございます。

　自治会の加入促進に向けて、行政とし

て常に視野に入れて検討していただきま

すようお願いします。いざというときは、

やはり地域の方、自治会員がお互いを助

け合うことが大事と考えますので、どう

か、今後もさらなる自治会加入促進に向

けて積極的に取り組んでいただきますよ

う、要望としておきます。

　次に、４番目、住基事務事業に関して

でございますけれども、さらなる市民サー

ビスの向上に向けて、本市の実情に合っ

た方法で取り組んでいただきますようお

願いします。

　あわせて、モノレールの駅とか、公共

施設に市民サービスコーナーがあると思

うんですけれども、そこに自動交付機等

の設置も考えていただいて、カードで仕

事帰りにそこで住民票が発行できる等々、

やっぱりその辺もしっかりまた、政策の

過程で政策推進課との連携ということで

ありましたけれども、どうか検討してい

ただきますように、よろしくお願いいた

します。

　次に、５番目、身体障害者施設訓練等

支援事業に関してでございますけれども、

就労意欲があって、実際、働く場がない

と、就労につながらないのが現状であり

ますので、一人でも多くの方が就労につ

ながりますよう、さらに職場実習の機会

の提供など図られるよう、要望としてお

きます。

　次に、６番目の、児童虐待発生予防シ

ステム構築事業に関してでございますが、

この取り組みが、児童虐待発生防止のみ
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ならず、地域における総合的な子育て支

援体制を整備する上でも効果的であると

認識いたしますので、さらなる充実を図

られるよう、要望としておきます。

　次に、７番目、児童手当給付事業に関

してでございますが、お答えいただきま

したように、関係各課、連携をとってい

ただいて、徹底した周知をお願いしたい

と思います。要望としておきます。

　次に８番目、保育所管理運営事業に関

してでございますが、幼稚園と保育所の

機能をあわせ持った総合施設、認定こど

も園制度が昨年１０月からスタートし、

ことし４月１日現在、全国９４か所の施

設が認定を受けております。現在の幼稚

園は、言葉の使い方や創作活動への興味

を養うなど、学校教育法に規定された内

容を達成するようになっていますが、保

育所では、このような教育を受ける機会

が確保されていません。また、保育所は、

保育時間が長目ですが、共働きの家庭に

限られており、専業主婦の家庭などには

開放されていません。このため、保育所

の利用者が、子どもに充実した教育を受

けさせたい、もしくは、幼稚園の利用者

が子どもを長時間預けたいと思っても、

要望に対応することは難しい状態でした。

　こうした状況を踏まえて、認定こども

園は、就学前のゼロ歳児から５歳児すべ

ての子どもに対し、教育・保育を一体的

に提供、親の就労に関係なく、子どもを

入園させることができ、預かり時間も８

時間まで延長できるなど、双方の特徴を

生かした施設づくりが可能です。

　また、すべての子ども、子育て家庭を

対象に、子育て支援、相談や親子の集い

の場の提供を行う施設であるということ

も、認定こども園の要件となっておりま

す。

　どうか、別府保育所の整理につきまし

ては、認定こども園の検討など、さらな

る方法・検討を重ねていただくよう、要

望としておきます。

　次に、９番目の、温暖化対策事業に関

しましてですが、１点目の、環境家計簿

の推進においての取り組みについて、新

たな方策等検討していただき、さらに多

くの市民の方に参加していただきますよ

う、よろしくお願いいたします。

　２点目に、公用車におけるエコドライ

ブの取り組みについてでございますが、

摂津エコオフィス推進プログラム２に基

づき、常日ごろから職員一人ひとりが環

境に配慮した取り組みに強い意識を持っ

ていただきますよう、よろしくお願いい

たします。

　３点目の、市内の中小事業所に対して

のエコアクション２１の推進についてで

ございますが、エコアクション２１認証

登録制度は、広範な中小企業、学校、公

共機関などに対して、環境への取り組み

を効果的・効率的に行うシステムを構築・

運用・維持し、環境への目標を持ち、行

動し、結果を取りまとめ、評価し、報告

するための方法として、環境省が策定し

たエコアクション２１ガイドラインに基

づく、事業者のための認証登録制度であ

りますので、市内の多くの事業所さんに、

このような登録制度を推進していただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

　次に、１０番目の、環境美化事業に関

してでございますけれども、環境美化活

動は、さまざまな形でボランティアの方

の協力をいただき、行われているという

ことがよくわかりました。

　ただ、例えば、中央環状線の、近畿自

動車道の高架下、まだまだ信号待ちにご

みをポイ捨てされると思いますもけれど

も、物すごくそういったごみが目立って

おります。看板等々を外す作業でありま
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すけれども、行政として、関係機関としっ

かり連携をとっていただいて、美しいま

ち摂津を維持できるように、またお願い

をしたいと思います。ごみを捨てさせな

い方策等を検討していただくように、よ

ろしくお願いいたします。

　次に、１１番目、中小企業金融対策事

業の融資制度についてでございます。

　やはり地域成長の原動力は、中小零細

企業の活性化であると認識いたしますの

で、今後も、あらゆる機会を通し、従業

員数の拡大等を府に対して要求していた

だき、引き続き、借入金完済後の利息の

半分を市が負担する制度を維持していた

だきますよう、要望としておきます。

　次に、１２番目の、地域就労支援事業

に関してでございます。

　近年、完全失業率は低下傾向にあるも

のの、依然として若年者の失業率の高さ

が目立っております。

　今、若者の働く意欲や能力を高めるた

めの総合的な取り組みが本当に必要であ

ると認識いたしますので、本市としても、

広域的なネットワーク事業で進めていか

れるということでございますが、多くの

方が利用できるよう、事業の周知徹底を

またお願いします。

　それと、ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡの場

所が中央区北浜で、距離的に気軽に利用

できないということでございましたが、

インターネット等の普及で皆さん知って

いると思いますが、この施設の周知徹底

もあわせてしていただけたらなと思いま

す。要望としておきます。

　それと、あわせて、ＪＯＢカフェＯＳ

ＡＫＡ等と連携した本市独自の就労支援

を検討されるよう要望としておきます。

　次に、１３番目、消費生活相談ルーム

事業に関しての、消費生活用製品安全法

の改正に伴う対応についてでございます

が、製品事故を防止して、市民の安全・

安心な生活を守る観点から、特に、使用

期間の長い家電製品を使用するときは、

必ず点検しましょうなど、さらなる周知

の徹底をお願いしたいと思います。

　広報に載せていただいておりましたけ

れども、よろしくお願いしたいと思いま

す。要望としておきます。

　最後に、１４番目の、市民総合健康診

査事業に関してでございますが、決算概

要８３ページにも掲載されてましたが、

がん検診事業ですね、このがん対策に関

して、国の基本計画では、緩和ケアや放

射線治療の充実が盛り込まれた、がん対

策基本法が、本年４月の施行に続き、が

ん対策のマニフェストとも言えるがん対

策推進基本計画が６月に策定されました。

　これには、全体目標として、がんによ

る死亡率７５歳未満を、１０年以内に２

０％減少させることや、患者、家族の苦

痛軽減と療養生活の質の向上、また、す

べての拠点病院において、放射線療法及

び外来化学療法の実施、さらに、緩和ケ

アに関して、１０年以内に約１０万人と

言われるすべてのがん診療に携わる医師

が、研修等により基本的な知識を習得す

ること。このほかにも、がん検診の受診

率を５０％以上、５年以内とすることな

ど、それぞれの目標や達成時期を定めて

おります。

　このような中で、がん検診の実施主体

は市町村であると認識します。地域の特

性にあわせた取り組み、夜間・休日にお

ける検診など、利便性の向上や未受診者

に対する受診勧奨、また、企業やマスメ

ディア等を巻き込んだ普及啓発など、大

阪府等と関係機関と連携して実施するこ

とが求められておりますので、受診率向

上を目指していただきますように、要望

としておきます。

－�26�－



　以上で終わります。

○安藤委員長　暫時休憩します。

（正午　　　休憩）

（午後１時　再開）

○安藤委員長　午前に引き続き、質疑を

再開したいと思います。

　質疑ある方は挙手をお願いします。

　山崎委員。

○山崎委員　では、質問をさせていただ

きます。

　私、決算概要の方を中心にという話に

なりますけれども、よろしくお願いいた

します。

　１８年度ですが、負債の返済のピーク

を越したということで、一息ついたとい

う状況の中で、市長のテーマが、地域と

女性ということで、自然増もいろいろあ

りますけれども、障害者自立支援の本格

実施ということで、福祉予算にも一定配

慮はされた年だと思いますもけれども、

その結果、どうだったのかということを

お聞きしたいと思います。

　新しい制度として、障害者自立支援で

は、事業科目がいろいろシフトするとい

うのは、予算のときにも言及されており

ますけれども、当初予算の業務名と決算

がかなり変わっておりますので、これま

で、実際のサービスの受け方などに違い

が出たかどうかを伺いたいと思います。

　例えば、ガイドサービスなどであれば、

同系統のそういう案内サービスの総量と

か、提供量が変わったのかということで、

増えたのか減ったのかというのを聞きた

いと思います。

　概要の６１ページの、社協、６４ペー

ジの、精神障害児者生活支援、６５ペー

ジの、自立支援がどうであったのかと。

検証ができていればお話いただきたいと

思います。

　というのは、やはり自己負担金という

のが導入されまして、障害者が必要な援

助を抑制するという事態が起きていない

のかどうかというのが私たちの心配する

ところなんですけれども、精神障害者生

活支援、これ執行率７０．３％、自立支

援の事業で５９％ということになってま

すけれども、科目が変わったということ

もあるんですが、支援費がこれまでふえ

ていたということで、増加を予想しての

予算ということもあったでしょうけれど

も、前年度に比べてサービスというか、

個々の事業の件数、総量が変わったのか

をお聞かせください。

　単に減ってよかったということにはな

らないわけで、利用抑制があって、障害

者が家に引きこもる、社会参加が抑制さ

れるというのでは、何のための自立支援

かということになると思いますので、利

用状況の把握がされているのか、お答え

ください。

　ほかにも、これにも関連すると思いま

すけれども、６５ページの、障害者自立

支援で、利用者負担の助成が１５０万円

の予算が１０万円余りの執行で、多くは

限度額までいかないということは聞いて

おりますけれども、これはよそよりかな

り利用が少なかったということになるの

でしょうか。

　あと、６５ページの、ソーシャルワー

カー、ＣＳＷの事業ですけれども、これ

は、予算の際にも結構突っ込んだ議論が

されたということですけれども、全中学

校区への配置ということで、この状態を

お聞かせください。

　人材確保にもいろいろ大変だという話

もありましたけれども、事業全体の評価

としてどうであったか、お聞かせくださ

い。

　次に、概要６６ページで、決算書が１

２７ページの国保の繰入金ですけれども、
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人件費、事務費、必要経費と、あと、保

険料軽減のための独自の市の繰り入れと

いうのもあると思うんですけれども、こ

れをちょっと分けて教えていただけない

でしょうか。

　国保の予算でも、人件費、事務費で節

約を心がけていただいて、１００％の執

行ではないということですから、この不

用額は、このあたりの努力の結果と見て

よいのか。負担軽減の繰り入れが減って

いるのか、お聞かせください。

　次に、去年は、子どもの安全安心都市

宣言ということで、概要７７ページでは、

保育所等の門扉の改修に大きくかけてい

ただいたということなんですけれども、

これの効果というか、評価はどうされて

おるのか、お聞かせください。

　先ほどの、南野委員の質問にも、保育

所のことでは、認定こども園ということ

も言及されておりましたけれども、保育

所の方は、延長保育なども各園がずっと

実施をされてきておられます。そういっ

た中で、先ほどの答弁にもありましたけ

れども、１５％の受け入れ、定員以上の

受け入れも行ってということなので、職

員への過重が重くなっているのではない

かと。安全対策などは大丈夫かという懸

念もあるかと思いますので、安全対策へ

の評価をお聞かせください。

　次に、同じく、保育料で、滞納調査の

結果の分析を聞きたいと思います。

　昨年度の現年分の保育料の未済として、

９３２万円余りという資料をいただいて

おりますけれども、個々の状況を把握し

ておられるのかどうか。どうしても払え

ない状況なのかどうかとか、どういう働

きかけを行っているのかというのをお聞

かせいいただきたいと思います。

　次に、概要７４ページの、病後児保育

ですけれども、看護師を新しく配置して

ということですけれども、出来高という

性質もあるということを聞いております

けれども、２１０万円でこれ済んだとい

うか、どういうもんだったかいうのをお

聞かせ願えるでしょうか。

　公立関係園へも拡大などは考えておら

れないのでしょうか。

　次に、７５、７６ページ、児童手当、

児童扶養手当ですが、予算のときには、

いろいろ対象の数量などを気にされてお

られたようですけれども、先ほどもお聞

かせいただきましたけれども、昨年度の

状況を、ちょっと改めて聞きたいと思い

ます。

　市民生活として、決して楽になってい

るという状況ではなくて、ずっと収入は

ふえていないという状態であるんですけ

れども、母子家庭もふえていると聞くん

ですが、この辺の拡大が思ったよりも少

なかったんじゃないかとかいうようなこ

とを考えておるんですけれども、家庭児

童相談の事業等もあわせて、そのあたり

の状況を聞かせていただければと思いま

す。

　それから、概要８４ページからの、各

種の検診事業ですね。事務報告で１３８

ページで詳しく書いてあるんですけれど

も、特に、先ほども南野委員も聞かれて

ましたけれども、私の方は、乳児健診と

予防接種の事業などが、予算との関係で

定着が図られているのかどうかというこ

とをお聞きしたいと思います。

　というのが、義務というか、集団接種

とかいうのがなくなりまして、昨年あた

りは、大学生でおたふく風邪が、接種受

けてなくてはやっているというような現

象もありましたので、こんな関係をちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　こういった検診事業とかが知らされて

いるのかどうかというのをお聞きしたい
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と思います。

　同じような点で、７２ページ、７３ペー

ジ、７８ページ、こういった老人、乳児、

障害者医療助成というのが行われている

わけですけれども、ここの、昨年ちょっ

と変わった、ことしからですか、変わっ

たのが、自己負担の助成で、還付が受け

られるという状況もあるということを聞

いてますけれども、資料もいただきまし

たけれども、申請して還付を受けられる

という方が意外に少ないのではないかと

思っておりますが、還付を受けていない

と、受け取れるけれども、受けていない

という方を把握しておられるのかどうか、

お聞きしたいと思います。

　それから、特に、ことしは乳幼児の医

療助成の拡大がされました。こういった

ことの方向性もお聞かせいただけたらあ

りがたいと思います。

　次に、先ほど、南野委員の質問で、妊

産期の健診についてとか、訪問事業につ

いて詳しくお聞かせいただきましたので、

その点はいいと思うんです。特に、私な

ども、娘が未熟児でして、保健所からの

健診などというのは、もうそれこそ一回

こっきり来られただけなんですけれども、

その中でも、公的な療育園ですとか、盲

学校ですとか、こども家庭センターなど

紹介していただいて、本当に助かったと

いう経験がありますので、訪問事業など

はしっかりやっていただきたいと思いま

すが。

　今、社会的には産婦人科が非常に少な

い。摂津市も多分に漏れず非常に少ない

ということを聞いています。二次医療圏

で出産施設がないとか、もしくは１施設

程度という、この産科の過疎と言うべき

事態が全国的には広がっておりまして、

大きな社会問題化してます。この適切な

妊産期医療体制についても、どうなって

いるのかというのをお聞きしたいと思い

ます。

　あと、同じく、医療体制についてなん

ですけれども、摂津市としても、三師会

補助、概要の８２ページですね、などで

もされてますね。この応急診療、妊産期

医療とは別に、応急診療の運営もどうなっ

ているでしょうか。補助の中身ですね、

三島地域での共同負担というような負担

がその前後に入ってますけれども、地域

全体としての救急体制の機能がどうなっ

ているのかお聞かせください。

　それから、あと、福祉施設の人員配置

だとか、決算内容とか、そういったもの

をちょっと聞きたいということで、事前

にお話も伺ってたんですけれども、大阪

府が福祉施設に関しては監督指導を持っ

ているということなので、なかなか資料

が出てこないということも聞いたんです

が、これについて、市が社会福祉の施設

に関して、運営について何も知らないと

いうのでよいのかどうかということです

ね。市営という、摂津市立という名前が

ついている施設で、職員の基準配置です

とか、そういうのはきっちりやっぱり把

握すべきではないかと思っております。

市が補助金も出しているわけですから、

例えば、概要の７２ページのみきの路、

６７ページの桜苑、成光苑、６２ページ

のふれあいの里ですね、こういった社会

福祉事業団、または、社会福祉協議会で

すとか、施設管理公社や保健センターな

どもたぐいには入ってくるかと思うんで

すが、これらの施設の運営が適切になさ

れているのかどうか、市が知らないでい

いということにはならないと思うので、

どのくらいつかんでおられるのかという

のをお聞きしたいと思います。

　次に、生活保護費の問題ですけれども、

概要の８０ページで、母子加算は、１５
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歳以上１８歳まで、この３年間について

半減ということが行われましたけれども、

この影響が出たかどうか、お聞きしたい

と思います。

　次に、概要８９ページの、葬儀の件な

んですけれども、先ほども、使用料の値

上げと改定が昨年度は行われました。赤

字が減ったのかどうか、それから、これ

から後の大規模改修の計画がどうなって

いるのか、お聞きしたいと思います。

　それと、市営葬儀の件については、簡

素な市営葬儀ということになったんです

けれども、これまで、透明性というか、

請求の中身がわかりにくいと言われてき

ていたということなんですけれども、苦

情とかが減ったのかどうかもあわせてお

聞きしたいと思います。

　次に、概要９４ページの、ごみ焼却の

ことなんですけれども、昨年度は４号炉

の部品交換、修繕、１，８００万円つけ

ていただいて、これはどんな感じで行わ

れたのかというのをお聞きしたいと思い

ます。事務報告書で、非常に少ない運行

などもちょっと見て取れるんですけれど

も、詳しくお聞きしたいと思います。

　１炉運転に向けてということでずっと

取り組まれているんですけれども、この

状況がどうなのかもお聞きしたいと思い

ます。

　不法投棄の話も先ほどの質問で出てま

したけれども、監視カメラをつけて運用

されるということも入ってましたけれど

も、これのチェックをどのような感じで

されているのか。チェックの頻度という

か、これの成果が上がったのかどうかと

いうのも聞きたいと思います。

　あと、先ほどの、ごみの分量は、ペッ

トボトルの分について、私、ちょっと特

化して聞きたいと思うんですけれども、

近年、ペットボトルがポリエチの再生資

源として非常に値が上がってきていると

いうことを聞いているんですけれども、

１８年度はぼちぼち値がつき出したとい

う時期だったとは思うんですけれども、

この売却の制度について、どういうふう

に売却をされているのか。

　というのが、多くの自治体は結構入札

をされて、高値をつけてくれた業者さん

におろしているということなんですけれ

ども、どういったものかお聞きしたいと

思います。

　次に、環境問題ですけれども、これは、

事務報告書の１２７ページから１２９ペー

ジにある、公害の陳情についてお聞きし

ます。

　その内容と対応についてお聞きしたい

と思います。

　特に、建設作業のところで急増してい

るようなんですけれども、いかがでしょ

うか。

　私が聞く限りでは、もともと工場など

が操業している近隣が、今住宅地に変わっ

て、後から住民がやってくると。で、工

場騒音を訴えるというようなこともある

というふうに聞きますけれども、この建

築指導の状況と陳情、これの解決状況な

どをお聞かせいただきたいと思います。

　同じく、公害の部分では、大気汚染に

ついてですけれども、ぜんそく患者です

とかアレルギーですね。健康と大気汚染

の関係の分析などはどうなっているのか、

お聞かせください。

　次に、産業振興ですが、概要９７ペー

ジの、農業祭のところですけれども、こ

とし、引き続き、市役所の駐車場での開

催になります。去年の市役所での開催に

ついての来場者数ですとか、駐車場の利

用、それから、市民の利便性、反応がど

うであったかというのを、ちょっと総括

されていればお聞かせください。
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　次に、同じく、９７ページの、自治振

興になると思うんですけれども、貸し館

の業務についてですが、福祉会館は、１

７年で５，１１６件、１０万３，１９７

人の利用という言葉いただいてますけれ

ども、１８年は、ふれあいルーム、フォ

ルテ合わせて３，０３０件、４万８，９

８０人に減っていると、総量だけ見ます

と。そういうことで、やはり利用しにく

くなったとか、利用をちょっと見合わせ

るというか、抑制されているというよう

に思うんですけれども、これいかがでしょ

うか。

　それから、概要１００ページの、商工

業経営指導委託事業ですか、この委託料

が未執行になっておるんですけれども、

これはどういうことか、お聞かせくださ

い。

　それから、消費生活相談ルームの方な

んですが、１０１ページですね、これ、

決算では１５％程度、一昨年よりは増加

があるんですけれども、これは、先ほど

も貸金業の規制の新しい法律の話もして

いただきましたけれども、この多重債務

の問題に対する対策等も含めて、この理

由をお聞かせいただきたいと思います。

　相談ルームの対応件数は減っているの

ですね。電話対応とか来訪とか、相談の

中身もお聞かせいただきたいと思います。

相談そのものが減った原因というか、要

因は何であるかと考えているのかお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、また１００ページに戻るん

ですけれども、融資の方ですね、先ほど

から出てましたけれども、中小企業の支

援対策事業ですけれども、これも、先ほ

ど話をしていただきまして、新しい制度

ができて、６件ぐらいはちょっと受けら

れなくなるということも聞いてますけれ

ども、１８年度は旧来の保障制度であっ

たかと思いますが、ことし等の関係もあ

わせて説明していただきたいと思います。

　昨年までの制度として、どちらが使い

やすいというか、言うたらおかしいんで

すけれども、制度の違いというのをお聞

かせ願えたらと思ってます。

　以上です。

○安藤委員長　答弁求めます。

　大場次長。

○大場生活環境部次長　福祉会館の閉館

に伴います、貸し館の件数が減っている

ということで、使用に支障が出ているの

かというようなご質問でございますが、

昨年１７年度の事務報告書の８７ページ

にあります、貸し室の利用件数と人数で

ございますが、この中には、体育館が含

まれておりまして、大変申しわけないん

ですけれども、体育館が３万４，３２８

名というようなことで、福祉会館の貸し

館自身が６万８，８６９人というふうに

なっております。昨年が６万８，０００

人ということで、１８年、ふれあいルー

ムが開設しまして、約、利用が４万３７

９人というようなことで、あと、代替施

設でありますフォルテ摂津の方が５，２

２０人ほど、２１２と２１３の整備によ

りましてふえております。

　それでいきますと、４万５，５９９人

ということで、約６６％がシフトしてる

かなと。あと、正雀市民ルームが７６０

人ほど増になっております。それと、男

女共同参画センターも、一応代替施設と

いうことで、若干５時までの使用が夜の

１０時までに延長されたり、あと、日曜・

祝日の閉館だったものが開館されたとい

うふうなことで、約４，９００人ほど増

になっておるというようなことでいきま

すと、大体７４％ぐらいがシフトしてる

かなというふうに思っております。

　それと、あと、市役所の会議室等です
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ね、夜とか土・日につきましては、西別

館の方があいておりますので、その辺の

利用もあるかなと思っております。市団

体の利用が、大体１８課で８７事業ほど

ございましたので、その分が市役所の中

の会議室にシフトがされておるかなと。

　それと、あと、飲食に伴います貸し館

がございまして、大体１５ほど利用がご

ざいます。市関係で言いますと、摂津市

農業振興会の総会だとか、自治連合会の

総会、後の懇親会、それから、鳥飼地区

自治連合会と福祉委員会の会議、それか

ら、摂津防犯協会の総会等々の利用が約

１５ほどございまして、その分について

は、食事を伴うというようなことで、ホ

テル等の利用にシフトしておるものもあ

ろうかなと思っております。

　昨年の閉館に伴いまして、市民の方に

一応周知をさせていただいたんですけれ

ども、広報での周知とか６回ほどさせて

いただいて、あと、福祉会館、当時、利

用団体が約３００ほどの団体にも周知さ

せていただき、代替施設なりの文書を送

らせていただきました。

　そういうようなことで、一応、事前に

周知をさせていただきましたので、特に

苦情等、今のところは聞いておらないよ

うな状態でございます。

○安藤委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　決算概要ペー

ジ９４の環境センターの修繕料の増の主

な理由でございますが、これは、電気計

装制御設備関係の保守によるものでござ

います。

　この内容につきましては、４号炉の分

散型制御システム装置及び自動燃焼制御

装置は、平成７年に製造中止されており

まして、今後、部品供給ができなくなる

という状況の中で、故障が発生いたしま

しても、修復不能ということで焼却運転

ができなくなります。そのために、これ

らの装置の更新補修を実施したものでご

ざいます。

　続きまして、焼却炉の稼働状況につい

てでございますが、平成１３年度以降、

透明ごみ袋の導入を初めとしたごみ減量

の取り組みによりまして、燃やせるごみ

の環境センターでの焼却量は、平成１２

年度の約４万２，０００トンから、平成

１８年度の約３万トンに減少いたしてお

ります。現在、２基あります焼却炉の稼

働状況は、最近では、１か月のうち約３

週間が１炉運転となっております。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　決算概要の６６ペー

ジの、国民健康保険特別会計繰出金の内

訳についてというご質問でございます。

　国民健康保険の特別会計の繰出金の内

訳につきましては、法定と申しまして、

法律によって定められている部分とそれ

以外の部分がございます。

　まず、法定部分でございますが、職員

給与費等の繰出金、これは、国保運営に

係る人件費や事務費等を一般会計から義

務的に繰り出す部分でございます。その

金額が１億４，９３５万８，１６４円と

なっております

　次に、同じく、法定の部分で、出産育

児一時金の繰出金、これは、出産育児一

時金の給付額の３分の２を市が義務的に

繰り出す部分でございます。その金額が

４，１９６万６，６６６円となっており

ます。

　次に、国保財政安定化支援事業繰出金、

これにつきましては、加入者の中の高齢

者の割合によって財政支援の措置が講じ

られるもので、こちらの繰り入れが１，

９４０万１，６６０円となってございま

す。

　そして、同じく、法定の部分でござい
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ますが、保険基盤安定繰入金、これにつ

きましては、加入者のうちの低所得者の

保険料の軽減措置として行われておりま

す、保険料の７割、５割、２割の軽減を

行うものでございますが、それによりま

す保険料の減収部分についての財政とい

うような義務的な負担繰り出しでござい

ますが、こちらの方が３億５，４３５万

２，１９５円となっております。

　そして、最後に、法定外の部分でござ

いますが、保険料軽減分繰出金というこ

とで、これは、保険料を軽減するために、

市独自の繰り出しを行っている部分でご

ざいますが、この金額が２億７，６７４

万３，０００円となっております。

　執行率で申しますところで、全体で９

７．３％ということでございますが、こ

の部分につきましては、委員からのご質

問の中にもありましたように、職員給与

費等の減になっている部分と、あと、出

産育児一時金、こちらの方が、実績で繰

り出しを行っているものに伴うものでご

ざいます。

○安藤委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　それでは、農業

祭の開催について、福祉会館から市役所

の駐車場にかわっての市民の利便性、そ

して、人数はどうなったかというご質問

にお答えさせていただきます。

　福祉会館の場所は、中庭を使って実施

していたわけですが、やはり福祉会館、

階段の多い中庭の部分で開催、そして、

市民体育館の中で催しをしていたわけで

す。こちらの市役所の駐車場に来ました

ら、駐車場ですので、そういう段差がな

く、その辺は、市民にとっては安全な敷

地の中での開催ということで、よかった

なと考えております。

　利便性についてなんですけれども、本

来、この農業祭自体が福祉会館の閉館に

伴いまして、この事業を開催するにつき

ましてはそれ相当の敷地が必要。やはり

市民が来られる駐車場の、多くの駐車で

きるスペースが必要ということで、利便

性よりも、まずどこの会場でできるかい

うのが農業祭の実行委員会の中でも議論

になったわけでございます。

　去年は、開催が、ちょうどあいにく二

日間とも雨でございました。会場も急に

決まったところでございますので、農業

祭のこの品評会の会場も屋外テントとい

う中で開催させていただきました。

　その辺で、市民にもちょっとご迷惑を

かけたわけなんですけれども、実行委員

会の中で、その辺は今後の課題として、

本年度につきましては、その辺の屋外テ

ントについては、隣のポリテクセンター

関西の多目的棟の方をお借りしまして、

そちらの屋内の中で品評会を開場すると。

その屋外テントのあったところについて

は、去年、やはり自転車の駐輪場のスペー

スが職員の自転車の置き場のスペースし

かなかったもので、その屋外テントで、

品評会した会場のところを臨時駐輪場と

して、市民が自転車に乗ってこられても

たくさん置けるようなスペースをつくる

ということで、その辺の去年の反省とし

て、そのような会場内でのことも変更を

考えております。

　人数なんですけれども、人数につきま

しては、福祉会館でしておりましたとこ

ろは、同じ同日に、保健センターでは、

摂津市民健康まつり、市民文化ホールで

は、市民芸能文化祭の発表の部という、

この３所の相乗効果で、やっぱりちょっ

と文化ホールへ来るのにものぞいてみよ

うかなという市民もおられたと。

　やはりこちらの方で、農業祭一本でし

ましたら、やはりその辺は、人数が減っ

たというように感じております。
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　ただ、二日間、雨の中の開催でござい

ましたが、チラシに福引券いうのをつけ

て新聞折り込みしております。これが、

１日目が先着１，０００名、２日目が先

着６００名というところで福引券を出し

ているんですけれども、これが両日とも

全部、先着の中でクリアできておるとい

うことです。会場も、福祉会館よりも広

くなった分だけ、同じ人数が来られてま

しても、やはり少なく見えるいうところ

もあります。

　結果的には、例年よりも少ない人数だっ

たということで認識しております。でき

るだけ市民の皆さんが来られるようなこ

とを今後も考えていきたいと考えており

ます。

○安藤委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　それでは、環境対

策に係る２点についてご質問にお答え申

し上げます。

　まず、１点目の、公害陳情の状況につ

いてでございますが、事務報告書でも掲

載されていますように、１８年度実績と

しましては、市域には、まず、準工業地

帯、工業地帯で約５０％ございまして、

その中での苦情が、騒音振動だけで４３

件ございました。大気関係で２８件、水

質４件、悪臭１０件、その他３件、合計

８８件ございまして、そのうち、どうい

うものが苦情者から公害の受け付けした

かといいますと、感傷的、心理的なもの

で、８８件のうち６３件ございました。

　公害苦情の処理状況でございますが、

８８件のうち、今年度、１８年度におい

ては、９件の未解決分がございました。

その９件の未解決においての状況でござ

いますが、一応、今年度に繰り越しをし

ておりまして、９件のうち、騒音の３件

は解決済みでございます。この騒音の３

件については準工業地帯でございました。

大気も解決済みでございまして、水質の

１件は、今現在、府の指導もございまし

て、継続中でございます。悪臭の２件に

ついては解決しております。残り２件が

今現在継続中で、指導中ということでご

ざいます。

　解決の方法としましては、一番多く指

導してまいりましたのが、生産工程、作

業方法の改善を３４件、操業停止、行為

の中止等で１６件ございました。

　あと、特定建設作業の実施届け出が多

いという質問でしたけれども、一応、合

計１１０件もございました。これは、解

体に伴う分でございまして、そのときに、

騒音振動の苦情等で一番多かったという

原因でございます。

　あと２点目の、大気汚染によるぜんそ

く、アレルギー疾患への影響についてで

ございますが、どのように大気汚染の状

況と対策をしているかという質問だった

と思うんですけれども、これについては、

環境悪化と市民の健康への影響について

は、ぜんそくやアレルギー疾患の要因と

しましては、ハウスダストや植物などの

多くの要因が考えられますが、二酸化窒

素などの大気汚染物質が一番の原因かな

と考えられます。

　その二酸化窒素の状況でございますが、

平成１８年度における、市役所横に設置

しております、大阪府大気汚染常時監視

自動車排ガス測定局の二酸化窒素濃度は、

環境基準の０．６６ＰＰＭを下回る０．

０５７ＰＰＭでございまして、平成１５

年度以降は、環境基準以下で推移してお

ります。

　あと、もう１点、どのようなことをさ

れているかということなんですけれども、

環境省が、自動車排ガスによる局地的大

気汚染とぜんそく等の呼吸器疾患との関

連を明らかにするために、平成１７年度
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から２１年度までの５年間を追跡調査さ

れて、局地的大気汚染の健康影響にかか

わる疫学調査研究、俗に言う、学童コー

ホート調査を実施されております。この

分については、５年後、２２年度に結果

報告される予定と聞いております。これ

は、全国の幹線道路沿道、学童約１万２，

０００人を対象に、自動車排ガスへの暴

露とぜんそくの発症との関連性を検討さ

れておるということで、本市においては、

柳田小学校の児童を対象に調査を実施さ

れております。

○安藤委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　決算概要の９１

ページ、不法投棄監視カメラ移設委託料

のことで、その頻度と効果はどうだった

かということでございますけれども、ま

ず、私どもの方の監視カメラにおきまし

ては４台所有しております。１台がソー

ラー式の本物、それと、３台がダミーと

いうことで所有してまして、現在、４か

所設置しております。やはりその設置す

る場所については、そういう地元、いろ

いろな皆さんからの不法投棄の箇所の要

望等もありまして、現在設置しておると

ころでございますけれども、効果といい

ますと、やはり設置することによって、

やはり効果は、抑止力になるということ

で、私も実際に現場見ましたところ、や

はり設置する前は投棄されておりました

けれども、設置した後はなくなってしま

うというふうな現状でございます。やは

りその効果はあるのかなということで判

断しておるんですけれども、ただ、４台

でございますので、他の箇所から、やは

り多いからということで要望がございま

すと、どうしても移設ということでさせ

ていただいておりますが、現在、今まで

あった場所が、今度移設しますと、また

その不法投棄がふえるというふうな、い

たちごっこみたいな状況になるんですけ

れども、現状では、カメラを移設した後

には、看板でカメラ設置というふうな表

示もいたしておりまして、若干ではござ

いますが、その辺は効果もあるのかなと

いうふうなところでございます。

　私どもの方の情報の中では、やはり一

番不法投棄のランキングといいますか、

箇所としては、やはり倉庫街とか公園の

周辺とか、学校周辺の、特に道路上とか、

そういったところの不法投棄が多いとい

うことで、随時、そういう要望がござい

ましたら、移設しながら効果を図ってい

きたいというふうに考えております。

　それから、もう１点、ペットボトルの

売却の制度と申しますか、お聞きいただ

いておりますけれども、これ、ペットボ

トルの売却につきましては、指名競争入

札という形をさせていただいております。

ペットボトルは、やはり年々排出がふえ

ておりまして、１７年度は１８５トン、

１８年度では、やはり先ほど申しました

ように２０５トンというふうに年々増加

の一途をたどっておりますけれども、そ

の価格につきましては、やはりその入札

の中で単価を決めさせていただいており

まして、１８年度では、キロ当たり６１．

９５円という単価で売却させていただい

ております。

　やはりその使用の状況の中で単価は若

干変わってくるかなというふうなのが実

態かなというふうに考えております。

○安藤委員長　北埜参事。

○北埜福祉総務課参事　ただいまご質問

がありました、生活保護における母子加

算の見直しについての影響でございます

が、金額的なものにつきましては、その

世帯、その世帯の人数によって違ってま

すので、ちょっと把握できませんけれど

も、確かに、１８年度までにおきまして
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は、ゼロ歳児から１８歳までの子どもの

いる世帯に対しての母子加算を加算され

ておりましたけれども、本年度から、１

６歳以上１８歳の世帯については、母子

加算を省いて、ひとり親加算という、ま

た別の扶助がつくような形になっており

ます。

　それの部分につきまして、１５歳以下

の世帯について、平成１９年度、現時点

では７４世帯、１６歳から１８歳の世帯

の部分については１１世帯という、母子

加算から外れる世帯については１１世帯

が今のところ該当しておるという状況で

ございます。

○安藤委員長　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　こども育成課

に関しまして何点か質問をいただいてお

りますが、その中で、私の方から、保育

所の保育料の滞納についてお答え申し上

げます。

　今ご質問ありました、滞納者の状況に

ついて、どのような調査をしているかと

いうことでございますが、保育料の滞納

につきましては、毎月、２班体制で、月

２回、夜間の家庭訪問によって調査して

おります。徴収の実施とともに調査もし

ております。

　その中で、どうしても保育料が払えな

いというような相談を受けましたときに

は、分割納付のご相談などにも応じてお

ります。また、どうしてもその夜間徴収

のときに会えない家庭につきましては、

在園児の場合は、滞納世帯が保育所にお

迎えに来られたときに面談するようにさ

せていただいております。その中で、保

育料の滞納の少しでも少なくなるような

相談に応じております。

　現在、その滞納者の状況について台帳

を整理しておりますが、台帳を整理する

中で、滞納というよりも、うっかり忘れ

で滞納されているおうちもたくさんある

ようでしたので、督促状、催告状を送る

ときには、納付書も一緒に入れて送りま

して、わずかな額ですので、お支払いく

ださいということで、納付書も入れて、

文書もつけて督促状を送るなどして、滞

納者を少しでも減らすような努力もして

おります。

　今後につきましては、滞納者とできる

だけ多く面談いたしまして、払っていた

だけるように、我々としても努力してい

きたいと考えております。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　では、乳幼児の

健診と予防接種の状況についてご答弁申

し上げます。

　まず、乳幼児健診は４か月児健診の受

診率が、平成１８年度、９８．３％、１

歳６か月児健診が９５．１％、３歳６か

月児健診が７０．３％でございました。

　次に、予防接種でございますが、実績

の数値は、事務報告書の１３８ページに

もございますが、受診率で申し上げます

と、三種混合は、初回が３回に分けてご

ざいまして、それぞれ８０％から８０．

３％、追加接種１回が６８．０％、小学

校６年生のときの第２期の、ジフテリア

と破傷風の二種混合は３７．７％でござ

います。

　次に、ポリオの予防接種が１回目と２

回目とございますが、それぞれ８６．７

％から７９％でございます。

　それから、はしかと風疹、いわゆるＭ

Ｒという混合ワクチンでございますが、

これは、昨年度から、２期の、小学校入

学前の１年間の間に受けてくださいとい

うことが年度途中で決まりました。それ

は２期と申しますが、１期は１歳から２

歳の間に受けるということで、こちらの

受診率が８６．２％で、２期は６３．５
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％でした。２期の受診率がやや低目かと

思うんですが、既にはしかや風疹にかかっ

た方は受けてらっしゃらないという状況

でございます。

　それから、健診等のＰＲの方法でござ

いますが、それぞれ個別案内と広報や健

康づくり年間日程表にてお知らせをして

おります。

　次に、産婦人科の関連の、妊産期医療

体制でございますが、摂津市でお産をさ

れる方の医療機関、一番多いのが、お隣

吹田市にある済生会吹田病院でございま

す。その次が、茨木市にございます田中

病院となっておりまして、この二つがか

なり多ございます。その次の、吹田市民

病院だとか済生会茨木病院等、幾つかの

病院が３番目になっております。

　次の、応急診療の状況でご説明させて

いただきますが、応急診療の状況につき

ましては、まずは、摂津市休日応急診療

所で、日曜・祝日の日中の急患を受け付

けております。小児科だけでございます。

それから、夜間・休日につきましては、

高槻島本夜間休日応急診療所の方に運営

委託をしておりまして、こちらの負担金

が、平成１８年度実績で５２１万１，２

７６円となっております。これは、かか

りました費用を、三島地域での患者数の

うちの摂津市の患者数の割合で負担金を

お支払いしています。

　それから、二次診療体制でございます

が、これは、三島医療圏、高槻、島本、

茨木、摂津、これらが三島地域というこ

とになっておりますが、こちらで二次救

急医療体制というのを組んでございまし

て、常時、二次救急を受け入れています

病院が、摂津市の４病院を含めて１９病

院ございます。そのほかに、小児科だけ

特別に、曜日によっての輪番制も敷いて

おりまして、こちらに参加してます病院

が４病院ございます。その中で、産婦人

科の二次救急の体制をとってございます

のが、茨木市にございますサンタマリア

病院と高槻市にございます高槻病院でご

ざいます。

　三次救急は、高槻、島本の三次救命救

急センター、こちらに業務委託を行って

おりまして、昨年の搬送患者数は６６人

でございました。費用が４３２万円となっ

ております。

　次に、職員の配置状況でございますが、

保健センターの職員配置は、平成１３年

度が３０名でございました。常勤職員と

嘱託、臨時職員合わせまして３０名でご

ざいました。

○安藤委員長　阪口参事。

○阪口健康推進課参事　それでは、葬儀

の関係で、昨年、見直しをお願いいたし

ました使用料の改定での影響ということ

についてのご答弁をさせていただきます。

　まず、昨年、葬儀会館使用料の改定を

させていただきまして、その結果の数字

が決算書３５ページに、会館使用料とい

たしまして３，３３８万９，０００円の

決算を収納いたしております。これは、

前年度と比べますと１，１５５万円の増

収、率にいたしまして５２％というふう

な増収になってございます。この増収の

中身には、値上げによるものと、件数増

によるもの、それと、もう１点、市営葬

儀の見直しをいたしまして、一般葬儀で

の祭壇貸し出しという制度を設けさせて

いただきまして、それの使用料を含めた

額、総額でございます。それで、メモリ

アルホール全体の総収入を、当然ながら、

葬儀会館の維持管理、補修に充てておる

わけでございますが、決算概要の８９ペー

ジにご報告させていただいております、

葬儀会館管理運営事業及び葬儀会館補修

事業、この二つが、先ほど申しました使
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用料で賄っておる事業でございます。

　それで、赤字が減ったのかというよう

なお問いでございますが、これにつきま

しては、１７年度、１，８３９万９,０

００円という赤字でございましたが、１

８年度におきましては、歳出増も一部伴っ

ておりますが、１，２４６万円というふ

うなことで、赤字の圧縮というのも図ら

せていただいております。

　２点目でございますが、メモリアルホー

ル使用料改定をさせていただいたこの大

規模改修の計画というふうなことでござ

います。

　これにつきましては、一応、我々とい

たしましては、これはまだ未定稿な、担

当部局としての考えでございますが、ま

ず、屋根の防水と空調関係でのオーバー

ホール、その他内装というのを、５年間

ぐらいでもうやらなければならないのか

なと考えております。

　この改修でございますが、我々といた

しましては、来年からもう供用開始から

１０年というふうな節目の年ということ

でございまして、私どもといたしまして

は、竣工時とほぼ同じ程度の、同水準の

機能あるいは外観を維持していくという

ことに努めなければならないというふう

に思っております。

　大規模補修の時期、あるいは費用等々

につきましては、ちょっと時間をかけて、

長期的な計画を持つ必要があるのではな

いかと考えております。

　今後、建設部局、財政部局とも協議を

しながら、お示しをさせていただきたい

というふうには考えているところでござ

います。

　それと、葬儀関係の見直しということ

につきまして、従前、わかりにくいと言

われておったところの部分がございまし

て、実際にも、私どもの窓口で直接、請

求書なり見積書を持ってこられまして、

この金額を見てくださいというようなこ

とでクレームを直接接したことがござい

ました。昨年から、そういったクレーム、

直接には接しておりません。

　昨年、１２月なんですけれども、アン

ケート調査をさせていただきまして、こ

れも、葬儀全体についての印象というふ

うなことでお伺いをしたわけではござい

ませんが、費用の点につきまして、５９

名の回答があったわけですけれども、高

いと思われたという方が２名おられまし

た。これでもってクレームとするかどう

かというのは議論のあるところかと思い

ますが、今のところ、見直しの結果、そ

れほど現在的に顕著化してないというの

が我々の認識でございます。

○安藤委員長　堤課長。

○堤高齢者障害者福祉課長　高齢者障害

者福祉課に関するご質問のうち、私の方

から、医療費助成と、それから、福祉施

設の人員配置についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。

　まず、医療費助成のうち、老人医療、

障害者医療、乳幼児医療の助成で、還付

が受けられるという方の申請が少ないの

ではないかというお問いがありましたが、

私の方から、障害者医療費助成について

ご説明をさせていただきたいと思います。

　障害者医療費助成につきましては、対

象者が、身体障害者手帳１級、２級の所

持をされておられる方、療育手帳のＡを

所持されておられる方、それから、療育

手帳のＢ１と身体障害者手帳の両方を所

持されておられる方につきまして、国民

健康保険の被保険者、社会保険等の被保

険者本人及び被扶養者に保険が適用され

る医療費の自己負担及び入院時食事療養

費を助成いたしておるものでございます。

　１医療機関の入通院が、一日当たり５

－�38�－



００円、月２回を限度に自己負担がござ

いまして、支払いの医療機関が複数にな

りまして、一月当たりの負担が２，５０

０円を超えた場合に、支払ったことが確

認できる領収書等を添えていただきます

と、償還払いの申請ができるという制度

になっております。

　１８年度の一部負担額の償還額の実績

につきましては、助成実績が、社会保険

分につきましては、全体が６，２１０件

のうち２件で、１，０００円の執行をい

たしております。国民健康保険分につき

ましては、全体が７，５１２件の助成の

うち１５件、１万３，６６０円を執行い

たしております。合計で１７件、１万４，

６６０円でございます。

　それから、福祉施設の人員配置につい

てでございますけれども、高齢者障害者

福祉課が所管いたしております施設は、

せっつ桜苑、それから、社会福祉事業団、

それから、みきの路の３施設でございま

す。

　先ほど、山崎委員もおっしゃいました

ように、府が監督しているということで

はございますけれども、市立施設として、

また、私自身も、できる限り現場に出ま

して、この目で確認をさせていただきま

して、決算関係書類もいただいた上で、

適正に運営をされているものと考えてお

ります。この人員配置につきましては、

まず、せっつ桜苑、この３年間の人員配

置を見てみますと、平成１６年度は、正

職員が３７名、平成１７年度は３１名、

平成１８年度は３８名となっております。

非常勤職員が、それぞれ、１６年度が４

１名でございますが、常勤換算をいたし

ますと２９．４名、合計が、常勤と合わ

せまして６６．４名ということになって

おります。平成１７年度は、非常勤職員

が４５名、これを常勤換算いたしますと

３０．１名、常勤の職員合わせまして６

１．１名、１８年度が、非常勤職員が４

０名、常勤換算で２７．３名、合計いた

しますと６５．３名となっておりまして、

１６年度から１８年度においては、余り

大きな、１７年度は減っておりますけれ

ども、１８年度と比べますと、余り大き

な差はございません。

　それから、社会福祉事業団でございま

すが、社会福祉事業団の各施設には、つ

くし園、めばえ園、第一児童センター、

ひびき園、はばたき園、身障老人センター、

せっつくすのき、それから、平成１７年

度からは、就業生活支援準備センターの

八つの施設がございます。

　それで、平成１６年度は七つの施設で、

正職員が３２名、臨時職員、非常勤職員

合わせまして２０名、常勤換算をいたし

ますと、合計で４９．１７５名となって

おります。

　平成１７年度は八つの施設がございま

して、正職員は３２名で変わらず、臨時

職員、非常勤職員が２２名、常勤換算で

１９．１２５名で、合計で５１．１２５

名。

　平成１８年度は、正職員は３２名で変

わらず、臨時職員、非常勤職員が２５名

で、常勤換算で２３．０７５名で、合計

で５５．０７５名となっております。

　それから、みきの路でございますが、

みきの路は、平成１６年度が、常勤職員

が１９名、非常勤職員が２５名、常勤職

員と合わせまして、常勤換算職員を含め

て３４．１名となっております。

　それから、平成１７年度が、常勤職員

が１９名、非常勤職員が２８名で、常勤

換算をいたしまして、常勤職員と合わせ

て３８．１名。

　それから、１８年度が、常勤職員が２

０名、非常勤職員が２６名で、常勤換算
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して、常勤職員と合わせて３６．２名と

なっております。

　常勤職員は、１６年から１８年にかけ

て１名増ということになっております。

　このように、常勤職員については大き

な変化はございませんので、事業等にあ

わせて、非常勤職員等で調整をされてお

られるのかなというふうには考えており

ます。

○安藤委員長　小矢田参事。

○小矢田高齢者障害者福祉課参事　それ

では、私の方から、高齢者障害者福祉課

にかかわる質問についてご説明させてい

ただきます。

　まず、障害者自立支援法施行後の障害

福祉サービスの利用状況等についてとい

うことでございますが、これにつきまし

ては、平成１８年４月に、障害者自立支

援法が施行されまして、まず、４月に利

用者負担が、原則１割自己負担という形

になりました。

　次、第二段階としまして、１８年１０

月に、それまで一つのサービスだった障

害福祉サービスが、障害福祉サービスと、

１０月からは、市町村事業である地域生

活支援事業という二つの大きなサービス

体系に福祉サービスが分かれることにな

りました。

　それによりまして、こちら、１８年度

の事務報告書の１５０ページをごらんい

ただいたらわかりやすいかと思うんです

けれども、こちら、事務報告書の１５０

ページをごらんいただきますと、それま

でのホームヘルプサービスについては、

同じような形でサービスを受けていただ

くことができます。それまでのガイドヘ

ルプサービスと呼ばれていたものにつき

ましては、９月までがガイドヘルプサー

ビスといいまして、１０月以降は、その

市町村事業である地域生活支援事業であ

る移動支援という事業に位置づけられる

ことになりました。内容としましては同

じ内容になっております。ただ、名称が

変わりまして、市町村事業になったとい

うことでございます。

　あと、短期入所につきましても、短期

入所の、宿泊を伴わない分ですね、その

宿泊を伴わない短期入所につきましては、

市町村事業の中の地域生活支援事業の日

中一時支援というふうに名称が変わりま

して、日中一時支援が１０月以降という

ふうな新しいサービスができております。

　あと、デイサービスにつきましても、

９月までがデイサービスということにな

りまして、あと、一部、摂津市立みきの

路の知的障害者のデイサービスにつきま

しては、１０月以降、生活介護という新

しいサービスの方に新体系として移行し

たことになっております。

　これによりまして、今まで、受給者証

というもの１枚でいろいろな障害福祉サー

ビスが利用できていたんですけれども、

１０月になりまして、この国がやってい

ます介護給付訓練等給付事業に係るサー

ビスの分の受給者証と、また、市町村で

行います地域生活支援事業のまた決定の

利用通知書という、この２枚の決定通知

書を利用して、同じようなサービスを受

けていただくことができるようになって

おります。実際の利用状況につきまして

は、１７年度と１８年度を比較しますと、

まず、ホームヘルプサービスにつきまし

ては、利用者数が、１７年度が７１名、

１８年度が９６名ということで、１．３

倍ふえております。あと、使われた利用

時間数なんですけれども、１７年度、ホー

ムヘルプサービスの方が１万１４時間、

１８年度の方が１万２，１３２時間とい

うことで、これはもちろん１．２倍伸び

たことになっております。
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　ガイドヘルプサービスにつきましては、

１０月以降、移動支援という名称に変わっ

ておりますけれども、それをトータルし

ますと、１７年度、ガイドヘルプサービ

スを利用された方につきましては１０８

人、１８年度は１３８人で１．２倍、１

７年度、ガイドヘルプサービスの利用時

間数としまして９，２３４時間が、１８

年度は２万３２８時間ということで、約

２．２倍の伸びになっております。

　ですので、先ほどのご質問にありまし

た、４月からの利用者負担、１割ふえた

ことによる利用抑制があったのかという

ことに関しては、一応、この時間数など

を見ている限りでは、摂津市においては

余りなかったというふうに考えておりま

す。

　また、これに伴いまして、１０月以降、

市町村事業が実施されるということで、

摂津市の方では、総合月額上限負担制度

というものを設けまして、先ほどの、市

町村事業である地域生活支援事業に係る

サービスを使われた場合の上限額と、国

のサービスである介護給付訓練等給付事

業の上限額、あと補装具をつくられたと

きの上限額ですね、それぞれのサービス

の上限額の総トータルを、また、国のも

ともとの低所得者１、低所得者２、一般

という上限額に当てはめまして、それを

超えた場合に、また、利用者の方にお返

しするという制度を設けまして、それが、

先ほどご質問にありました、障害者自立

支援事務事業の中の利用者負担額助成金

の予算が１５０万円となっているもので

ございます。これにつきましては、執行

額が１０万８，７８４円となっておりま

すが、実際、この償還事務を行っていく

に当たりまして、その１割相当分の、当

初は、利用者負担について、事業所の方

に利用者の方が、まずは立て替え払いを

していただいて、その後、市の方に、ま

た、その領収書を持って請求していただ

いて、償還払いをするという方法をとる

ように考えておりました。

　しかし、利用者の方の請求行為等の軽

減等を図るために、事業者において、上

限額を超える部分は、請求金額に含まれ

ることとしていただきましたので、その

請求金額の中に、この上限を超えた金額

が含まれているということになりました。

それを計算しますと、その支出済額とし

ましては、１０６万１，０５１円がその

請求金額に含まれている総合月額上限負

担制度に係る金額になっております。

　一応、こういうふうな形になっており

ます。

　あと、もう１点、コミュニティソーシャ

ルワーカー事業の評価についてというご

質問についてなんですけれども、こちら

の方は、コミュニティソーシャルワーカー

につきましては、１７年度は、一中校区

１名配置しておりまして、１８年度にお

きましては、全中校区に配置することに

なりました。二中校区は４月から配置し

ておりますが、三中、四中校区は８月か

らになっております。五中校区について

も、７月からの配置となっておりまして、

ちょっと４月から、各中学校区すべてそ

ろった上での配置というのはできません

でした。

　あと、コミュニティソーシャルワーカー

の目的としまして、要援護者の方の自立

生活の支援のための基盤づくりというこ

とだったんですけれども、それぞれの中

学校区の方で、１年間の個別相談の件数

なんですけれども、一中校区の方が、個

別相談の中身としまして、高齢者の方で

あったり、障害者の方であったり、子育

てや子どもの教育に関することや、母子

家庭に関することとか、あと、福祉制度
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に関する相談であったり、生活費に関す

る相談であったり、そういうような内容

になるんですけれども、その個別相談の

件数としまして、一中校区が１，３２５

件、二中校区が２２９件、三中校区が１

９２件、四中校区が４０２件、五中校区

が２９４件となっております。

　あと、それ以外にでも、コミュニティ

ソーシャルワーカー事業の事業としまし

て、地域住民活動のコーディネートを行

うということもありますので、住民活動

のコーディネートを行うということで、

校区福祉サロンの方にも、その活動にも

参加しておりまして、スタッフとしてか

かわって、地域のネットワークをつくっ

て、子育てサロンの活性化のための企画

やネットワークづくりとか、そういうよ

うなものを行っております。

　ですので、もともとのコミュニティソー

シャルワーカーの役割としまして、要援

護者ですね、高齢者や障害者や、ひとり

親家庭の方などに対する要援護者の方に

対する見守りや相談であったりとか、あ

と、地域福祉の計画的推進への支援とい

うことで、住民活動のコーディネートや

企画とかの強化等を図れたことになって

いると考えております。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　こども育成課に

かかわりますご質問に対しましてご説明

をさせていただきます。

　まず、安全対策事業の評価というご質

問でございますが、平成１８年度に、各

公立保育所の出入り口、門ですとか玄関

の扉にオートロックの工事を行いまして、

テレビつきのインターホンで各職員が対

応する、顔を見て戸をあけるというよう

なことを行っております。

　また、赤色回転灯を設置いたしまして、

何かがあったときには、いつでも保育室

の方から警備会社に知らせる装置を押す

ようになってるんですけれども、自動的

に赤色回転灯が回るのと、また、警備会

社から警察へ伝わる、赤色回転灯を見ら

れた地域の方が、何が起こったのか、駆

けつけてくださるというか、そういうよ

うなことを行っております。

　これに対しまして、保護者の方からの

評価なんですけれども、今までに比べて、

どなたが来られたのか、そういうことを

確かめて門をあけるということでは安心

できるという評価を各保育所でいただい

ております。

　ただ、これだけで十分かといいますと、

それに対しましては、幾つかの園の方か

ら、保護者の方から、また違ったご要望

もございます。

　さらに、保育所の延長保育ですとか、

定員の１５％増しを行っている関係で、

職員の過重な労働になっていないか、ま

た、そのことが子どもの安全に対してど

うなのだろうかというご質問でございま

したが、定員の１５％増しと言いまして

も、それに見合った形で職員の配置を行っ

ております。ですから、定員の１５％増

しをもって、職員の負担が大きくなって

いるということは、大きくはないという

ふうに考えております。

　子どもの安心・安全な保育環境づくり

というのは、保育を行っていく上での基

本でございますので、どういう状況にあっ

たとしても、まず、基本のこととして、

職員が全体で気をつけていくべきことと

思っております。

　一つは、子どもの健康状態に対する安

全の管理、これにつきましては、毎日、

指針、それから、午睡後の指針、登降所

時の指針というものを行っておりまして、

また、緊急時に対して、救急法などを行

えるように、毎年、救急法の実習を行っ
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ております。

　それから、事故などの防止のために、

保育室あるいは園庭など、環境について

の点検ですとか、あるいは個々の職員の

配慮ですとか、そういうものにも努めて

おります。

　それから、防犯に対しましては、安全

管理マニュアルというものを作成いたし

まして、毎年、防犯の訓練ですとか講習

会などを行って、子どもの安心・安全な

環境づくりということに対しまして、物

での整備だけではなくて、職員も努める

ように行ってきているところでございま

す。

　２点目に、病後児保育についてのお問

いですが、この病後児保育につきまして

は、平成１８年１２月から実施をいたし

ております。これには、Ａ型、Ｂ型、Ｃ

型というのがあるんですけれども、Ｂ型

の病後児保育ということで、看護師を常

時雇用して、１年間トータルしますと、

４２０万円というのが基本額というふう

に国の方で定められております。国が２

分の１、市が２分の１負担をいたしてい

るわけなんですけれども、６か月までは

全額、４か月から５か月については２分

の１を保障するということになっており

ますので、今回の１２月からの実施とい

うことで、２１０万円を国と市とで２分

の１ずつ負担という形で行っております。

　この実績についてでございますが、１

８年度中に、実際にこの病後児保育をご

利用されたお子さんはいらっしゃいませ

ん。

　ただ、登録は２６名の方がしていらっ

しゃいます。

　その日に予約をされていても、病後だっ

たはずが、また戻ってしまったような場

合ですとか、また、お仕事を休めるよう

になったので、家で見ますというような

お話があったりとか、登録して、予約ま

でされていても、なかなか利用にまでは、

１８年度中には至らなかったということ

がございます。１９年度につきましては、

延べ９人の方の利用がございます。

　病気と、それから、健康で集団生活が

できるというところの間のお子さんをお

預かりするという制度なんですけれども、

この病後児保育があるということで安心

ができるというお声は、あちこちからい

ただいてはおります。

　ただ、こういう状況でもございますの

で、今のところ、拡大に対する考えは持っ

てはおりません。

　次に、児童手当についてでございます

が、平成１８年度から、小学校の３年生

から６年生に対象年齢が拡大いたしまし

て、また、所得制限についても拡大をい

たしました。それで、平成１７年１０月

と平成１８年１０月を比較してみますと、

受給されているお子さんで、約２，００

０人ふえております。また、保護者の方

では、９８９人の方がふえていらっしゃ

います。ということで、１億１，４６４

万円の増ということになっております。

　また、児童扶養手当についてでござい

ますが、児童扶養手当は、もともと予算

の段階では、今まで毎年５％増しを見て

きておりましたので、３億５，３８１万

２，０００円を計上いたしておりました

けれども、平成１８年度の実績を見ます

と、８月の時点で８．９％の増があった

ということで、９月議会におきまして１，

１６０万８，０００円の補正を行ってお

ります。対象者の拡大に伴いまして児童

扶養手当を増額してきたということでご

ざいます。

　また、母子自立支援員の相談かと思い

ますが、この相談の状況でございますけ

れども、１５年度は１２２件だったもの
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が、１６年度には１６２件、１７年度に

は１９８件、１８年度には２５９件とい

うことで、ふえていっております。また、

いろいろな形で母子自立支援員を核とし

た形で、ひとり親の方のご相談に乗って

いっているというところでございます。

　乳幼児医療費助成についてでございま

すが、平成１９年７月から、５歳未満児

に拡大をいたしまして、また、平成２０

年度に向けて、就学前児童まで拡大に対

して検討を行っているというところでご

ざいます。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　私の方から、国保

年金課及びこども育成課に係ります福祉

医療制度に対する、複数医療機関受診者

の一部自己負担の軽減につきまして、１

８年度の実績の数字をお答えさせていた

だきます。

　まず、一部負担金助成相当額と一部助

成のところでは、件数として５件の実績

です。金額が３，６６０円。

　そして、ひとり親家庭医療費助成につ

きましては、支給件数が１１件、金額に

しまして８，６６０円。

　そして、乳幼児医療費助成につきまし

ては、支給件数が５件、金額が７，５０

０円となっております。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　産業振興課、商工

労政係並びに消費対策関係に対する５点

のご質問に対してご説明申し上げます。

　決算概要１００ページ、商工業経営指

導委託料の未執行についてでありますが、

この事業は、目まぐるしく変化する経営

環境の中で、事業所の現状や課題を見き

わめながら、経営革新を図るべく専門の

コーディネーターがお手伝いするもので、

１８年度は、大阪三島地域中小企業支援

センターへの委託による経営革新チャレ

ンジセミナーを平成１９年１月から２月

にかけて、計３回実施しました。

　このセミナー開始直前に、府内中小企

業支援センターの先進モデル事業に認定

され、その費用全額が大阪三島地域中小

企業支援センターの負担となり、未執行

となったものでございます。

　なお、この詳細は、平成１８年度事務

報告書１１２ページの中段に掲載してお

ります。

　次に、同じく、決算概要１００ページ、

中小企業金融対策事業で、中小企業事業

資金融資制度の変更後等の状況でありま

すが、今回のその大きな変更点は、申込

者の資格の範囲が狭められ、これまでの、

常時使用する従業員数の３００人以下が

２０人以下、商業・サービス業では、５

０人以下が５人以下の会社及び個人等と

なったところであります。

　このような中、１０月１か月で、本市

の融資制度の受け付けは６件でありまし

たが、資格の範囲で融資が受け付けでき

ないケースは生じておりません。

　また、変更前の最終月の９月の受け付

け件数はゼロ件で、駆け込み的な状態で

あったとは認識しておりません。

　府制度全般としましては、大阪府信用

保証協会によりますと、制度改正により

廃止となる府融資制度に、通常の３倍程

度の駆け込み的な申し込みがあったと聞

いております。

　３点目、決算概要１０１ページ、消費

生活相談ルーム事業においての決算額の

増加は、貸金業の規制等に対する法律の

改正に伴う多重債務問題に関する対策等

によるものかについてでございますが、

これは、消費生活相談員の賃金の増加に

よるもので、その内容としましては、平

成１７年度、１８年度とも、相談員２名

の人員体制は変わりありませんが、１７
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年度は、嘱託員１名、アルバイト１名で

行っておりましたものを、１８年度は、

嘱託員２名で対応しており、その賃金上

昇分であります。これは、消費生活の相

談内容が複雑多岐になる中、その対応に

対する責任も増しており、相談員の地位

の確保を通して、資質の向上と、安心し

て相談できる環境づくりを目指した結果

でございます。

　４点目、消費生活相談ルーム相談件数

の減少についてでありますが、現在、内

閣府の国民生活センターと都道府県及び

市町村の消費生活相談窓口がオンライン

ネットワークで結ばれており、その資料

によりますと、平成１８年度の相談件数

は１１０万件、平成１７年度で１３０万

件、平成１６年度の約１９２万件からす

ると、大幅に減少しております。

　このような中、本市に寄せられた件数

も、平成１６年度の１，０８２件をピー

クに、１７年度、８４５件、１８年度が

６６１件と、全国と同じようなペース、

比率で減少化の方向を示しております。

　これは、全国的に架空請求事例やアダ

ルトサイドのワンクリック請求事例の減

少によるもので、金融庁の預金口座の不

正利用の防止、警察庁の詐欺罪の取り締

まりの強化、法務省の携帯電話の犯罪利

用の防止等、関係省庁が一体的になり、

法の整備、強化に取り組んだ結果となっ

ております。

　最後に、相談ルームの受け付け状況で

ございますが、まず、直接本人が来訪さ

れる場合と、直通の電話による相談の二

つに大きく分かれております。平成１６

年、平成１７年度の総合福祉会館開設時

で、２年間分、１，９２５件の相談に対

し、来訪が３７６件、１９％、電話相談、

１，５４９件、８１％で、平成１８年度

での本庁での開設後の状況は、６６１件

の相談に対し、来訪が１３７件、２０％、

電話相談が５２４件８０％と、どちらの

設置であれ、来訪が２割、電話相談が８

割の状況を示しておる状況でございます。

○安藤委員長　大体、すべてお答えいた

だいたと思います。

　山崎委員。

○山崎委員　ありがとうございます。

　何点かちょっと気になるところもある

のでお聞きします。

　最初の分ですね、福祉のサービスが、

結局はふえているということであれば、

利用抑制がなかったということであれば

いいことだと思うんですけれども、その

辺で、補助や利用の仕方が大分変わった

ということで、しっかりと皆さんにお知

らせができているのかというところ、減っ

ていないという意味では、できているん

じゃないかと思いますけれども、よろし

くお願いいたします。

　先ほどの、自立支援の利用者負担の助

成の分ですが、これ、事業所からの請求

で支払いということでしたら、結局、こ

れは事業所報酬の方に移ったというふう

に考えてよろしいんですかね。

　次に、コミュニティソーシャルワーカー

の事業は、年度途中からのスタートとい

うことでもありますので、ここで、人材

確保、専門的な方が確保しにくいという

ような話が説明の中で出てたんですけれ

ども、この辺の配置の方の状況というの

がもしわかるようでしたら、もう一回お

願いできませんでしょうか。

　それから、国保の分で、法定外の分が

２億７，６００万円余りということでお

聞かせいただきましたけれども、これが、

前年度、ずっとこれまでに関して、ふえ

てきているのか、減ってきているのかと

いうところをもう一度お聞かせねがいた

いと思います。各種の負担がいろいろふ

－�45�－



えて、今、市民生活がだんだん圧迫され

ているときですから、市民の負担軽減に

は最大の努力をすべきだと考えておりま

す。

　それから、子どもの安全というところ

では、延長保育や１１５％の受け入れと

いうところでも、見合った形で配置をし

ているということをお聞かせいただきま

したが、職員さんの方も、土曜日とか夏

休み、休みをとられると思うんですけれ

ども、こういうときには少なくならない

のか。それから、私も保育所へ娘を連れ

ていったときは、なるべく休んでくださ

いというような話も聞いたんですけれど

も、少ない人数でたくさんの園児を見る

ということが、夏休み中とか土曜日とか、

そういったことにはなっていないのかど

うか、もう一度、その辺が適正な配置と

いうのができているのかどうかをお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、保育料の滞納問題では、夜

に家庭訪問もされて努力をしていただい

ているということも聞きました。状況も

お聞きいただいているということなんで

すけれども、保育料も減免とか分割納付

も結構なんですけれどもできるというこ

とが、市の条例というか、基準があると

思うんですけれども、実収月額が、生活

保護基準の１１５％以下になったとか、

前年度の所得、事業所の方などは５割以

下になったということは、保育料の変更

の取り扱いをするということになってお

るわけなんですけれども、これ、事情に

よっては、だから、そういう意味では、

月額の変動ですから、事情によっては年

度途中でも減額を受け付けるということ

ができるんではないかと思うんですけれ

ども、この保育料の減免についてちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　減免件数が、資料をいただきましたら、

１８年度は４件ということで、うち２件

は兄弟を通わせているケースだと思うん

ですけれども、減免制度を活用するとい

うことはどういう形になっているか、お

聞かせいただけませんでしょうか。

　それから、病後児保育のことは、非常

に微妙な制度だということはよくわかり

ましたので、大変な子どもさんを抱えて

のお仕事されている方には、ぜひ発展を

させていただきたいと思います。

　それから、児童扶養手当もふえている

ということで、今のこの皆さんの世帯の

状況というのをやっぱり反映してるのか

なと思うんですけれども、皆さんにこの

児童扶養手当、制度もちょっと変わって

おりましたので、よく受けられる方はぜ

ひ受けられるように、周知の方をお願い

したいと思います。

　乳幼児医療、それから、あわせて、老

人、障害者医療の還付の部分なんですけ

れども、受けておられる方の数はお聞か

せいただきましたけれども、先ほども言

いましたが、還付が受けられるという状

態であるということをつかんでおられる

かどうか。医療関係ですから、全部国保

でしたら、社会保険の方はちょっとわか

らないかもしれませんけれども、国保な

ど、レセプト上がってくれば、この方は

３診療、４診療受けられて、還付ができ

るよという数がわかっていれば、そうい

う方もわかっているのかどうか、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　だから、還付を受けるというか、福祉

の制度を受けられるということがわかっ

ていながら、それを受けていないという

のは、知らされていないので、市民の権

利というか、権利の行使ができないとい

うことになれば、これは問題があると思

いますので、漏れなく、通知というよう

な形もとれないかと考えるんですけれど
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も、いかがでしょうか。

　それから、医療体制、妊産期の医療に

ついても、救急の医療についてもいろい

ろお聞かせいただきまして、ここの三島

医療圏というのは二次ということで、結

構広い範囲でカバーをしていただけてい

るということでいいと思うんですけれど

も、先ほど言ったように、夜間も高槻へ

５２１万円、乳児の方も４３２万円出し

ておられる。

　ここで、最近、テレビなどでは、救急

車がとまって、なかなか受け入れてもら

えないということが報道なんかされてい

るんですけれども、こういったことが摂

津の救急体制の中で起きているのかどう

か、それもあわせてお聞かせいただけれ

ばと思います。

　市民の健康、救急を守るという点で、

いろいろ公的な責任もあるはずですから、

民間任せではなく、公的な機能もつくっ

ていくというか、考えていく必要もある

んじゃないかと私は思うんですけれども、

健康せっつ２１など、健康推進の方針も

持っおられるわけですから、その辺の取

り組み方なども、お考えをお聞かせいた

だけるとありがたいと思います。

　それから、各市の福祉施設の配置とか

点検のことですけれども、職員の方もちゃ

んと見にいって、人員配置などもつかん

でおられるということですから、しっか

りとした事業を展開していただきたいと

思いますけれども、これがなかなか現場

の人間でないとわかりにくいかもしれま

せんけれども、適切な人員配置かどうか

というのが気になるところなんですけれ

ども、今、テレビなどの報道を見ますと、

福祉の現場が非常にハードだということ

が社会的に取りざたされておりまして、

ちょっと過重労働とかがあると、やはり

安全面にもかかわるところですので、せっ

かく摂津市立とかいう施設が多いわけで

すから、しっかりつかんでいっていただ

きたいと思います。

　これは要望で結構です。

　それから、生活保護の部分では、影響、

非常に、個々の場合、世帯の人数のこと

もあって難しいということだと思うんで

すけれども、保護費というのは、最低限

の生活を維持するための制度ですし、そ

の中には、１世帯によっていろいろな都

合でお金が要るということはあるわけで、

いろいろな加算も行って、初めて人間ら

しい生活を送れるわけですから、生活保

護の制度の中で、最大限生かせる制度を

使うというか、指導、援助もしていくと

いうことが必要だと思っております。

　生活保護の制度で、指導の点とか、被

保護者というか、保護されている方への

連絡など、どうなっているのかも聞かせ

ていただきたいと思います。

　それから、市営葬儀の件なんですけれ

ども、高いと、アンケートに答えられて

いる方も二人ほどいらっしゃるというこ

となんですけれども、赤字が減ってきて、

何とか改修計画も立てていこうというこ

とであれば、それはそれでいいと思うん

ですけれども、やっぱり市民負担に市営

葬儀は上がってなるというのは、どうか

と思うんですけれども、いろいろ問題、

これから分析も必要やと思いますので、

その辺はよろしくお願いいたします。

　今、葬儀に関しては、貧困と格差の広

がりで、今、直送というか、もう式をさ

れずに、火葬のみ、斎場へ直接行かれる

という方もあるとお聞きしています。こ

の斎場の方で簡略な式などは行っておら

れるんでしょうか。それについては費用

がまたちょっとプラスされるとかいうよ

うなことがあるのか、こういう直送形式

なども、葬儀社などから知らされるのか
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というのをちょっとお聞かせいただけれ

ばと思います。

　それから、ごみ焼却も指名競争入札で

されているというのをお聞きして、わか

りました。

　指名競争入札ということなんですけれ

ども、ペットボトルの値段が、この間、

ずっと上がっているということですので、

市場化の話はよしあしなんですけれども、

なるべく高いところに落せばいいという

ことでは、なかなか弱小のリサイクルの

業者さんが、原料がなかなか入手できな

くて、経営が大変だというような話も聞

きますので、この辺の制度もしっかりと

研究していっていただきたいと思います。

　それから、監視カメラ、ダミーもあっ

て、いろいろお話いただきましたけれど

も、チェックをされているかどうか、き

ちんとお聞かせいただけてなかったよう

なので、どういった頻度で、監視カメラ

の中身、映像チェックとかはされている

のかどうか、もう一回お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、公害問題では、適切かつ迅

速な対応が求められると思います。これ

から、２２年までに大気汚染なんかの結

果なども出てくるということなんですけ

れども、それを待たずに、やっぱり必要

な措置、対応策とか、解決策に対しての、

予算も必要な策もあれば、どんどんやっ

ぱり検討して、手だてを打っていかなく

てはならないと思いますので、問題が出

てきたときには、ぜひとも迅速な対応を

お願いしたいと思います。

　それから、農業祭の方は、本当にご苦

労さまでございます。ありがとうござい

ます。これから先、いい場所があれば、

また考えていただきたいと思っておりま

す。しっかりとやっていただきたいと思

います。

　これは要望で結構です。

　貸し館業務の方ですけれども、私も、

これ今、市役所の会議室もそれに当たる

んじゃないかというような話も言ってい

ただきました。男女共同参画センターで

すとか、時間の延長ですとか、日曜日も

使えるというようなことにもしてもらっ

ているということですので、こういった

ことも、周知をまた改めてしっかりして

いただきたいと思います。市民の活動を

活発にしていくというのは、ぜひともお

願いしたいと思います。

　それから、産業振興で、執行額、これ

が府の事業になったという、商工業の経

営指導ですけれども、よくわかりました。

この３回開かれた、経営革新チャレンジ

セミナーの結果、効果などもお聞かせい

ただければと思います。

　それから、消費生活の相談ルームのこ

とですけれども、相談件数は全国的にも

減っていると、架空請求が減ったという

ようなことでお聞かせいただきましたけ

れども、消費生活の中でいろいろな問題

が多様化してくると思うんですけれども、

特に、多重債務の問題については、いろ

いろなところが、岩手県が信用生活協同

組合の債務整理、滋賀県野洲市の市役所

関係による連携した相談体制、いろいろ

なことで、市役所の中でも連携をとって、

しっかり対応しておられるというような

話も聞いてます。

　このような中で、ことしの話なんです

が、国において、多重債務の改善プログ

ラムが進んでいると聞いてますけれども、

専門的な知識も必要なんでしょうが、多

重債務に対する消費者生活相談というの

はどうなっているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

　あわせて、あと、融資は、旧来との比

較もぜひしていただきたかったんですけ
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れども、事業所の実態をしっかりお聞き

していただいて、事業所の利用しやすい

制度融資というのを、改めて取り組みを

聞かせていただきたいと思います。

　これから、また年末にかけて、いろい

ろ年を越すためにも必要なというか、制

度でもありますので、事業所の実態もしっ

かりと相談というか、窓口で乗ってあげ

るのも手かと思っておりますので、その

辺もお聞かせいただければと思います。

　以上です。

○安藤委員長　北埜参事。

○北埜福祉総務課参事　ただいま、おっ

しゃいました、生活保護の個々の扶助の

加算についても、やはり最大制限の中で

つけていくことによって、生活保護家庭

の人が生活していけるということのご質

問だと思います。

　現実、加算等々が変わる前には、対象

となる個々の世帯に対して、各ワーカー

が一人ずつ、ある程度説明をしていって

おると。それに伴い、決定通知書等々、

そういった文書的なものを提示しながら、

こういうふうに加算が変わるということ

の知らしめは事前に行っております。

　そういう形の部分で、各個々のケース

については、指導なり、連絡等々につい

ては行っております。

○安藤委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長

　監視カメラのチェック体制ということ

でございます。

　今現在、本物といいますか、純正カメ

ラを設置しているところが正音寺会館の

前にありますちびっ子広場の敷地内で設

置いたしております。日々、収集業務を

行っております担当が、常にそういう収

集業務を行っておりますので、当然、そ

の箇所に不法投棄らしき物が見受けられ

た場合には、そういう形で連絡をいただ

くことになっていますし、仮に、そうい

う不法投棄が発生した場合には、そのカ

メラの中の映像を確認いたしまして、そ

れを写真化、プリントアウトいたしまし

て、それを警察の方へ出しているという

ような状況でございます。

　ただ、映像的にはもうはっきりとした

ものもあれば、なかなか見にくいところ

もありますので、その辺は警察の中で判

断していただくことになりますけれども、

そういった対応を行っております。

　ダミーにつきましては、なかなかそう

いう制度がございませんので、ちょっと

難しいかなというふうに思っております。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　土曜日と、それ

から、夏季保育についての保育の状況に

ついてご説明をさせていただきます。

　基本的に、土曜日の保育につきまして

は、保護者の方の勤務にあわせた保育時

間というふうになっております。例えば、

午前中に勤務が終了される保護者につき

ましては、お仕事が終わられたらお迎え

に来ていただくというふうにお願いをし

ております。

　また、お仕事に限らず、何か保育が必

要というような状況がありましたら、各

保育所長の方に言っていただきまして、

保育を実施しているという状況でござい

ます。

　夏季につきましては、特に、夏休みと

いうものは保育所にはございませんけれ

ども、お盆の時期の土曜日、金・土とか、

土・月とかに、園内の消毒日というのを

二日ほど設けてはおります。お休みをと

られる場合でしたら、できましたら、そ

のときに合わせておとりいただくとあり

がたいというようなことでの協力依頼は

行っております。

　ただ、その日につきましても、必要な
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方につきましては、当然、保育を行って

おりますので、保育がないというような

ことではございません。

　ただ、ご指摘がありましたように、職

員が子どもの人数に対して少な過ぎると

いうことはないのかというご指摘でござ

いますが、子どもの人数に合わせて職員

が出勤するという形になっておりますの

で、当然、配置基準よりも下回るとか、

そういうことはない形になっております。

　ですので、無理をして保護者の方に協

力いただいて、職員が休みをとるとか、

あるいは少ない職員でたくさんの子ども

を見ることになるとか、そういうような

形ではなくて、子どもの状況に合わせて、

適切に職員を配置した中で、職員自身も

夏の休暇をとる、あるいは土曜日の職免

をとる、そういうような体制になるよう

にというふうには考えております。

　また、個々の保育所におきまして、い

ろいろ問題が出てきたような場合でした

ら、その都度、対応をしてきているとこ

ろでございます。

○安藤委員長　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　保育料の減免

についてお答えします。

　保育料の減免につきましては、摂津市

保育料変更事務取扱要綱に基づいて取り

扱いしております。

　先ほど、山崎委員さんの方からもあり

ましたように、変更事由につきましては、

　１．階層認定の対象となるものが失業

または病気等により所得が著しく減少し、

保育料の納付が困難になったとき。

　２．対象となる世帯が災害に遭い、も

しくは、不慮の事故等によって多大な出

費を要し、保育料の納付が困難になった

とき。

　３．保育料の納入義務者が、規則第４

条第３号に該当するとき。

　これは、他の保育所でありますとか、

障害児の通う施設でありますとか、そう

いうところに兄弟の方が通われていると

きは減免対象になるというものです。

　４．その他、市長が必要と認めたとき。

ということで、この基準に合わせて、保

育料の減免をやっておりまして、保育料

の減免状況につきましては、この３を除

くと、平成１８年に２件、平成１７年は

ありませんでして、平成１６年には２件

という状況になっております。

　保育料につきましては、前年度、また

は前々年度の所得に対して保育料が決定

されるものでありますので、どうしても、

支払うときには所得が減ってしまってい

るというケースはあると思います。

　特に問題になりますのは、離婚であり

ますとか死別でありますとかいうことで、

お母さんの扶養になってしまって、払え

ないケースというのが多ございますが、

そういうものについては、所得の認定の

対象者がお母さんになりますので、当然、

保育料が安くなります。

　それ以外で、どうしても払えなくなっ

たというケースにつきましては、先ほど

言いましたように、分割納付をしていた

だくように指導しております。分割納付

で頑張って払っていただきますと、翌年

度には当然所得が下がっておりますので、

保育料が当然下がるという形になります。

　また、できる限り安くする方法といた

しましては、聞き取り調査をする中で、

税の修正申告などができて、保育料が安

くなるケースにつきましては、ちょっと

お手数になりますが、所得の修正申告な

どをしていただきまして、保育料の階層

を下げていただいて、払える保育料で支

払いしていただくような指導もしており

ます。

○安藤委員長　福永次長。
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○福永保健福祉部次長　救急医療体制で

ございますが、救急車の受け入れをなか

なかしてもらえないという現状があるの

かというご質問につきましては、そうい

うこともあるようには消防署の方から伺っ

ておりますが、実態につきましては、私

の方からの答弁は控えさせていただきた

いと思います。

　救急医療体制の整備につきましては、

三島保健医療協議会という協議会がござ

いまして、これは、大阪府茨木保健所が

事務局でございますが、そちらの方に、

圏域内の病院代表や医師会代表、それか

ら、医師会や歯科医師会、薬剤師会の代

表、それから、消防や行政等々から委員

が出ておりまして、その中で検討をして

いるという現状でございます。

　市町といたしましては、そこで充実を

していってほしいということをご要望し

たりというようなことでございます。

○安藤委員長　小矢田参事。

○小矢田高齢者障害者福祉課参事　コミュ

ニティソーシャルワーカーの資格につい

てということでございますが、まず、社

会福祉士と精神保健福祉士と介護福祉士

の三つの資格を持つ者が１名と、社会福

祉士のみの資格を持つものが２名、社会

福祉と精神保健福祉士の二つの資格を持

つ者が１名、介護福祉士のみの資格を持

つ者１名の計５名が配置されております。

○安藤委員長　阪口参事。

○阪口健康推進課参事　葬儀に関しまし

てご答弁させていただきます。

　先ほど、委員のご質問の直送というこ

とでございますが、私ども、日常の業務

の中で接しておりますと、葬儀というの

は、いろいろな故人あるいは親族のさま

ざまな感情を伴って営まれるものである

なとよくよく感じております。

　その中の一つが、いわゆる、私ども、

家族葬というふうなことでとらえておる

わけでございますが、年間まだまだ件数

は少のうございますけれども、こういっ

た家族葬、だび葬といったものが行われ

ております。

　この場合、別府斎場へ極めて近いご親

族の方とともに出棺されるわけでござい

ますが、別府斎場では、入場の際に、焼

香台と抹香等を用意させていただいてお

ります。これは、あくまでも仏式という

ことでございますが、その焼香台に、仏

式でない場合は、抹香を取り払って、簡

単なお別れの最後の機会を設けさせてい

ただいております。

　そういうことで、こういった家族葬に

おいても、最後のお別れで、本当の肉親

の別れをきちっとしていただくという体

制をとっております。

　それと、葬儀の形式につきましては、

窓口にかかわらず、葬儀社の方から連絡

といいますか、種別につきまして個別に

受けているということはございませんの

で、その点、ご理解を賜りたいと思いま

す。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　それでは、国保年

金課にかかわります部分で、国民健康保

険特別会計への繰出金の中で、保険料軽

減分、俗に言います法定外の部分ですが、

前年度と比べてふえているのか、減って

いるのかというところでございますが、

前年度と比較いたしますと、０．１１％

の減となってます。金額にいたしまして

２９万９，０００円となっておりますが、

この部分につきましては、法定の部分で

の基盤安定の繰出金というものがござい

まして、この中に保険者支援分という加

算部分がございますので、その部分を含

めた形で見ると、トータルでは、額の方

は変わっていないという形になっており
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ます。

　それと、もう１点、福祉医療制度に係

ります複数医療機関の受診の場合の還付

について、どれぐらいが受けられる状態

であるかということをつかんでいるとい

うことでございますが、まず、対象にな

る医療については、基本的にはレセプト

での把握という形になるのかなと。

　となりますと、私どもの方には、社会

保険の関係のレセプトというのは回って

こないというのがまず１点あります。国

保のレセプトについてはあるわけなんで

すが、この中でも、月おくれと申しまし

て、医療機関からの請求がおくれてきた

りとか、レセプトの内容の審査などの関

係で、再審査が入ったりして、これも同

様に月がおくれて変わってくるとかいう

形のさまざまな部分がありまして、なか

なか全数を通知するというのは不可能に

近いかなという中で、私どもとしては、

できるだけ周知する方法といたしまして、

医療証の更新時期に制度のＰＲを兼ねた

案内を一緒にさせていただくという形で、

現在、対応させてもらってます。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　商工業経営指導委

託事業による、今回の３回にわたる経営

革新チャレンジセミナーの結果、どのよ

うな効果があったかでございますが、９

社が参加し、経営革新計画づくりに向け

た取り組み事業所が２社、策定し、府へ

の申請手続中が２社、新規事業の研究が

２社、取りやめが３社で、この承認事業

所に指定されますと、政府系金融機関に

よる低利子の融資制度、また、大阪府の

信用保証協会の保証付融資制度、また、

税制の優遇措置と、支援が府からなされ

るものでございます。

　続きまして、融資の事業所にとって利

用しやすい取り組みについてであります

が、大阪府では、１０月以降の責任共有

制度導入に伴い、変更後と事業所からの

相談等を受けるべく金融支援課に特別相

談室を設置しております。ただ、現在、

相談は入っておりません。

　そこで、大阪府が、各市窓口への聞き

取り調査を行っているところで、本市で

は、苦情等の相談はありませんが、他市

で、融資の申し込みの資格が狭まったこ

と、また、金融機関の担当者が責任共有

制度を理解していないため、融資の申し

込みに時間がかかる等の苦情が寄せられ

ているところでございます。

　今後も、本市としましては、各市でも

取り組みの少ない、利子の２分の１の市

負担のスタンスを堅持しながら、あらゆ

る機会を通しまして、対象従業員数の拡

大を要求してまいる所存でございます。

　最後に、消費生活の多重債務問題改善

プログラムに対する本市の対応でござい

ますが、このプログラムの中心は、丁寧

に事情を聞いて、アドバイスを行う相談

窓口の整備強化、多重債務者発生予防の

ための金融経済教育の強化、やみ金融撲

滅に向けた取り締まりの強化で、地方自

治体が、多重債務者自立支援に取り組む

ことが求められております。

　ここでの、丁寧に事情を聞いてのアド

バイスとは、多重債務に陥った事情を聴

取し、考えられるさまざまな解決法の選

択肢を検討、助言し、必要に応じて、弁

護士等の専門機関に紹介、誘導するといっ

たプロセスをとることが望ましいとされ

ており、本市のルームでは、既に以前か

らプログラムが求める対応に努めている

ところで、今、何よりも急務とされてお

りますのは、このプログラムの中で目指

す、どこの市町村に行っても、適切な対

応が行われる状態の実現に向け、消費生

活相談窓口の常設化が達成されておりま
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せん府内８市９町における相談窓口の整

備が急がれているという状況になってお

ります。

○安藤委員長　暫時休憩します。

（午後３時　３分　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　山崎委員。

○山崎委員　では、３回目、要望も多く

させてもらいます。

　ソーシャルワークの事業は、そういう

意味では、これからの発展ということに

なると思いますので、ぜひとも頑張って

いただきたいと思います。

　それから、国保の繰り入れの話ですけ

れども、基本的には、一応減っていない

ということで、最大限の努力がここで図

られたかということであります。また、

国保会計でもやりますので、ぜひとも市

民負担の軽減に力を入れていただきたい

と思います。

　それから、保育所の安全とあわせて、

最初に言及しました、認定こども園の考

え方なんですけれども、そういった意味

で、職員の配置はしっかりされていると

いうことですけれども、認定こども園と

いうような形をとりますと、何でもあり

と言ったらおかしいんですけれども、い

ろいろ柔軟な形ということになれば、そ

ういった意味で、職員の配置などでも、

いろいろな流動性というのが出てくると

思いますので、この扱いは非常に慎重に

お願いしたいと思います。

　それから、保育料の滞納の問題では、

先ほども、税の修正申告ですとか、いろ

いろな形での減免申請もできるというこ

とを、やっぱり職員の方、ご承知いただ

いて、そういったアドバイスもしっかり

その家庭訪問の中でできるようにお願い

したいと思います。

　それから、障害者と国保と両方にわたっ

ているんですけれども、医療の還付です

けれども、これなかなかお知らせは難し

いという話も出てきましたけれども、こ

れは、結局、チェックができていなくて

お知らせができないというのか、それと

も、チェックができてるんだけれども、

お知らせするのはちょっと難しいという

ことであるのか、レセプトチェックとい

うか、受けられるけれども、受けていな

いという方がチェックできるのかどうか

を、もう一度、しっかりとお答えいただ

きたいと思います。

　それから、救急医療の関係では、やっ

ぱりしっかりその体制を、公の部分で体

制を整えていって、素早い受け入れがで

きるように、対策方、お願いしたいと思

います。

　それから、生活保護の問題では、被保

護者、保護を受けておられる方と、しっ

かりケースワーカーが寄り添って、生活

をしっかり支えていっていただきたいと

思います。

　葬儀のことは、いろいろなケースがあ

るということではありますけれども、人

生の終えんをしっかり見送るということ

の事業ですので、公の部分での対応とい

うのをしっかりやっていただきたいと思

います。

　それから、不法投棄の監視カメラのチェッ

クの件ですけれども、これは、伺います

と、結局、不法投棄に気がついたときに

だけチェックがされたということになろ

うかと思うんですけれども、定期的なチェッ

クということにはなっていないのかなと

思います。その辺、不法投棄がしょっちゅ

うあるもんではないという意味では、気

づいたときにということでも仕方ない部

分もあるのかもしれませんけれども、こ

の辺の部分も検討していただけるかどう
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か、ちょっとお聞かせ願えればと思いま

す。

　あと、経営関係、産業関係につきまし

ては、商工業の指導ですけれども、中小

企業においては、まだまだ景気は厳しい

という面もありまして、引き続き、支援

策の充実をお願いしたいと思います。

　そして、それに係って、資金融資の部

分ですね、これも、とりわけ、零細業者

にとっては資金繰り、これから年末にか

けて、融資制度というのは大変大きな役

割を果たすものでありますから、利用し

やすい制度へと、引き続き取り組んでい

ただけますようお願いいたします。

　それから、生活相談、私、多重債務の

話も絡めてお話をさせていただきました

けれども、市民が生活相談の中で、多重

債務の問題で、摂津市の窓口へ行けば何

とかしてもらえるというか、頼りになる

という窓口になっていただきたいと思い

ますし、市民がやみ金融ですとか、違法

な金融に苦しめられているということを、

しっかりと法律的な部分で指導していた

だいて、あなたが悪いわけではないです

よということを、しっかりと指導という

か、ご相談に乗っていただければと思っ

ております。

　今後、そういった意味で、新しいプロ

グラムが進展してくると思いますので、

いろいろな動きに柔軟に対応できるよう

に、生活相談ルームの体制づくりの強化

もお願いしておきたいと思います。

　以上です。

○安藤委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　監視カメラの定

期的なチェック体制ということでござい

ますけれども、先ほど申しましたように、

悪質な不法投棄につきましては、そうい

う機材を使いながら、警察と連携しなが

ら、そういう対応を行っているところで

ございます。

　チェック体制ということで、定期的と

いうことで検討はどうかということです

けれども、現在、毎日収集体制でもって

取り組んでおりますので、その中で、各

コースの担当者もおりますので、一度、

そういうところまで、定期的にチェック

できるかということは、再度、もう一度

検討してまいりたいなというふうに考え

ております。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　福祉医療に係る還

付について、きっちり数がチェックでき

るのかどうかというところですが、概略

的な、外質的なところはつかめておるん

ですが、ただ、還付の通知ということに

なりますと、やっぱり金額的なものが、

きっちりしたやつが出ないというところ

がありますので、きっちりした数字をつ

かんでいるのかどうかというところにな

りますと、つかめていないという形にな

ります。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　こちらで知らせられないと

いうことで、最後のあれあるんでしたら、

こういう制度がありますよということを、

乳幼児、それから、障害者、老人医療で

すね、三つにわたっておるわけですけれ

ども、皆さんに、できるということをやっ

ぱり、しっかりと周知をこれからしてい

ただきたいと思います。

　以上です。

　要望で結構です。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　それでは、私の方から質問

させていただきますけれども、午前中か

ら今まで、南野委員、また、山崎委員が

質問されましたけれども、重複するとこ

ろがあるかもしれませんけれども、でき

るだけ避けながら、また、関連する質問
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も含めてやっていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　まず、歳入で、決算書３３ページの、

保育所の保育料不納欠損ということで、

この件につきましては二人の委員から質

問がありました。中身について、また、

納付の要請ということで引くということ

でありますけれども、平成１７年度が４

６万６００円ということであって、１８

年度決算値が１５０万３，８００円とい

うことで、不納欠損額が提示をされまし

た。

　実に３倍に増加しているということで

ありまして、なぜ３倍になったのかとい

うことが、きっちり、明確に説明されて

おりませんので、その３倍になった理由

をまずお聞かせください。

　それと、公立、私立の保育所があって、

監査委員の決算審査報告では、公立が５

９万２千円で、７件の不納欠損があった

と、私立については９１万２千円で、９

件の不納欠損であるというふうになって

おりますけれども、この公立、私立を含

めて、この納付の要請と、収入未済額が

３，２８１万３，００８円計上されてお

りますけれども、この未済額について、

今後、そういった公立、私立を含めてやっ

ていく方法について教えてください。

　次に、３９ページの、一般廃棄物焼却

手数料ということで９，５９２万７，６

４０円ということで計上されております。

これは、事業系ごみの収集の手数料かな

というふうに思うんですけれども、ここ

にも不納欠損が７万５，２３０円計上さ

れておるということであります。この中

身について教えてください。

　それと、同じページで、再生資源化処

理手数料ということで計上されておりま

すけれども、これはリサイクル料金にか

かわる手数料かなというふうに思ってる

んですけれども、この中身について教え

てください。

　それと、６３ページの、資源ごみ売却

収入ということで、これも、同僚委員か

ら今何回も質問ありまして、大体わかっ

てきたわけですけれども、前年が１，１

４７万円、１８年度が１，５７１万３，

５９９円ということで、５０％増しです

よね。年々ふえてきておるということで

ありまして、できましたら、最新の売却

益ということで、９月末でも１０月末で

もいいんで、半年間の額は幾らかなとい

うことと、先ほど、単価設定ということ

で、競争入札をしておられるということ

で、ペットボトルの場合、６１．９５円

でキログラム当たり落札されたというこ

とでありますけれども、これの入札する

際の、何社が入札に応じたのかというこ

とと、最低、最高というか、最高が６１．

９５円だと思いますけれども、最低は幾

らであったのかなという、開きを教えて

ください。

　それと、６３ページに、生活保護法に

よる返還金・徴収金ということで１，８

４２万５，８１９円計上されております

けれども、この際、生活保護世帯の比率

は、現在、１１．９パーミルですかね、

単位的には、いうふうになってますけれ

ども、近隣各市の生活保護世帯の数を前

にお聞きしてますけれども、できました

ら、これ、委員長にお願いしますけれど

も、資料請求をお願いしたいと思います。

今ここで報告というよりも、ぜひ近隣各

市の保護世帯の数を、また資料でもって

委員の方にお知らせいただきたいと思っ

てますので、よろしくお願いします。

　それと、それに関連して、事務報告書

に記載されてます、現在の保護世帯とい

うことで、１万２，１７１人が対象であ

るということでありますし、廃止が１９
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１人と計上されていますけれども、この

廃止という意味が一つわからないんです

けれども、この生活保護世帯から、生活

保護を受けない状態になったのか、もし

くはもう亡くなったのか、どういう状況

なのかということと、要は、就労した人

の人数がもしわかるんであれば教えてい

ただきたい。

　あと、９７ページの、防犯灯設置工事

ということで、先ほど、防犯灯につきま

して、南野委員がお聞きしてましたけれ

ども、不用額が１０万７３５円も発生し

とるということで、これは、競争見積も

りの結果かなと思うんですけれども、結

構大きな金額になるんで、追加の設置と

かそういうのができるような状況ではな

かったのかと思うんですけれども、それ

について教えてください。

　それと、次に、決算書１０１ページの、

地域活性化事業補助金６６５万９，９３

３円計上されました。予算が８２８万円

だったんですけれども、この決算との差

が非常に大きいというふうに私は感じて

おるんですけれども、これを、担当課と

して、この差はどう見られているのかな

ということと、現状の地域活性化補助事

業について、どういったことが中心になっ

てやられているのかなということを、あ

わせてお答え願いたいと思います。

　次に、住基ネットのカードの件につき

まして、先ほど、発行状況についてはわ

かったんですけれども、一部、新聞等で、

住基カードの不正というのが報道されて

ましたけれども、当市において、例えば、

紛失したとか、再発行等々の件は発生し

てないのかなというふうに思いますので、

その件について、一度報告を願いたいと

思います。

　次に、１４３ページ、保育所器具費と

いうことで１０７万６，９４４円という

ことで計上されてますけれども、これは

何を購入されたのかなということと、昨

今、小学校、中学校、幼稚園、保育所等

における遊具の不良というか、事故が発

生してますけれども、当市における保育

所の遊具は点検されたのかどうかという

ことと、点検した結果がどうであったの

かということをご報告ください。

　それと、１４３ページ、同じく、母子

家庭高等技能訓練促進費２４７万２，０

００円ということで計上されてますけれ

ども、どういった技能訓練が対象であっ

たのかということをお答え願います。

　関連して、概要の７７ページに、同じ

く、母子家庭等日常生活支援事業並びに

母子家庭常用雇用転換奨励金というのが

未執行になってます。予算では計上され

ておったんですけれども、実際、使用し

なかったということですけれども、この

ことについて、どういう活動をしたのか、

しなかったのかというか、実際使われて

ないんで、どういうことで使われなった

のか、理由をお聞かせください。

　次に、概要の８２ページ、保健センター

運営事業費６，５３０万７，５７５円と

いうことで計上されておりますけれども、

執行率が７２．５％ということになって

ます。なぜこんな大きな差が出るのかと、

この理由についてお聞かせください。

　８３ページの中で、各種健康診断にか

かわることなんですけれども、そこに、

報償金と委託料という項目があるんです

けれども、例で言いますと、市民総合健

診ですと、報償金が１５万２，０００円、

委託金が９，６２３万８，８１７円とい

うことであります。本来、委託すれば、

すべてそこにお任せすることになるはず

なんですけれども、なぜこの報償金とい

う別な人が介在してこの事業が行われて

いるのかなという意味合いについてお聞
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かせください。

　同じく、８３ページ、健康せっつ２１

推進事業ということであります。

　ここに、健康せっつ２１推進事業中間

報告ということで、立派な報告書が出さ

れました。まさに、事細かく、全庁的に

わたって、すべての活動を事細かく、本

当にきっちりと記入され、評価もしなが

ら、また、課題もきっちり述べられて報

告されています。本当に私も楽しみに待っ

てたんですけれども、きっちり出してい

ただきまして、これは大いに評価をした

いと思ってます。

　その中で、質問させていただきますけ

れども。

　この中で、健康づくり推進リーダーと、

健康体操推進リーダー養成講座をされて

いたんですけれども、それの現在の修了

者数ですか、講座の受講者数と、今後の

展開について、取り組みについて、どう

されていくのかということをお聞かせく

ださい。

　それと、ウオーキングコースをつくら

れたんですけれども、実際、市主催の活

用があったのかどうか。

　それと、健康づくり推進協議会という、

ここに委員名簿があるんですけれども、

こういう人たち、実際、具体的にどういっ

た形で活動されているのかということも、

あわせてお聞かせください。

　次に、概要の８８ページ、温暖化対策

事業ということで、先ほど、南野委員が、

環境家計簿ということで聞かれてました。

温暖化対策の事業の中身は、温暖化対策

の中の環境家計簿ということであったん

ですけれども、それ以外にもたくさんの

温暖化対策をやっているんではないかな

と思ってますし、我々議員も、クールビ

ズで、職員の方も含めてクールビズをやっ

たんですけれども、それ以外にもたくさ

んの温暖化対策事業をやったと思うんで

すけれども、総括的に、どういったこと

をされたのかということをお答え願いま

す。

　８９ページ、斎場の補修事業というこ

とで、先ほど、山崎委員が聞かれたんで

すかね、ということで、わかりましたん

で、特に、火葬炉については、過酷な条

件で使用されてますので、日々の点検と

長期的な視野に立った補修計画というの

をきっちり立てながら、ぜひ事故のない

ようにしていただきたいということで、

これは要望しておきますので、ぜひきっ

ちりと補修計画もつくってやっていただ

きたいと思います。お願いしておきます。

　次に、概要の９１ページ、ごみ減量対

策事業ということで、これ、報償費の中

で２，９７８万６，９９０円計上されて

ますけれども、この概要のところに、内

訳で、ごみの減量推進員と再生資源化推

進に報償費をお支払いするということに

なってますけれども、実際、どういった

方に、どういった形で、この２，９７８

万６，９９０円が払われているのかなと

いうことを教えてください。

　それと、機械器具費の内訳２４０万円

でしたかね、計上されていますけれども、

何を購入されたのかということで教えて

ください。

　それと、概要の９４ページ、環境セン

ター光熱水費９，４５５万６，３４１円

ということで、対予算１０％減というこ

とになっております。これ、当然、ごみ

が減量したからということかなというふ

うに感じておるんですけれども、光熱水

費の内訳、電気、燃料、ガスなのか重油

なのか、水道等々あるんですけれども、

その費目別の料金と、原単位がどうなっ

たのかということを教えてください。

　次に、９７ページの、市民農園設置事
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業ということで、市民農園の現状の数と、

耕作者数といいますか、それと、これの

応募といいますか、それと、申し込みの

状況とか、たくさんの要請があるのかど

うか、その辺も含めて、状況についてご

報告お願いします。

　最後ですけれども、指定管理者制度に

関することなんですけれども、１８年度

のこの決算から、指定管理者の実際の数

字が上がってきたように思うんですけれ

ども、摂津市の施設管理公社に指定管理

料として１億５，４３９万７，０００円、

決算値で上がってきとるんですけれども、

予算が１億７，１４１万２，０００円だ

と思うんですけれども、この差はなぜか

なということと、先ほどの保健センター

もそうですけれども、９，００５万円に

対して６，５３０万円ということで、こ

れだと２，５００万円ほどの差があるわ

けですけれども、この指定管理者に対す

る契約の仕方というのが非常に見えにく

いんですけれども、この差が出ている、

保健センターはまた別途聞きましたけれ

ども、施設管理公社についても２，００

０万円ほどの差が出ているということで、

そういった契約の中身についてお聞かせ

願いたいということと、やっぱり指定管

理者制度というのは、コストを削減する

というのが命題でありましたけれども、

２２~３年ですか、すると、競争入札に

なるという状況が出てくるんですけれど

も、そういった観点を踏まえて、２年だっ

たんですかね、２０年度で３年目に入る

と思うんですけれども、どういうとらま

え方をされているのかということをお聞

かせください。

　以上です。

○安藤委員長　答弁を求めます。

　北埜参事。

○北埜福祉総務課参事　委員からのご要

望のあります、近隣等の保護率等の数字

につきましては、直近の７月末現在ので

よろしいでしょうか。その分だけしか今

手元にございませんので、その分を、後

ほど、またお渡しさせていただくように

します。

　それから、廃止の件でございますが、

この廃止というものは、当市における生

活保護の必要性がなくなった、自立され

たという方がおられるということと、委

員さんが懸念されておられます、死亡さ

れて廃止という方もおられます。

　この、死亡されて廃止となりましたケー

ス数が２５件。それから、私どもの市か

ら他市の方へ移管になったり、ご自身で

出ていかれたという方がおられるのが４

７世帯、そして、開始の原因としまして、

世帯主、世帯員の方が疾病で保護適用に

なったけれども、世帯員、世帯主の方が

傷病治癒されて、自立できるような状態

になりましたということで、保護の廃止

になりましたのが３９件。それから、働

き手の方が、高校を卒業されたり、中学

校を卒業されたりとかいう形の部分の中

で、また、母子の方が就労されたという

ことでの、収入の増加ということで、１

９世帯の廃止、それから、働き手の転入

というのは、母子世帯の方がまた再婚さ

れて、無事、自立されたという世帯等が

５世帯。それから、社会保障制度の年金

等々が遡及受給されまして、そういう社

会保障制度の他法の活用により自立しま

したケースが８世帯ということで、計１

４３世帯という形で廃止になっておりま

す。

○安藤委員長　制度の受給率ですね、直

近の７月で、資料の方は後から出してく

ださい。お願いします。

　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　保育料の滞納、
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過去の不納欠損の額で、平成１７年度決

算に比べて、平成１８年度決算の額が３

倍にふえているのはなぜかということの

ご質問にまずお答えします。

　不納欠損処分に当たりましては、徴収

権の消滅時効の５年経過したものが条件

になりますので、５年たったものから不

納欠損処分されることになります。

　昨年に比べて多かった理由については、

５年経過した件数なり、金額が大きかっ

たということしか説明できませんが、考

えられるのは、１件で大きな滞納があっ

たということが考えられますので、今回

はこのような形になっております。

　そして、今残っている滞納について、

どのような努力をしていくのかというご

質問でありました。

　これにつきましては、さきの定例会の

一般質問にお答えしましたし、先ほどの

山崎委員の答弁でもお答えしましたよう

に、我々としては、努力を続けていくし

かないと考えておりますが、先ほど申し

ましたように、払えない方については、

分納などの方法で払っていただくように

努力させていただきます。払えるのに払

わないという部分につきましては、いろ

いろな方法を現在検討しております。

　他市でやっておられるようなやり方と

いうことで、法的手段をとられている市

の資料なども取り寄せて研究もしており

ます。

　また、政策推進課の方で音頭をとって

いただきまして、各課で持っております

このような滞納でありますとか、不良な

債権につきまして、一度、全課で集まっ

て、勉強会を開いたり、研究会を開くと

いうようなことも聞いておりまして、そ

れが今月中に開催されると聞いておりま

すので、我々としても、そのようなとこ

ろへ出席いたしまして、納税等でスキル

を持っておられるような方からいろいろ

なご指導をいただきながら、この保育料

の滞納問題について臨んでいきたいと考

えております。

○安藤委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　不用額が出てい

るということで、防犯灯の追加の設置は

どうかというご質問ですが、防犯灯、１

８年度につきましては、設置灯数が４７

灯でございます。その内訳が、関電柱に

取りつけの２０ワットの分が２７灯、そ

れから、関電柱の３６ワット取りつけが

３灯、それから、ＮＴＴ柱の２０ワット

取りつけが９灯、ＮＴＴ柱の３０ワット

取りつけが１灯、あと、電柱ではなしに、

小・中学校取りつけの２０ワットが６灯、

それから、あと、集会場に３６ワット取

りつけが１灯の内訳でございます。

　自治会長さんの方から、各防犯灯の申

請は、毎年４月２９日の総会のときに申

請書をお渡しして、一応、５月末までの

期限でお願いしております。一応、前期

と後期に分けておりまして、後期につき

ましては、２月、３月ごろに後期の申請

を受け付けしておるというふうなことで、

一応、二段構えで申請は受け付けしてお

るということでございます。

　それと、次に、指定管理者の施設管理

公社との契約の仕方と、その決算額の差

でございますが、ちょうど１８年度から、

福祉会館の閉館とかございまして、それ

と絡みまして、ふれあい広場だとか文化

ホール、正雀市民ルーム、文化ホール等々

の電気、水道、ガスが、１７年度は、個

別に市で単独で予算を組んでおりました

が、全部それが、１８年度は委託料に乗っ

かってきたというようなことになるんで

すけれども、委託料の差が、１７年度と

比較しまして１，７００万円の減という

ことになっております。これは、施設管
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理公社等が努力していただいた分と、あ

と、福祉会館の閉館に伴っての減がござ

います。

　その内訳といたしましては、施設管理

公社の、高齢者が２名退職されまして、

２名不補充という形でさせていただきま

した。ただ、１８年度につきましては、

１７年度は派遣職員が１名ございまして、

その方の派遣の引き上げがございまして、

１８年度には派遣職員がなくなったとい

うようなこともありましたので、公社職

員１名を採用いたしました。その差が２

６０万円ほど、人件費出ております。

　それと、福祉会館閉館に伴う電気代の

基本料金等の差額が４００万円ほど出て

おります。

　それから、福祉会館の場合は、４階の

建物でございますので、エレベーター等、

保守点検だとか警備等の費用が大分削減

されまして、８５０万円ほど減ってきて

おるということでございます。

　それと、あと、センター事業等々精査

させていただいて、それで１００万円ぐ

らいというようなことと、あと、文化ホー

ル事業で、講座関係で８０万円ほど差額

が出ております。その分で委託料の減に

なっておるわけでございます。

　この減につきましては、協定書の中で、

一応、指定管理料の精算という項目がご

ざいまして、その中で、年度終了後、６

０日以内に、甲に対して指定管理料の精

算をしなければならないというようなこ

とで、精算をさせていただいているとい

うことでございます。

○安藤委員長　水田次長。

○水田生活環境部次長　３９ページの、

一般廃棄物処理運搬手数料に係ります、

不納欠損額の７万５，２３０円の内容と

いうことでございますけれども、まず、

この一般廃棄物処理運搬手数料といいま

すのは、臨時ごみとしまして、例えば、

引っ越しごみとか、家庭の中で掃除した

ときに排出されるごみを、臨時的に収集

するものでございまして、１０キロまで

ごとに１８０円という料金をいただいて

おります。

　不納欠損分につきましては、やはり平

成１３年度の臨時ごみの手数料の未収入

というものでございまして、これが不納

欠損ということで計上させていただいた

ところでございます。

　それから、同じく、再資源化処理手数

料の内容ということでございますけれど

も、これは、リサイクルプラザの方へ、

資源の持ち込みがございます。それの手

数料でございまして、例えば、缶とかび

ん、ペットボトル、ダンボール等の資源

を持ち込まれるわけでございますけれど

も、その中には、やはり剪定枝も当然あ

るわけですけれども、それの１キロ当た

り６円で手数料をいただいているもので

ございます。

　それから、６３ページの、売却収入の

中で、平成１９年度、一番最新の数字は

あるのかどうかということでございます

けれども、９月までは、ちょっと若干ま

だ拾っておりませんけれども、１９年の

８月現在でご答弁させていただきたいと

おが、びん、缶、それからペットボトル、

古紙類等々含めました中で、８月末現在

で、総排出量が６２万４，０４０キログ

ラムで、売却金額が、８月現在で、４１

５万９，６４５円となっております。

　それから、ペットボトルの売却に係り

ます、入札での単価の開きといいますか、

内容でございますけれども、これは、５

社でもって指名競争入札させていただい

ております。一番高いのが、先ほど申し

上げました６１．９５円です。一番下の

額が２６円となっております。
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　それから、概要の９１ページの、報償

費の内容でございますけれども、金額が

２，９７８万６，９９０円という内訳で

ございますけれども、まず、廃棄物減量

等推進員さんが市内におられます。もち

ろん、自治会の中から選出された委員さ

んでございます。その方が、１年間、ご

み減量に向けて、啓発、あるいはそうい

う取り組みにご協力いただいておりまし

て、その方に対します記念品ということ

で、図書券を購入して、お渡ししている

というものでございまして、１８年度に

おきましては、１３１名の推進員さんが

おられまして、それに対します、一人当

たり２，５００円、金額は３２万７，５

００円となっております。

　それと、再生資源集団回収協力金とい

うのがございまして、資源の回収を登録

していただきまして、その集団の回収に

対します協力金ということで設けさせて

いただいております。団体につきまして

は、自治会、こども会、老人会がござい

まして、毎年登録していただきまして、

その集団回収をお願いしているところで

ございます。

　その集団回収していただきましたキロ

に対しまして、各団体に５円の協力金を

お渡ししているということで、１８年度

におきましては１０３団体ございます。

それで、トータル排出量が３７０万６，

２２２キロで、５円掛けさせていただき

ますと１，８５３万１，１１０円となっ

ております。

　それから、それにもう一つ、その集団

回収に対しまして、業者が回収している

わけでございますけれども、その業者に

対しまして、同じくその排出されたキロ

に対しまして２円の単価を支払っており

ます。それが７４１万２，４４４円となっ

ております。

　それから、次に、事業系の紙資源の回

収の助成金もございまして、これも、事

業から排出されます紙資源に対しまして

助成するということでございまして、こ

れが、回収量が４３万３，３３０キロに

対まして、３６２万１，５００円となっ

ております。

　それから、もう一つ、ごみ減量啓発事

業の中で、もう１点、報償費いうのがご

ざいまして、それが１万２，０００円と

いう額なんですけれども、これは、ごみ

減量の環境美化ポスターの毎年応募して

いただきまして、それの入賞されました、

最優秀賞と優秀賞の方４名に対しまして

の記念品ということで、これも図書カー

ドですね、それをお渡ししているのが１

万２，０００円と。トータルいたします

とその報償額になろうかと思います。

　それから、もう１点、同じく、機械器

具費の４２２万１，０００円の内容でご

ざいますけれども、これは、リサイクル

プラザの中で、剪定枝をチップ化、今現

在しております。そのチップ化をするた

めのチッパーシュレッダーといいますか、

破砕機と、それから、まきを割りますま

き割機がございます。破砕機につきまし

ては、３５８万５００円、それから、ま

き割機が６４万５００円ということで計

上させていただいています。

○安藤委員長　萩原参事。

○萩原自治振興課参事　地域活性化事業

補助金の当初予算は、決算との差が大き

いとのことでございますが、地域活性化

事業補助金につきましては、補助金交付

要綱により、各校区連合自治会の限度額

を決めております。補助額につきまして

は、均等割額が１校区４５万円、１世帯

当たり９０円の世帯割額としており、各

校区におきましては、限度額の範囲内で

事業内容を精査していただき、申請して
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いただいております。

　未執行額１６２万６７円につきまして

は、各校区におけます事業内容の精査と、

１小学校区の未執行によるものでござい

ます。

　現状の活性化事業はどういう中身かと

いうことでございますが、平成１８年度

は、１１小学校区連合自治会におきまし

て、３０の活性化事業が実施され、延べ

１万７，２９７人の参加がございました。

補助金交付額は６６５万９，９３３円で、

そのうち、防災に関する事業は７事業、

１１０万２，１７６円、セーフティーパ

トロール隊による防犯に関する事業は１

０事業で、２６９万５，２４６円となっ

ており、防災、防犯に関する事業数及び

補助金交付額は、ともに約５７％となっ

ております。

　このように、地域活性化事業補助金は、

本市の重要施策の一つであります、安全・

安心なまちづくりに活用されることが多

くなってきており、より効果的な事業に

なってきているものと評価しております。

　ちなみに、平成１８年度の事業の内訳

でございますが、環境の改善に関するも

のが５件、８０万６，７８７円、防災関

係が７件でございまして、先ほど申し上

げましたとおり１１０万２，１７６円、

防犯関係、１０件で２６９万５，２４６

円、健康増進に関するものが３件で、２

７万９，７７０円、青少年健全育成に関

するものが１件で、１９万１，７０５円、

その他の事業が４件で、１５８万４，２

４９円となってございます。

○安藤委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　決算概要９４

ページの、環境センター費の光熱水費の

内訳でございますが、電気代、上下水道

代、井戸水の下水道代、ＬＰガス代でご

ざいまして、電気代につきましては、そ

の使用量が６６４万８，５５０キロワッ

ト、金額が８，２０６万５，１９６円、

上下水道代につきましては、使用量が１

万５，１６９立方メーター、金額が９４

１万７，０５５円、井戸水の下水道代が、

その排水量が１万１，７５６立方メーター、

金額が３０２万４，２３１円、あと、Ｌ

Ｐガスの使用量が６０．５立方メーター、

金額が４万９，８５９円でございます。

　トータルしまして、光熱水費としまし

て９，４５５万６，３４１円でございま

す。

　この電気使用料が減になりました理由

は、ごみ焼却量の減によります、施設の

稼働時間が減ったことによるものでござ

います。

○安藤委員長　浅井参事。

○浅井市民課参事　住基カードのご質問

でありますが、先ほど、各年度の発行交

付件数を申し上げましたが、本年１０月

末までの延べの発行件数については、８

７３枚ということに相なっております。

　そのうち、廃止件数は、延べで９６件

ということで、現在、有効な住基カード

は７７７枚というふうに相なっておりま

す。

　廃止された件数の内訳でありますが、

そのうち、転出による廃止としましては

７１件、死亡された方が１２件というこ

とで、残りの１３件が紛失あるいは盗難

等で廃止をされたという、その他もろも

ろの件数が１３件ということでございま

す。紛失をされたから、再発行をすると

いうことにつきましては、不正な手続を

防止するというために、平成１６年８月

から国の通知がありまして、再交付する

場合の厳格化、厳しくするということが

通知されております。それは、なくした、

あるいは盗難に遭ったという場合、必ず

警察署への届け出をする手続が義務化さ
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れまして、そういった届け出をしていな

ければ、住基カードを再交付できないと

いうことになっております。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　では、こども育

成課にかかわる部分についてご説明させ

ていただきます。

　児童福祉施設費の、保育所器具費１０

７万６，９４４円の内訳でございますが、

すべて保育所で使っております備品が壊

れて、取りかえたものでございます。一

番大きいものといたしましては、ゼロ歳

児クラスのエアコンが、９月のまだ暑い

時期に壊れまして、至急取りかえなけれ

ばいけないということになりまして、こ

れが５９万９，５５０円いたしておりま

す。

　そのほかにつきましては、例えば、室

内滑り台ですとか、あるいは子どもの着

替えや用品を入れています個人ロッカー

ですとか、あるいは子ども用の保育のテー

ブルですとか、そういったものに対して

支出を行っております。それが、すべて

合わせますと１０７万６，９４４円とい

うふうになっております。

　次に、保育所の遊具に点検についてで

ございますが、平成１６年に一度、園庭

の遊具につきまして点検を行っておりま

す。そのときには異常はございませんで

した。

　このところ、遊具の故障があちこちで

事故が言われておりますので、平成１９

年１０月に、業者の方による点検を行い

ました。

　その結果でございますが、緊急に使用

してはならないというようなご指摘はど

こにもございませんでした。

　ただ、幾つか、修繕について指摘がご

ざいましたので、現在、どこまで、どう

いう形でやっていくのかということにつ

いて検討し、計画をつくっている段階で

ございます。

　日々につきましては、職員が子どもた

ちの安全のために点検を行っておりまし

て、そのためのチェックリストについて

も作成を行っているという段階でござい

ます。

　続きまして、母子家庭高等技能訓練費

給付金についてでございますが、平成１

８年度は、準看護師の資格をとられる方

３件に対まして、各８か月分を支給いた

しております。１か月１０万３，０００

円ずつの支給でございますので、延べ２

４か月で２４７万２，０００円という形

になっております。

　それから、母子家庭等日常生活支援事

業、また、常用雇用転換奨励金事業につ

いて、未執行であったというような状況

についてでございますが、まず、母子家

庭等日常生活支援事業につきましては、

制度化そのものがずっと課題になってき

た事業でございます。１８年度に、ひと

り親家庭自立促進計画の策定を行いまし

て、その段階で、策定委員の皆様に、い

ろいろな形で事業についてのご検討をお

願いしてまいりましたので、そこででも

いろいろなご意見をいただきまして、やっ

と１８年度末にこの事業の実施要綱がで

き上がり、制度ができたというような状

況でございます。

　１８年度中には、まだどなたも利用が

なかったということでございますが、１

９年度につきましては、現在のところ、

まだ少ないですけれども、登録が２件あ

りまして、１件利用があったということ

でございます。

　この事業ですが、ひとり親家庭の方に、

一時的に生活援助が必要な場合ですとか、

あるいは生活環境の激変で、日常生活を

営むのに支障が生じているような場合に、
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ヘルパーを派遣して、家事や食事の世話

などの日常生活のお手伝いをするという

ものでございまして、社会福祉協議会に

委託をして実施をするという事業でござ

います。

　また、これに、同じような制度で、大

阪府の制度がございまして、大阪府の方

では、母子寡婦福祉連合会に委託をして、

ひとり親の方にヘルパーの派遣をしてい

るというような状況がございます。そち

らの方の利用もあわせて、ご希望のある

場合には案内をしているというところで

ございます。

　常用雇用転換奨励金事業でございます

が、これは、平成１５年度から制度化は

されておりますけれども、大阪府下の中

でも、今までにまだ１件しか利用実績が

ないという事業でございます。

　この事業につきまして、ひとり親家庭

の自立促進計画策定委員会でもご説明を

させていただきましたが、そのときに、

商工会からお見えになった方が、こうい

う事業があるのかということで、いろい

ろとお話もさせていただいたんですけれ

ども、ＯＪＴをつくってやっていくとい

うようなこともありまして、いろいろと

制約が多いというようなことから、なか

なか事業の実施に結びつかないというよ

うなところがございます。

　また、この事業につきましては、母子

家庭の方を常用雇用に移行させたような

場合に、１件につき３０万円というのを

補助するということになっておりますけ

れども、似たような事業といたしまして、

特定休職者雇用開発助成金という国の制

度がございまして、こちらですと、雇い

いれ後、１年間に支払った賃金に相当す

る額として、国が定める額の３分の１か

ら４分の１を補助するというようなこと

になっておりまして、また、そちらの方

の利用もあるというふうに聞いておりま

す。

　ですから、この制度自体、非常に利用

しにくいというところはございますけれ

ども、また、今後、いろいろな形で、事

業主の方にもご案内をさせていただきた

いというふうには考えております。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　まず、保健セン

ターの費用の執行率でございますが、ま

ず、財団法人摂津市保健センターで、保

健センター事業という中で、保健事業の

ほかに、訪問看護ステーション、居宅介

護支援事業所、通所介護支援事業所等の

収入を伴う事業も実施しております。

　こちらも含めて、財団法人摂津市保健

センターとしての会計上のことでござい

ますが、財団法人摂津市保健センターは、

実費弁償方式をとっております関係で、

法人会計に剰余金は積み立てることがで

きないということで、戻入額が大きくなっ

ているものでございます。

　それと、あと、次に、市民総合健診の

委託費と報償金との関係でございますが、

報償金は、市民健診そのものは、保健セ

ンターや医師会に委託して実施していた

だいているものでございますが、その実

績の分析をいたしております。その分析

費用の報償金が１５万２，０００円とい

うことでございます。

　それから、次に、健康せっつ２１の中

間報告書の中で、健康体操指導者講習会

の受講者数と今後の展開についてでござ

いますが、平成１８年度の受講者数は１

５名、平成１７年度が２１名という状況

でございます。本年度も、また、近々リー

ダー講習会を実施する予定にしておりま

す。

　その状況の中で、修了者の方がいきい

き体操の会という自主グループをつくっ
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てくださいまして、この中間報告書には

３１名の方が活発に活躍されというふう

に書かせていただいておりますが、地域

で健康体操の指導や介護予防の指導等に

活躍をしていただいているところでござ

います。

　それから、市主催のウオーキングコー

スの活用の件でございますが、まず、ウ

オーキングコースを設定いたしましたと

きに、オープニングセレモニーというこ

とで北コースを、それから、その翌年６

月に南コースのウオーキング大会を実施

いたしました。

　それから、昨年の健康まつりで、また、

北コースのウオーキングを市民とともに

活用したわけでございますが、保健セン

ターや、昨年は国保年金課が主催でやっ

ていただいたわけですが、そのような大

きな大会という形では３回でございます。

そのほかに、健康せっつ２１のリーダー

講習会やさわやか食の会等、リーダー養

成等々で、その都度、できるだけ活用し

ているということと、それから、生涯学

習関係の体育指導員さんたちの活用等も、

また、市民団体の活用等もいただいてい

る状況でございます。

　次に、健康づくり推進協議会の活動状

況でございますが、健康づくり推進協議

会は、親協議会と申しますか、協議会と

その下に保健調査部会、歯科保健部会、

判定部会という三つの部会を持っており

ます。この保健調査部会の方で健康せっ

つ２１の中間評価等の審議をしていただ

きました。

　歯科保健部会におきましては、乳幼児

歯科健診や成人歯科健診、高齢者歯科健

診等の実施に係る事業の検討をしていた

だいて、ご協力を賜っております。

　また、判定部会の方は、市民健診の、

その方が要医療の状態であるかとか、要

指導の状態であるかとか、要経過観察の

状態であるかというような判断基準等を

検討していただいておりまして、また、

保健センターで実施してます市民健診の

心電図の判読だとか、そのようなことで

ご協力を賜っているという状況でござい

ます。

○安藤委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　温暖化対策の取り

組みについてのご質問でございますが、

この事業は委託事業でございまして、目

的としましては、温室効果ガス削減を目

的に、本市と市民環境ネットせっつ及び

事業の委託先でございますグローバル環

境文化研究所及び地球温暖化防止活動推

進員、一般市民、企業などに呼びかけま

して、摂津を冷やせ－ＣＯ２－９％削減

プロジェクトと称して、平成１８年度よ

り市単独事業として実施しております。

　主な事業項目としましては、摂津エコ

アクション、環境家計簿事業の推進、こ

れを除きましては、Ｅライフ講座、これ

は、地球温暖化防止やヒートアイランド

現象の現状及び府や市の取り組みを学び、

また、地域レベル及び市民レベルの取り

組み等を学習することで、私たちのでき

ること、協働で取り組めることを考える

ことを目的とした、講座を３回シリーズ

として開催しました。

　また、摂津を冷やせ－北大阪打ち水大

作戦と称して、これは平成１７年度から

実施しておりますが、ヒートアイランド

対策の普及対策を進める上での呼び水と

なるように、北摂各市と連携を図り、市

民団体や地元ＮＰＯ等と、打ち水による

ヒートアイランド対策の検証を効果し、

摂津の夏の風物詩として、平成１８年、

１９年度においては、摂津まつり会場で

打ち水を実施しました。

　あとは、Ｅライフミーティングと称し
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まして、これは、情報交換会、対象者は

環境家計簿の参加者でございますが、そ

の方々との情報交換会及び基調講演も実

施しました。

　あとは、年度末に実施しておりますが、

Ｅライフ発表交流会、これも、環境家計

簿の参加者が対象者なんですが、そのと

きに、ＣＯ２減量買い物ゲーム及び環境

家計簿推進事業の取り組みの公表やまと

め、あとは、認定証を授与いたしました。

　あとは、本市の取り組みなんですけれ

ども、本市においては、全公共施設を対

象とした温室効果ガスの排出抑制のため

の実行計画、午前中も答弁申し上げまし

たが、昨年１１月に、第２期計画、摂津

エコオフィス推進プログラム２を作成し

まして、平成１７年度の実績値を基準年

度とした、全庁的に温室効果ガス削減に

取り組んでおります。

　このプログラム２の内容でございます

が、まず、市の事務及び事務活動におい

ては、排出される温室効果ガスが廃棄物

焼却に伴う排出ガスがメインでございま

して、ごみの焼却量に大きく影響を受け

ております。

　１７年度の実績値で見ますと、温室効

果ガスの総排出量の約６０％においては、

ごみ焼却におる排出ガスが占めておりま

す。

　１８年度の実績としましては、１７年

度比においては、電気使用料は２．６％

の削減、ＣＯ２では、ごみ焼却を含めま

すと、２万４，０００トンの排出量でご

ざいまして、１７年度比においても、こ

れも２．６％の削減となっております。

　ごみ焼却を除けば、約９，７００トン

の排出量でございまして、１７年度比に

おいては１．４％の削減となっておりま

す。

　今後も、市の公共施設からＣＯ２削減

を目標に、全庁挙げて取り組んでまいり

たいと考えております。

○安藤委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　そうしたら、市

民農園についてのご質問がありましたの

で、ご答弁させていただきます。

　摂津市は、平成４年４月から、摂津市

市民農園設置要領に基づきまして、農園

利用様式という、摂津市独自の方法で農

業者と農地の委託契約をしまして、その

土地の資産税分を農業者に支払い、農地

については、農地の現状のまま借り受け

て、団体の方に、１年契約とするという

ことで契約しております。

　ご質問の、現状の数と耕地面積なんで

すけれども、現状の数につきましては、

平成１４年から、設置箇所、市内７か所

です。７か所の中で、団体数２５団体、

これは、もう平成１４年から変わってお

りません。

　それと、応募につきましては、団体貸

し出ししてるんですけれども、継続とい

いますか、団体の方から、やめるという

ような声が聞こえてこない限り、新たな

募集は、今のところ、そういう募集は行っ

ておりません。

　ただ、電話等でも、団体やけど、貸し

てほしいというような問い合わせもない

のが現状でございます。

　申請につきましては、３月初旬から３

月の２０日、この間に、この設置要領に

基づきまして、団体の方から、使用許可

書、これをいただきます。使用許可書の

方には、団体名、どこの農園の方を貸し

出しか、所在地を書いてもらって、希望

面積等を書いて、どのような使用を計画

するかという計画書、４月から１０月、

１１月から３月、前期、後期、この計画

書をいただいて、それに基づきまして、

使用許可書を４月の１日もしくは２日、
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新年度になってから使用許可書を渡して

おります。

　団体に貸し出ししておりますので、団

体の中で応募者を募って、抽せんとかい

うのをしておられるのが現在状況でござ

います。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　まず最初に、保育料の不納

欠損につきまして、再度質問しますけれ

ども。

　５年前の未済額が、１８年度で不納欠

損という形で処理されてますということ

であります。

　なぜ３倍になったかと聞きましたけれ

ども、これは、摂津市のルールとして、

納めることになってますよね、必ず保育

料は。それを納めてくれない人がいると

いうことであって、それがほったらかし

というか、いう格好になっとったんでは

ないかなということでは、結果的には。

それが、やはり担当者によって変わっと

るんじゃないかなという懸念もあるわけ

です。

　これがやっぱり庁内的にマニュアル化

されていて、絶対納めていただくんだと

いうことであれば、この不納欠損は発生

しないだろうし、今後も発生しないだろ

う。これが、過去からずっとこういう形

で不納欠損があるわけではないだろうし、

ここにきてこういう３倍にふえたり、変

化するということはおかしい。これ、や

はり全庁的にマニュアル化されていて、

きっちり催促にいくんだということであ

れば、こういうことは発生しないんでは

ないかなと思って、まさに今、社会保険

庁でいろいろな問題が起きてますけれど

も、結果、私から見ると、同じような体

質ではないかなということを疑わざるを

得ないんです。やはりきっちり納めてい

ただくことは納めてもらうようにしない

と、こういう不納欠損という形で計上さ

れてしまうと。

　やっぱりそれは、当然これは市の方針

として、きっちりそういうことを、全職

員に対して指示しない限り、その担当者

任せになっているんではないかなと懸念

をするわけです。やはりそのことがこう

いった形にあらわれてきてるんではない

かなと思ってますので、これはやはりこ

のことに対して、もう１９年度は発生し

ませんよということを確約してもらわな

いとだめだし、そのことについて、担当

課もしくは部長の方からお答えいただき

たいと思ってます。

　次の、ごみにつきましては、一応そう

いう形でわかりました。

　ただ、ごみ売却収入ということで、単

価設定ということで、これ市場相場制と

いうか、地方公共団体がこの市場相場制

で物を売るというのは、極めてまれなこ

とではないかなと思とんですけれども、

普通は条例で単価を決めて、公共料金と

いうのは決めてますけれども、こういう

市場経済に基づいて、相場制で単価が決

まるというのは、ごくまれなケースでは

ないかなと思ってますけれども、これが

妥当な値段ということは、今、５社で競

争入札をされているということでありま

すけれども、このことが妥当かどうか、

我々議員もきっちり検証していかなけれ

ばならないんですけれども。

　今回、ペットボトルの収集が移管され

ますよね。この量についても、きっちり

補足できるのかどうか、推移をきっちり

見ていかないと何とも言えないんですけ

れども、また、このことについては、今

後も検証していきたいと思ってますし、

この売買というものが、地方公共団体の

中でどういう単価が、設定が、こういう

市場相場制でいけるのかどうかというこ
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とで、我々議員はどういう介入をしたら

いいのか、ちょっと僕自身もわからない

んですけれども、商売をしてええのかど

うか、そのことも、ちょっとこれから検

証していきたいと思いますので、まず、

そのことについて、今後もまた進めてい

きたいところです。

　きょうは、きょうの答弁で結構でござ

います。

　地域活性化補助事業、差額がありまし

たということです。１小学校が未実施だっ

たということですけれども、これなぜ未

実施だったのか、そのことについてお聞

きしたいのと、これは、地域活性化事業

補助ということは、当初、３年の時限立

法でスタートしとって、結果的に、非常

に好評であったために、ずっと延長して

きているわけですけれども、今後も続け

ていくということでしょうし、ただし、

こんなに差額が出るということは、ＰＲ

が足らないんではないかなということと、

縛りがきついのか、やっぱりもっと使い

やすい補助事業ということに、地域の活

性化のための補助事業ということである

んであれば、もっと使いやすいようにし

ていくべきではないかなというふうに思っ

てますので、そのことも含めて、今後の

取り組みについてお答えいただきたいと

思ってます。

　それと、住基カードについては、やは

り紛失が１３件あったということであり

まして、再交付については、そういった

厳しい、警察の届け出の書類が要るとい

うことで、それでもって再交付されてる

ということで、不正を防止されていると

いうことが確認できましたので、結構で

ございます。

　保育所の器具費ということと、遊具の

点検ということでお尋ねしましたけれど

も、平成１９年１０月、点検したところ、

緊急な指摘はなくて、今のところ、事故

のおそれはなしということでありました。

そのことをきっちり聞かせていただきま

したので、安心して、我々議員の役目も

一応これで果たせたかなと思ってますの

で。これをしてなかったら、もし事故が

起こったら、議員は何してんやと言われ

るんで、一応、きょうのところでは、点

検した結果、異常はなしということでご

ざいますので、それは報告どおり受けと

めておきます。

　次に、母子家庭の件で、高等技能訓練

促進費ということで、準看護師の講習に

行かれたということでありまして、結果

は、資格取得されたんですかね。

　次に、保健センター並びに健康にかか

わる、もうまとめて質問しますけれども。

　保健センターの指定管理料が６，５３

０万円であって、予算と２，５００万円

の差が出ているということであります。

これは、保健センターの中で訪問介護事

業をして、そこで収入があるんで、予算

との乖離ができましたということであり

ます。これは、毎年、予算と決算と差が

あるんですよね。そのことが通常化して

おるということは、予算がだから余るわ

けですよ、２，５００万円も。ことしは

２，５００万円未執行になりました。こ

の２，５００万円の予算があれば、ほか

に事業ができるんではないかなと思うん

ですよ、私は。だから、もっと予算をきっ

ちり精査しながら予算設定をしないと、

こんなあいまいな予算ではだめなんでは

ないかなというふうに、この決算状況を

見て言えるんです。２，５００万円って

大きなたくさんの事業ができますよ。

　そういったやっぱりきちっと精査をし

た中でのこの指定管理料にしないと、毎

年この２，５００万円の差が出ますとい

う、見込み予算を立てられたんでは、非
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常に財政厳しい中で、たくさんほかにや

りたい事業がある、遠慮しとる中でこん

な余ってこられると、終わってからでは

もう何にも言えないんで、やはり予算設

定段階でそういったことが必要ではない

かなということで申し上げておきます。

　それと、各種健康診査、報償金と委託

料について聞きましたけれども、これは、

市民総合健康診査のところで報償金が１

５万２，０００円であって、これは、診

査した結果をまとめるのに、その人に報

償金として１５万２，０００円を払って

ますということでしたよね。がん検診に

も同じように報償金があるんですよね。

これ検診ごとに報償金がこうずっと計上

されとるんですよ。これは、一括で頼め

ば要らないんではないかなという気もす

るわけですよ。保健センターにすべての

健康診査を委託して、保健センターでそ

ういうことをやってもらえれば、この経

費は要らないんではないかなという気も

しますし、頼むところが保健センターに

実際頼んどるわけであって、保健センター

に別途指定管理料を払っとるのに、また、

別途、この健康診断の委託料が要るとい

うことであれば、何を指定管理されてい

るのか、何を委託されているのか、非常

にわかりにくいんですよね。まとめての、

保健制度すべての健康診査をお任せしま

すということの方がわかりやすいんでは

ないかなという。これ何か理由があるこ

とでしょうし、そういう見直しも必要じゃ

ないかなと思ってます。

　そして、せっかくこういう立派な健康

せっつ２１のこの中間報告書をつくられ

て、これからいろいろな取り組みをされ

ていこうという中で、やはり健康推進リー

ダーが、１７年度、２１名、１８年度が

１５名、いきいき体操の会をつくりまし

たということで、私も、摂津の、大層が

らずに体操しようという、行きましたけ

れども、実は、この体操が、僕は、市民

体育祭で、実際やられるんかと期待して

おったんですけれども、そこも出てこな

かったんです。ウオーキングコースの活

用ということで、ことしの健康まつりも、

多分、１１日にこのウオーキングコース

を使ったイベントがあるんかなと見たん

ですけれども、何か遠いところのハイキ

ングに行くという格好にこれ掲載されて

る。せっかくつくったのに、やはり毎年、

毎年、こういった定常化するぐらいのこ

とをしていかないと、むだになるんでは

ないかなという危惧をされてますので、

せっかく、こういう実際、きっちり評価

もされて、今後の取り組みをまとめてる

中で、非常に残念な気がします。

　それと、健康づくりの推進協議会につ

いても、ここにいろいろ偉い人の名前、

先生方いっぱい書かれてますけれども、

やっぱり実行部隊は、この健康づくり推

進リーダーの皆さんが入った中でやって

いくべきではないかなと思ってます。

　それと、先般、駅前と南千里丘の開発

のまちづくりが１０月２５日に説明があ

りました。

　この中の大きな柱が健康づくりです。

やはりここの中で、このジェイ・エス・

ビーが提案されているのは、このまちづ

くりのキーワード、健康あるいは教育、

環境、福祉といったものが、世界に発信

できるようなまちづくりをしていきたい

ということを提案されておるわけです。

それに伴って、皆さんが合意された中で

今進めようとしております。

　そういった中で、摂津の健康づくりと

いうものがどういった形で進んでいくの

かということは、非常に大きなかぎを握っ

ておりますし、南千里丘だけが世界一に

なっても意味ないんです。やっぱり摂津
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全体が世界一になるような健康づくりを

目指すべきではないかなというふうに思っ

てます。

　実際、事細かく立派なことをやられと

るんですよ。しかし、やはり中にはそう

いった目で世界に発信というか、日本で

一番みたいなことの視点で健康づくりに

取り組むことも必要ではないかなと思っ

てます。

　もしそういう考えを今お持ちであれば、

ぜひご報告願いたいし、今思っておるこ

とでも結構なんで、ありましたら報告願

いたいと思います。また、１２月議会で

も聞かせていただきますので、今思って

いることだけでも結構なんで、聞かせて

ください。

　それと、温暖化対策につきましても、

今、池上課長の方から、温暖化対策の総

括的なということで、いろいろな取り組

みを紹介していただきました。

　しかし、摂津の環境対策にかかわる予

算、総額幾らですかね。３５０万円。非

常に、多いのか少ないのか言いますと、

私は少ないという気がしますし、これか

らの、この南千里丘のまちづくりの中で

も、環境というのは非常に重要なキーワー

ドになってますし、世界に発信できるま

ちをつくっていくんだということで、あ

そこだけがそりゃ環境に配慮されたきれ

いなまちであっても意味ないんです。やっ

ぱり摂津全体がそういった取り組みをし

ないと、摂津市民がやっぱり恩恵を受け

ないんではないかなと思います。

　そういった意味では、環境に携わる皆

さんが、そういった視点で環境政策に取

り組む必要があるんではないかなと思っ

てます。

　そういった意味で、そこについても、

もし、今の環境対策課の中で今後取り組

むべき摂津の環境政策というものに何か

プランがあるようであれば、お答えして

もらいたいし、もしないようであれば、

また、１２月議会でも聞きますので、そ

れまでに用意していただきたいなと思っ

てます。

　以上ですけれども、今、非常に、南千

里丘のことも含めて、環境、福祉にかか

わることを質問させていただきましたけ

れども、この件について、副市長の方か

ら、摂津の取り組むべき環境、福祉、健

康ということで、どういった方向性を目

指すのか。やはり担当ベースでは答え切

れない分もありますし、もしお答えでき

るようであればお答えをいただきたいと

思ってます。

○安藤委員長　萩原参事。

○萩原自治振興課参事　地域活性化事業

は、小学校区で組織された校区連合自治

会が行う事業に対し、補助金交付要綱に

より補助金を交付するものでありますが、

ある小学校区連合自治会につきましては、

校区内の自治会間での事業の調整が難し

いとのことで、申請を見合わせてこられ

ましたが、平成１９年度、今年度におき

ましては、防災事業として補助金交付の

申請がされております。

　それと、今後の取り組みについて、使

いやすい補助事業にしていくべきではな

いかというご指摘でございますが、現行

は、確かに、接待用湯茶類は事業費の５

％以内とか、記念品は認めないとか、用

品を購入するだけの事業は認めないとか、

ほかの補助金制度と比べて厳しいものが

あると思っております。

　ご指摘のように、今後も長く続けてい

くために、費用対効果を重視しながら、

見直せるものがあれば検討してまいりた

いというふうに思っております。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　まず、各種検診
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は、まとめて保健センターに委託しては

どうかというご提案でございますが、保

健センターの職員の状況等々を勘案いた

しまして、現在のところ、保健センター

委託のものと、それから、健康推進課が

直で、例えば、がん検診等、大阪がん予

防検診センターに委託したりというよう

な役割分担をしながらの実施をしている

というのが実情でございます。

　保健センターも休日応急診療所も非常

に手狭な中で、いろいろな健康づくり事

業を実施しておりますので、南千里丘に

移転しましたときに、また、新たな展開

が図れるのではないかとも考えておりま

す。

　また、ぜひ南千里丘では、各種検診の

充実や健康づくり等、担当課として頑張っ

てまいりたいと考えております。

○安藤委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　２回目の質問でご

ざいますが、南千里丘のまちづくりとあ

わせて、環境面をどのように市として充

実していくかという質問だと思うんです

けれども。

　メイン的には、ＣＯ２削減をメインと、

環境対策課としては考えておりまして、

その事業は、今、国では、京都議定書の

目標達成に向けて国民運動を展開されて

いると思います。

　どういう運動かと言いますと、国民が

ライフスタイルを見直して、一人、一日

で１キログラムを目指してＣＯ２のダイ

エットを推奨されておるという部分から、

ＣＯ２削減のために、我々国民一人ひと

りができることを実践しようと呼びかけ

ているものだと考えております。

　本市としましても、市民がもっとＣＯ

２削減に目を向けて、視点が行政だけで

なく、環境家計簿について、もっともっ

と取り組み者の拡大も図りながら、ＣＯ

２の削減の目標に向けて取り組んだこと

で、何かメリットがあるようなものを、

そのような方策を、今かかわっておられ

ます市民環境ネットや市民団体等と協議

を重ねて、検討してまいりたいとは考え

ております。

○安藤委員長　稲村課長。

○稲村こども育成課長　１８年度末で、

資格は取得されておられます。

○安藤委員長　小野副市長。

○小野副市長　一つは、保育料の不納欠

損の問題にかかわって、基本的には、今

後、９月議会で言いました、債権管理と

滞納整理の問題に尽きるというふうに思

います。

　それで、９月議会でも申し上げたんで

すが、今、委員、言われているみたいに、

各課、いろいろな連携ミスとかチェック

ミス的なもので、市民にご迷惑をかけて

きました。

　私ども、他市の事例に倣いまして、今

後、市長における専決処分の追加をお願

いしたいというふうに申し上げました。

それは、強制徴収に係る債権、保育料な

どはそうなんですが、裁判手続がなけれ

ば徴収できない債権がございます。それ

で、他市を見てみますと、その簡易裁判

書に対して支払督促を申し立てると。そ

れから、支払督促が通知でくるといった

場合、異議申し立てがあれば訴訟になり

ますし、仮執行宣言の申し立ての提出が

あって、仮執行宣言付の、支払を督促す

る通知があって、強制執行もあり得ると

いうようなこと。

　それから、もう一つは、１件６０万円

以下については少額訴訟ができます。こ

れは、原則として１回の審理で、その日

のうちに判決が下されます。

　そういったことも取り入れたいと。こ

れは、市長の専決事項に係る事項であり
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ますから、議決を経ないでそういうこと

をお願いするという中身を考えておりま

すが、これも議会の中でいろいろ議論が

あると思います。この１２月議会、３月

議会にはお願いをしたいなというふうに

思います。

　ただ、そのときに声になってくるのは、

それであれば、強制徴収できるものもど

うなってるんですかと、反対の議論です

ね、こうなってくると。

　もう一つは、職員のミスによったもの

は全部時効でほっていくんかという議論

が出てくると思うんです。そういうもの

をほったらかしといて、こういうもんだ

けやるのかということは必ず議論に出る

と思います。

　そういったことで、この保育料等の問

題につきましても、特に、強制徴収の可

能な債権については、委員おっしゃって

るように、やはりその課、課における歴

史とかチェック体制とか、システムとか

が一元化されてない嫌いがあることは、

私も承知しております。

　したがって、こういうこの市長による

専決処分の追加をお願いする際は、強制

徴収をするべきものに対するマニュアル

といいますか、それから、丁寧な説明と

か分割払いとか、そういうことも追加を

して強制徴収でお願いしていく。そのマ

ニュアル的なものをはっきり示した上で

なかったら、なかなか、市の都合のいい

もんだけやるんかと、こういう議論にな

りますから、この二つは同時並行だと思っ

てます。

　これについては、また次回の部長会で

もこのことを言った上で、もう一度、こ

の辺の強制徴収の可能債権と裁判手続が

なければできない債権に分けて、とりわ

け、その強制徴収の部分については、い

ま一度、全庁的な取り組みがどうマニュ

アル化できて、今後どう進んでいくかと

いうことを、もう少し議会に示さなけれ

ばならないと思ってますので、いましば

らく時間をお貸し願いたいなと。

　そういうことを含めて、また議会の方

にご協議願いたいのが基本的な考え方で

ございます。

　それから、南千里丘のまちづくりにつ

いては、ご存じのように、１１月１日に、

これはジェイ・エス・ビーの提案で、南

千里丘のまちづくり、ご存じのように、

地球温暖化効果ガス排出権の取り引き制

度導入まちづくりもしませんかというこ

とがありました。

　そういったことで、１１月１日に、市

長、阪急の角社長、株式会社ジェイ・エ

ス・ビーのの岡社長とともに記者会見を

もって、覚書を締結いたしました。

　そのときに、市長は、環境基金条例的

なものを制定したいということも記者発

表いたしております。これに載ってない

かもわかりません。

　それは、一つは、なぜかといいますと、

モデル地区発信を機会にして、摂津市全

体で温暖化対策の推進により一層努めて、

市民の発意なり活動を支援していきたい

と、そういった意味で、（仮称）摂津市

環境保全基金を創設したいということを

申しました。

　これは、活動支援金の補助であります

とか、市民、企業の環境保全活動提案の

審査でありますとか、ＣＯ２削減の結果

評価でありますとか、こういうことを考

えております。

　ただ、今、池上課長が申し上げました

ように、相当連携できるものがあります

ので、これはもうちょっと整理しなきゃ

ならないなと思ってます。この点ははっ

きり出てくると思います。

　ただ、今後、健康とか福祉となります
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と、いわゆる私どもが持っておるのは駅

前広場と、それから、コミュニティプラ

ザ。それから、ジェイ・エス・ビーがつ

くるであろう学生マンション、大学との

連携、緑は２５％以上であります。

　そういうことからいきますと、緑とか

景観はどうやって発信していけるとかと、

ＣＯ２もどうやっていけるかということ

がはっきり見えます。

　もう少し時間いただきたいのは、ここ

のところで、その健康というイメージを

持っておりますので、今後における大学

連携の中で、もう少し具体化をしてやら

ないと、この保健福祉も困るんではない

かという気がいたします。ここのところ

ではっきりと見せていかないと、何をやっ

ていいかわからないと。イメージとして

はわかるんだけれども、そういうことが

あると思うんです。

　したがって、今後、大きなあそこのま

ちづくりが、どんな形にしても、あそこ

から摂津市内に発信していくことでなけ

れば、あそこだけがいいものになって、

非常にいいんだけれども、それが摂津全

体にとってどうなのかということがあり

ますし、都市計画決定の問題にしても、

今後どう広げていくんだという議論がま

た大きく出てきてますし、そういったこ

とが、もう少し市と開発側のジェイ・エ

ス・ビー、それから、大学連携をもう少

し明らかにした中で、これも部長会等で

一度議論してみたいなと思います。

　それで、そこをはっきりしてやらない

と、なかなか担当部も、何を持っていっ

ていいかわからないという。ここではっ

きりしたのは、環境があります、緑があ

ります、これははっきり発信はできると

いうふうに思います。

　そのときに、今後、健康とか福祉の部

分で、大学との連携の中でどういうふう

にサポートしてくれるのかというような

議論もあるでしょうし、どういう形をもっ

てうちがあそこから発信する材料をとる

かということがありますので、これもい

ましばらく時間をお貸し願いたいなと。

今、担当の方にそのことを求めても、ちょっ

と酷かなと、私自身もそういうふうな気

がいたしますので、基本的には、いまい

ちど、もう少し時間をいただいて、いず

れにしても発信する地区から摂津市に発

信していくという仕組みづくりを、いろ

いろな施策の中で考えてみたいというこ

とを思っておりますので、よろしくお願

い申し上げます。

○安藤委員長　ほかに質問ありますか。

　山崎委員。

○山崎委員　すいません。今の副市長の

答弁について、ちょっと聞いておきたい

と思うんですが。

　今の、強制の徴収の部分なんですけれ

ども、これは、扶助交付金の天引きとか

を意味しますか。

　それだけお願いします。

○安藤委員長　小野副市長。

○小野副市長　強制徴収可能な部分につ

いては、地方税であるとか、下水道の受

益者負担金、保育所の保育料などが含ま

れてくるというふうに思います。

　したがって、ただ、これを強制徴収す

るということについて議論をしてまいり

ますが、やはり大事なのは、そういうこ

とをやるということも大事なんですが、

払っていただけるような、やはり粘り強

い相談とか、それから、分割ですね、そ

れから、一番困るのは、その所管が忙し

いといって、時効が到来して、もうだめ

なんですということが一番困るなという

ふうに思っているわけでして、やはり職

員も少ないんですが、その仕組みづくり

をつくっていきたい。そして、丁寧に、

－�73�－



払っていただくようにお願いをしていく、

分割もあるということでもありますから、

今、山崎委員おっしゃってるそういった

中身まで、私、今のところ、頭の中には

ございません。

○安藤委員長　よろしいですか。

　ほか、ございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後５時１１分　休憩）

（午後５時１２分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会いたします。

　お疲れさまでした。

（午後５時１３分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

民生常任委員長 　安 藤 　 薫

民生常任委員  　山 崎 雅 数
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